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第一部 【ファンド情報】 

第１ 【ファンドの状況】 

１ 【投資法人の概況】 

(1) 【主要な経営指標等の推移】 

① 主要な経営指標等の推移 

  

  

期 
営業期間   単位 

第１期
自 平成17年
  11月２日
至 平成18年
  10月31日

第２期
自 平成18年
  11月１日
至 平成19年
  ４月30日

第３期
自 平成19年
  ５月１日
至 平成19年
  10月31日

第４期 
自 平成19年 
  11月１日 
至 平成20年 
  ４月30日 

第５期
自 平成20年
  ５月１日
至 平成20年
  10月31日

(1) 営業成績 

営業収益   百万円 5,420 4,526 4,715 4,817 5,584 

うち賃貸事業収入   百万円 5,420 4,526 4,715 4,817 5,584 

営業費用   百万円 2,161 1,878 2,465 2,464 2,933 

うち賃貸事業費用   百万円 1,632 1,388 1,970 1,974 2,371 

営業利益   百万円 3,258 2,647 2,250 2,353 2,651 

経常利益   百万円 2,731 2,324 1,848 1,842 1,994 

当期純利益   百万円 2,729 2,323 1,847 1,841 1,993 

(2) 財産等の状況(期末日現在) 

総資産額   百万円 128,340 146,317 145,972 175,226 173,241 

有利子負債額   百万円 37,355 55,665 55,675 84,185 82,000 

純資産額   百万円 84,903 84,511 84,019 84,037 84,141 

出資総額   百万円 82,260 82,260 82,260 82,260 82,260 

(3) 分配の状況 

分配総額   百万円 2,729 2,323 1,847 1,842 1,993 

配当性向   ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(4) １口当たり情報 

発行済投資口総数   口 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 

１口当たり純資産額 (注２) 円 547,764 545,239 542,060 542,175 542,846 

１口当たり当期純利益 (注３) 円 26,190 
(17,707) 

14,992 11,921 11,884 12,864 

１口当たり分配金額   円 17,609 14,992 11,921 11,884 12,863 

(うち１口当たり利益分配
金) 

円 17,609 14,992 11,921 11,884 12,863 

(うち１口当たり利益超過分
配金) 

円 ― ― ― ― ―
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期 
営業期間   単位 

第１期
自 平成17年
  11月２日
至 平成18年
  10月31日

第２期
自 平成18年
  11月１日
至 平成19年
  ４月30日

第３期
自 平成19年
  ５月１日
至 平成19年
  10月31日

第４期 
自 平成19年 
  11月１日 
至 平成20年 
  ４月30日 

第５期
自 平成20年
  ５月１日
至 平成20年
  10月31日

(5) 財務指標 

総資産経常利益率 (注４) ％ 2.6(3.9) 1.7(3.4) 1.3(2.5) 1.1(2.3) 1.1(2.3)

自己資本利益率 (注４) ％ 3.4(5.0) 2.7(5.5) 2.2(4.3) 2.2(4.4) 2.4(4.7)

期末自己資本比率   ％ 66.2 57.8 57.6 48.0 48.6 

期末総資産有利子負債比率 ％ 29.1 38.0 38.1 48.0 47.3 

賃貸ＮＯＩ(Net 
Operating Income) 

(注５) 百万円 4,768 4,010 3,671 3,830 4,360 

(6) その他参考情報 

投資物件数   件 8 11 11 13 14 

テナント数 (注６) 件 34 39 40 43 44 

総賃貸可能面積   ㎡ 229,231.70 261,671.68 261,671.67 276,833.20 283,622.23 

期末稼働率 (注７) ％ 99.9 99.5 99.7 99.5 99.5 

当期減価償却費   百万円 980 873 927 987 1,147 

当期資本的支出額   百万円 241 80 49 463 59 
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期 
営業期間   単位 

第６期
自 平成20年
  11月１日
至 平成21年
  ４月30日

第７期
自 平成21年
  ５月１日
至 平成21年
  10月31日

第８期
自 平成21年 
  11月１日 
至 平成22年 
  ４月30日 

第９期 
自 平成22年 
  ５月１日 
至 平成22年 
  10月31日 

(1) 営業成績             

営業収益   百万円 5,606 5,608 5,814 6,060 

うち賃貸事業収入   百万円 5,606 5,608 5,814 6,060 

営業費用   百万円 2,905 2,978 2,964 3,041 

うち賃貸事業費用   百万円 2,346 2,429 2,405 2,451 

営業利益   百万円 2,700 2,630 2,849 3,019 

経常利益   百万円 2,047 1,960 2,091 2,204 

当期純利益   百万円 2,046 1,961 2,090 2,204 

(2) 財産等の状況(期末日現在)           

総資産額   百万円 172,850 172,884 186,296 186,459 

有利子負債額   百万円 81,740 81,740 94,240 94,172 

純資産額   百万円 84,208 84,140 84,289 84,438 

出資総額   百万円 82,260 82,260 82,260 82,260 

(3) 分配の状況             

分配総額   百万円 2,046 1,961 2,090 2,204 

配当性向   ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 

(4) １口当たり情報             

発行済投資口総数   口 155,000 155,000 155,000 155,000 

１口当たり純資産額 (注２) 円 543,280 542,842 543,805 544,768 

１口当たり当期純利益 (注３) 円 13,205 12,655 13,484 14,220 

１口当たり分配金額   円 13,206 12,654 13,484 14,220 

  
(うち１口当たり利益分配
金) 

円 13,206 12,654 13,484 14,220 

  
(うち１口当たり利益超過分
配金) 

円 － － － － 
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(注１) 営業収益等には、消費税等は含まれていません。 

(注２) １口当たり純資産額は、１円未満を四捨五入した数値を記載しています。 

(注３) １口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定していますが、第１期

については関東財務局登録完了後実際に運用を開始した日である平成18年３月１日を期首とみなして日数加重

平均投資口数により算定した１口当たり当期純利益を( )内に併記しています。 

(注４) 記載した指標は以下の方法により算出しています。また、( )内には、各期の実質的な資産運用期間(第１

期：245日、第２期：181日、第３期：184日、第４期：182日、第５期：184日、第６期：181日、第７期：184

日、第８期：181日、第９期：184日)で年換算した数値を併記しています。 

総資産経常利益率＝経常利益／平均総資産額×100 平均総資産額＝(期首総資産額＋期末総資産額)／２ 

自己資本利益率＝当期純利益／平均純資産額×100 平均純資産額＝(期首純資産額＋期末純資産額)／２ 

なお、第１期の期首総資産額及び期首純資産額は、実質的な運用開始日である平成18年３月１日現在の額とし

ています。 

(注５) 賃貸ＮＯＩ＝賃貸事業収入－賃貸事業費用＋当期減価償却費 

(注６) テナント数は、各期末現在のテナント総数を記載しています。マスターリース契約が締結されている場合は、

１テナントとして記載しています。１テナントが複数の貸室を賃借している場合は、同一物件の場合には１テ

ナントとして、複数の物件にわたる場合には複数テナントとして算出しています。 

(注７) 期末稼働率＝期末総賃貸面積／期末総賃貸可能面積 

なお、パススルー型のマスターリース契約を締結している場合の賃貸面積は、エンドテナントへの転貸面積を

賃貸面積として計算しています。 

(注８) 数値は、本書において特に記載のない限り、記載未満の端数について、金額は切捨て、比率は四捨五入により

記載しています。 

  

 

期 
営業期間   単位 

第６期
自 平成20年
  11月１日
至 平成21年
  ４月30日

第７期
自 平成21年
  ５月１日
至 平成21年
  10月31日

第８期
自 平成21年
  11月１日
至 平成22年
  ４月30日

第９期 
自 平成22年 
  ５月１日 
至 平成22年 
  10月31日 

(5) 財務指標             

総資産経常利益率 (注４) ％ 1.2(2.4) 1.1(2.2) 1.2(2.3) 1.2(2.3) 

自己資本利益率 (注４) ％ 2.4(4.9) 2.3(4.6) 2.5(5.0) 2.6(5.2) 

期末自己資本比率   ％ 48.7 48.7 45.2 45.3 

期末総資産有利子負債比率 ％ 47.3 47.3 50.6 50.5 

賃貸ＮＯＩ(Net 
Operating Income) 

(注５) 百万円 4,412 4,284 4,535 4,691 

(6) その他参考情報             

投資物件数   件 14 14 15 15 

テナント数 (注６) 件 42 42 44 46 

総賃貸可能面積   ㎡ 283,622.23 283,622.23 291,647.88 291,627.72 

期末稼働率 (注７) ％ 99.2 99.2 99.2 99.5 

当期減価償却費   百万円 1,151 1,105 1,127 1,081 

当期資本的支出額   百万円 412 97 544 83 
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② 事業の概況 

(イ) 当期の概況 

ａ 投資法人の主な推移 

トップリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、投資信託及び投資法人に関する法

律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)に基づき、トッ

プリート・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)を設立企画人と

して、平成17年11月２日に設立され、平成18年３月１日に発行済投資口の総口数145,500口で株式会

社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投資信託証券市場に上場しました

(銘柄コード8982)。その後平成18年３月23日に第三者割当による新投資口の発行(9,500口)を実施

し、当期末(平成22年10月31日)現在、発行済投資口の総口数は155,000口となっています。 

また、本投資法人は、中長期にわたり安定した収益確保と運用資産の着実な成長を図ることによ

り、投資主価値の 大化を目指した運用を行うため、「総合型ポートフォリオ運用」と「スポンサ

ー力の 大活用」という二つの戦略を重視した運用を行っており、当期末現在の運用資産は、15物

件、取得価額総額は175,047百万円となっています。 

  

ｂ 投資環境と運用実績 

＜投資環境＞ 

(a) 一般経済 

平成20年のリーマン・ショックの影響を受けて急速に悪化した景気は、アジアを中心とした海

外経済回復に伴う輸出の増加とエコカー減税・補助金等をはじめとする経済対策効果に支えられ

着実に持ち直してきているものの、依然として自律性が弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい

状況が続いています。さらに足許では、欧米の景気動向や円高進行などの不安要素があり、景気

回復速度に対する不透明感が高まっています。 

わが国経済環境の今後の見通しについては、新興国の安定的な成長が外需の下支えとなり景気

の二番底懸念が後退する一方で、円高基調の進展が企業マインドを悪化させることにより景気が

下振れする要因となる可能性もあり、引き続き予断を許さない状況が続くとみられます。 

  

(b) 不動産賃貸市場 

［事務所(オフィス)］ 

シービー・リチャードエリス株式会社の「オフィスマーケットレポート」によれば、東京23区

の空室率は平成19年９月期を底に上昇に転じ、平成22年６月期には、平成21年12月期に比べ１ポ

イント上昇し、7.5％となっています。空室率の上昇は、景気後退に伴う企業の経費削減のための

オフィススペースの縮小・統廃合によるものであり、テナントからの解約が一段落することによ

り、上昇ペースが徐々に鈍化してきています。今後については、平成23年から24年にかけてオフ

ィスビルの供給が増加するため、空室率の改善には相応の時間を要するものと思われます。ま

た、賃料水準については、一部の優良物件につき底打ち感が台頭してきており、下落幅は今後

徐々に縮小していくものと思われます。 
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［商業施設］ 

個人消費が低調に推移するなか、自動車・家電等一部の商品については政府による経済政策の

効果がみられたものの、雇用情勢の悪化や所得の減少から節約志向が一段と高まり、堅調に推移

してきた食料品等の生活必需品における市場価格の低下が顕著となる等、依然として厳しい状況

となっています。こうしたなか、総合スーパーは引き続き大型出店を控えることにより大規模な

設備投資を抑制し、一方で不採算店舗の閉鎖等によるコスト削減を行うことにより、収益維持を

図っています。 

  

［住宅］ 

賃貸住宅市場においては、オフィスビルや商業施設に比べて景気変動に対する感応度が比較的

低いことから、全般的に空室率の上昇は限定的となっています。特に、東京都内エリアや東京周

辺エリアについては、継続的な人口流入の動きや需要の下支えにより、稼働率は比較的安定的な

水準で推移しています。さらに、ディベロッパー等による賃貸住宅開発の抑制や分譲マンション

の販売の減速により、賃貸住宅の空室率の上昇に歯止めがかかっている状況です。一方、高額賃

貸住宅は、空室率の上昇や賃貸借条件の緩和の影響を強く受け、収益の圧迫要因となる状況であ

りましたが、足許では徐々に底入れの兆しがみえはじめています。 

  

(c) 不動産売買市場 

不動産価格の下落の影響により売却物件が少ないこともあり、不動産取引は低水準な状況で

す。しかしながら、金融機関や資本市場からの資金調達環境が徐々に改善していることに加え、

アジアを中心とした海外からの不動産投資マネーの流入も活発化していることから、今後は徐々

に取引が増加していくと予想されます。 

  

＜運用実績＞ 

(a) 資産の取得・譲渡 

本投資法人は、15物件（取得価額合計：175,047百万円）で当期の運用を開始し、「スポンサー

力の 大活用」により東京都心部に存するオフィスビルを中心に情報を収集し厳選をして取得検

討を行ってきましたが、取得までには至らず、当期末における本投資法人の運用資産は、前期同

様に15物件（取得価額合計：175,047百万円）となっています。 

  

(b) 保有資産の運用管理 

本投資法人は、「テナント・ファースト」＝「テナント満足度の維持向上」、運営管理コスト

の適正化により中長期的な収益の維持・向上を図ることを運用戦略の基本としています。 

各テナントとの信頼関係の維持及びプロパティ・マネジメント会社を通じたテナントニーズの

把握に注力し、テナント満足度を向上させることにより稼働率の維持に努めるとともに、新規テ

ナント誘致などを的確に実施した結果、当期末の運用資産全体の稼働率は99.5％となりました。 

管理面では、個別物件毎に、運営管理状況の適切な把握と運用計画の着実な実施をフォローし

てきました。また、運用計画に基づき、物件競争力の向上・機能性の維持向上に資する修繕工事

の実施、費用の適正化、その他効率的な運用を行いました。 
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ｃ 資金調達の概要 

本投資法人は、安定的な財務運営を基本とする財務方針のもとに資金調達を行っています。当期

においては、資金調達方法の多様化を図るため平成22年５月12日付で投資法人債の発行登録（発行

予定期間：平成22年５月20日から２年間、発行予定額：1,000億円）を行い、これにより機動的な起

債が可能となりました。平成22年６月４日付で、借入期間及び残存期間の長期化並びに金利の固定

化を図るため、第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（発行総額：85億

円、利率：年1.0％）を発行し、平成22年６月30日に返済期日が到来した長期借入金の返済に充当し

ました。その結果、当期末における有利子負債残高は94,172.5百万円となり、総資産有利子負債比

率は50.5％、固定金利比率は47.2％、長期有利子負債（１年内返済予定を含みます。）比率は92.9%

となっています。 

  

なお、平成22年10月31日現在における本投資法人の格付取得状況は、以下のとおりです。 

  

（注）平成22年10月１日付で格付機関がムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）からム

ーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）に変更となりました。 

  

ｄ 当期の業績及び分配の概要 

上記のような運用の結果、当期の運用実績として、営業収益6,060百万円、営業利益3,019百万

円、経常利益2,204百万円、当期純利益2,204百万円を計上しました。 

分配金については、法人税課税の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含

みます。以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15)の適用により、利益分配金相当額が損

金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金が１円未満となる端数部分を除く当期未

処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口１口当たりの分配金を14,220円としまし

た。 

  

(ロ) 今後の運用方針及び対処すべき課題 

(a) 既存物件の運用戦略 

本投資法人では、引き続き「テナント・ファースト」＝「テナント満足度の維持向上」、運営管

理コストの適正化により中長期的に収益の維持・向上を図ることを運用戦略の基本とし、テナント

との信頼関係の維持や空室のリーシング等に注力し、中長期的に安定的な稼働率の維持に努めま

す。 

また、個別物件毎に運営管理状況の適切な把握に努めるとともに、収益の維持・向上及び運営管

理コストの適正化策などを着実に進めていきます。加えて、物件の競争力の向上や物件が有する機

能性の維持・向上を目的とした計画的な修繕工事などを実施することにより、中長期的な安定収益

の確保を目指します。 

  

(b) 新規物件の投資戦略 

本投資法人では、新規物件の取得による外部成長を果たすことにより、中長期的に分配金の向上

を目指しています。引き続きスポンサー企業によるパイプライン・サポート機能の更なる活用とと

もに、幅広く新規物件の情報を収集し、オフィスビル・商業施設及び住宅その他の用途の中から東

京都心部に存する競争力の高いオフィスビルを中心に検討し、ポートフォリオのクオリティを向上

させながら、規模の拡大を目指します。 

格付機関 格付内容

ムーディーズ・ジャパン株式会社
(Moody's)(注) 

発行体格付け：A3、格付けの見通し：ネガティブ 

株式会社格付投資情報センター(R&I) 発行体格付け：AA-、格付けの方向性：安定的 
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また、本投資法人は、ポートフォリオ全体に占める１物件当たりの投資金額を、中長期的に20％

未満を目処とする運用を行う方針としています。なお、当期末現在における本投資法人の取得価額

総額に対する日本電気本社ビルの取得価額の比率は24.0％です。今後、更に外部成長を着実に進め

ることにより、特定の物件への集中リスクの軽減に努めていきます。 

  

(c) 財務戦略 

今後とも新規物件の取得や既存借入金の借換え等に備えて、多様で柔軟な資金調達を実施してい

きます。資金調達の機動性を確保しつつ、借入期間の長期化・返済期限の分散化による調達リスク

の軽減を図るとともに、金利動向を見極めながら変動金利借入と固定金利借入のバランスを考慮す

ることにより金利変動リスクへの備えを進めていきます。また、適正なレバレッジ水準を保つこと

で、財務の健全性を維持していきます。 

  

(d) コンプライアンス・リスク管理等 

監督役員による役員会等の場を通じた執行役員の業務執行の監督はもとより、本資産運用会社に

対して、利害関係者取引における投資主利益保護その他コンプライアンス重視及び賃料下落等の市

場リスクや信用リスクに十分留意した運用をなさしめるよう、引続き指導・監督していきます。 

  

(ハ) 決算後に生じた重要な事実 

該当事項はありません。 

  

（参考情報） 

本投資法人の保有資産である赤坂王子ビルに関して、当該物件の主要テナントである株式会社ソ

ニー・コンピュータエンタテインメントより、平成22年12月15日付で品川地区への移転計画につい

て以下のとおり報告がありました。 

① 平成22年8月23日付で本社をＴＫ南青山ビルから東京都港区港南１丁目７番１号所在のソニー

シティへ移転するとともに、赤坂王子ビル他に入居している部署等についても、平成23年の

夏頃を目処に品川地区への移転を計画しています。 

② 赤坂王子ビルについての賃貸借契約の終了やその具体的な時期については現在未定であり、

終決定し次第、賃貸借契約に基づき改めて解約の通知をします。 
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(2) 【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

本投資法人は、主として不動産等(後記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の

種類 (イ)主要な投資対象資産 ａ 不動産等」に記載される資産をいいます。以下同じです。)及び

不動産対応証券(後記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) 主要な

投資対象資産 ｂ 不動産対応証券」に記載される資産をいいます。以下同じです。)(以下、不動産

等及び不動産対応証券を総称して「不動産関連資産」といいます。)の特定資産に投資し、中長期の安

定した収益の確保と運用資産の着実な成長を通じて、投資主価値の 大化を目指した運用を行います

(規約別紙１「資産運用の対象及び方針 資産運用の基本方針」)。 

  

② 投資法人の特色 

本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的

とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型

です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以

下「金商法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社にすべて委託してこれを行い

ます。 

  

(注) 本投資法人の投資口は、振替投資口（社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を

含みます。）（以下「振替法」といいます。）第226条第１項に定める意味を有します。以下同じです。また、

振替投資口である本投資法人の投資口を、以下「本振替投資口」といいます。）です。本振替投資口について

は、本投資法人は投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります

（振替法第226条第１項、第227条第１項）。なお、以下、本投資法人が発行する投資証券を「本投資証券」とい

うこととしますが、同時に本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替投資口を含むものとします。 

また、本投資法人が発行する投資法人債は、振替投資法人債（振替法第116条に定める意味を有します。以下同

じです。また、振替投資法人債である本投資法人の投資法人債を、以下「本振替投資法人債」といいます。）で

す。なお、以下では、別途明記する場合を除き、本投資法人が発行する投資法人債券（以下「本投資法人債券」

といいます。）についての記載は、本振替投資法人債を含むものとします。 
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(3)【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 

  

  

(イ)資産運用委託契約 

(ロ)一般事務委託契約／資産保管委託契約／一般事務業務委託契約／特別口座の管理に関する契約 

(ハ)不動産等の情報提供に関する協定書 

(ニ)不動産等の情報提供に関する協定書 

(ホ)不動産等の仲介情報提供に関する協定書 

(ヘ)ウェアハウジング機能の提供に関する協定書 

(ト)第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）財務及び発行・支払代理契約 
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② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要 

  

  

運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資法人 トップリート投資法人 規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不

動産関連資産に投資することにより運用を行います。 

資産運用会社 トップリート・アセット 

マネジメント株式会社 

本投資法人との間で平成17年11月２日付の資産運用委託契約を

締結しています。 

    投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人

の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係

る業務を行います(投信法第198条第１項)。 

    本資産運用会社に委託された業務の内容は、(イ)本投資法人の

資産の運用に係る業務、(ロ)本投資法人の資金調達に係る業務、

(ハ)本投資法人への報告業務及び(ニ)その他本投資法人が随時委

託する上記(イ)乃至(ハ)に関連し又は付随する業務(本投資法人の

役員会に出席して報告を行うことを含みます。)です。 

一般事務受託者 

資産保管会社 

投資主名簿等管理人 

特別口座管理人 

住友信託銀行株式会社 本投資法人との間で平成17年11月２日付の一般事務委託契約及

び資産保管委託契約並びに平成20年12月26日付の一般事務業務委

託契約及び特別口座の管理に関する契約をそれぞれ締結していま

す。 

    投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第４号、第５号及び

第６号)として、一般事務委託契約に基づき、本投資法人の(イ)機

関の運営に関する事務、(ロ)計算に関する事務、(ハ)会計帳簿の

作成に関する事務及び(ニ)納税に関する事務を行います。 

    また、投信法上の資産保管会社(投信法第208条第１項)として、

資産保管委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に

係る業務及び金銭出納管理業務を行います。 

    さらに、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第２号、第

３号及び第６号。ただし、投資法人債に関する事務を除きます。)

として、一般事務業務委託契約及び特別口座の管理に関する契約

に基づき、(イ)投資主名簿等に関する事務、(ロ)投資証券の発行

に関する事務、(ハ)分配金の計算及び支払に関する事務及び(ニ)

投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付

に関する事務((イ)乃至(ハ)の業務に関するものに限ります。)等

を行います。 

投資法人債に関する
一般事務受託者 

住友信託銀行株式会社 投資法人債に関する一般事務受託者は、平成22年５月28日付で

本投資法人との間でトップリート投資法人第１回無担保投資法人

債（特定投資法人債間限定同順位特約付）財務及び発行・支払代

理契約証書を締結し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託

者（投信法第117条第２号及び第６号）として、(イ)トップリート

投資法人第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位

特約付）（以下「第１回無担保投資法人債」といいます。）の発

行事務、(ロ)第１回無担保投資法人債の発行代理人業務、(ハ)第

１回無担保投資法人債の期中事務及び(ニ)第１回無担保投資法人

債の支払代理人業務を行います。 
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③ 上記以外の本投資法人の主な関係者 

  

  

役割 名称 業務の内容

パイプライン・サポ

ート会社 

株式会社新日鉄都市開発 

王子不動産株式会社 

住友信託銀行株式会社 

平成17年12月28日付で、本投資法人及び本資産運用会社との間

で、株式会社新日鉄都市開発及び王子不動産株式会社はそれぞれ

不動産等の情報提供に関する協定書を、住友信託銀行株式会社は

不動産等の仲介情報提供に関する協定書を(以下、両協定書を「パ

イプライン・サポート契約」ということがあります。)、また、か

かる３社はウェアハウジング機能の提供に関する協定書を締結し

ています。 

業務の内容は、後記「２ 投資方針 (1) 投資方針 ① 基本

方針 (ロ)スポンサー力の 大活用」をご参照下さい。 
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(4) 【投資法人の機構】 

① 投資法人の統治に関する事項 

(イ)機関の内容 

本投資法人の執行役員は１名以上、監督役員は２名以上(ただし、執行役員の数に１を加えた数以

上とします。)とされています(規約第19条)。 

本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員

１名、監督役員２名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成さ

れています。 

  

ａ 投資主総会 

投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される

投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほ

か、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います(投信法第93条の２第１項、規約第11条)

が、規約の変更(投信法第140条)等、一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口

を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行

われます(以下「特別決議」といいます。)(投信法第93条の２第２項)。ただし、投資主が投資主

総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出され

た議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるとき

は、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第１

項、規約第15条第１項)。 

本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています(規約第30条及

び別紙１)。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記の通り

投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。 

本投資法人の投資主総会は、原則として２年に１回以上開催されます(規約第９条第１項)。 

また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産

の運用に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本

投資法人の同意を得なければならず、執行役員は、かかる同意を与えるために原則として投資主

総会の承認を得ることが必要となります(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約

を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第１項)。 
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ｂ 執行役員、監督役員及び役員会 

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務

に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第１項、第５

項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第349

条第４項)。ただし、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招

集、一般事務受託者への事務委託、合併契約の締結、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の

締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を得なければなりませ

ん(投信法第109条第２項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています

(投信法第111条第１項)。また、役員会は、一定の職務執行に関する上記の承認権限を有する(投

信法第109条第２項)ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権

限を有しています(投信法第114条第１項)。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限

り、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数の議決をもって行います(投

信法第115条第１項、会社法第369条第１項及び規約第24条)。投信法の規定(投信法第115条第１項

及び会社法第369条第２項)において、決議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役

員は、議決に加わることができないこと並びにその場合には当該執行役員又は監督役員の数は出

席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定められています。 

執行役員又は監督役員は、法令又は規約に違反する行為により本投資法人に損害を与えた場合

はこれを賠償する責任を負い、その他一定の場合に本投資法人に一定の金員を弁済する責任を負

いますが(投信法第115条の６第１項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の６第７項)

により、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行

の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の

決議によって免除することができます(規約第22条)。 

なお、規約の定めにかかわらず、本投資法人の発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる

投資口を有する投資主が、投信法に定める一定期間内に異議を述べたときは、本投資法人は上記

記載の執行役員又は監督役員の責任を免除することはできないものとされています。(投信法第

115条の６第10項) 

  

ｃ 会計監査人 

本投資法人は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投

資法人の計算書類等の監査を行う(投信法第115条の２第１項)とともに、執行役員の職務執行に関

して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における

監督役員への報告その他法令で定める職務を行います(投信法第115条の３第１項等)。 

  

(ロ)内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続 

本投資法人は、その役員会規程において、役員会を３か月に１回以上開催することと定めてお

り、実際の運用においては、原則１か月に１回程度の頻度で役員会を開催し、役員会への出席者(執

行役員１名、監督役員２名及び機関運営事務受託者)並びに必要な臨席者(議案・報告事項等に関係

する本資産運用会社の担当取締役及びコンプライアンス室長等)全員の出席ができるよう、事前に役

員会開催スケジュールを調整した上で開催しています。 

業務執行状況や本資産運用会社の運用状況等については、執行役員が役員会において報告を行

い、本資産運用会社は執行役員が報告を行うにあたり補足説明等の補助業務を担うとともに、監督

役員から本資産運用会社の運用状況等に関して報告を求められた場合は適切に対応することによ

り、役員会を通じた管理を行う管理体制を確立しています。 
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本書の日付現在、本投資法人の監督役員には、弁護士１名と公認会計士１名の計２名が選任され

ており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行を監督していま

す。 

  

(ハ)内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携等 

各監督役員は、執行役員の職務執行を監督するため、役員会上程議案については役員会開催前に

事前に協議を行っており、役員会での活発な議論を通じて、必要に応じて、執行役員に対して適宜

意見・助言を行うとともに、本資産運用会社に対しては資産運用の状況、コンプライアンス及びリ

スクに関する事項等の報告を求めています。 

会計監査人は、決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員

会に先立ち監査報告会を開催し、監査内容を執行役員及び監督役員に報告します。また、会計監査

報告を作成することに加え、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は

法令若しくは規約に違反する重要な事実があることを発見した場合は、その事実を監督役員に報告

する職責を担っています。 

  

(ニ)本投資法人による関係法人（販売会社を除きます。）に対する管理体制の整備の状況 

本資産運用会社については、本資産運用会社の利害関係人等との間で不動産等の取得・売却・管

理の委託及び賃貸を行った場合は、速やかに当該取引の内容を記載した書面を本投資法人へ交付す

るものとされ、本投資法人は、当該書面により取引内容を確認・把握することができます。また、

本資産運用会社が作成する本投資法人の資産の運用に関する中期運用計画及び年間運用計画並びに

運用計画に基づく運用状況、その他重要な事項については、本投資法人の役員会において本資産運

用会社より適宜報告を受けています。さらに本資産運用会社は、監督役員から資産運用業務に関し

て報告を求められた場合はこれに応じる体制となっています。 

一般事務受託者及び資産保管会社については、監督役員は、いつでも業務状況等に関する報告を

求め、必要な調査を行うこととなっています。 
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② 投資法人の運用体制 

本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託して行います。 

本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下の通りです。 

  

本資産運用会社組織図 

  

  

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。本資産

運用会社の各種業務は、不動産投資部、不動産運用部、財務部、企画・管理部及びコンプライアンス

室の各部署に分掌され、不動産投資部、不動産運用部、財務部及び企画・管理部については担当部

長、コンプライアンス室についてはコンプライアンス室長が統括します。さらに、コンプライアンス

責任者を設置し、コンプライアンス室長が兼務しています。 

また、資産の運用に関する審議及び決議を行う機関として投資運用委員会を、リスク管理及びコン

プライアンスに関する審議及び決議を行う機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置してい

ます。 
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(イ)本資産運用会社の各組織の業務の概要 

各組織の主な業務は、以下の通りです。 

  

  

部署名 分掌業務

不動産投資部 ・投資運用ガイドラインのうち資産の取得・売却等に関する方針等に関する部分の原案の策

定 

・本投資法人の運用資産に関する中期運用計画のうちの中期の投資計画の原案の策定 

・本投資法人の運用資産に関する年間運用計画のうちの年間の投資計画の策定及び実行 

・本投資法人の個別資産に関する取得又は処分案の策定及び実行 

不動産運用部 ・投資運用ガイドラインのうち資産の運営管理等に関する方針等に関する部分の原案の策定 

・本投資法人の運用資産に関する中期運用計画のうちの中期の保有資産の運用計画の原案の

策定 

・本投資法人の運用資産に関する年間運用計画のうちの年間の保有資産の運用計画の策定及

び実行 

・本投資法人の運用資産に関する運営管理の実行 

・本投資法人の運用資産に関する修繕の実行 

・本投資法人の運用資産に関する運用評価 

財務部 ・投資運用ガイドラインの策定 

・本投資法人の中期運用計画の策定 

・本投資法人の年間運用計画の策定及び実行(ただし、他の部に権限が属する部分を除きま

す。) 

・本投資法人の財務・経理及び決算 

・本投資法人の開示書類策定 

・本投資法人のＩＲ及び投資主対応 

・不動産市場の調査及び分析 

・本資産運用会社の開示書類策定業務 

企画・管理部 ・本投資法人の投資主総会及び役員会への対応 

・本投資法人の秘書、人事、庶務及び渉外に関する事務 

・監督官庁、税務官署、各種協会その他諸団体への対応 

・監督官庁宛申請書、届出書等の提出 

・リスク管理 

・本資産運用会社の株主総会・取締役会の運営 

・本資産運用会社の企画業務 

・本資産運用会社の人事・総務 

・本資産運用会社の財務・経理及び決算 

・その他各部室いずれにも属さない事務 

コンプライアンス室 ・コンプライアンスに関するリスク管理 

・コンプライアンスに関する取組方針の策定と実行 

・本資産運用会社各部からの起案事項に対するコンプライアンスに関する審査 

・本資産運用会社の各業務に対するコンプライアンスの遵守状況の監査 

・本資産運用会社の各部室の業務に対する内部監査(ただし、コンプライアンス室を除きま

す。) 

─ 17 ─



(ロ)委員会 

各委員会の概要は、以下の通りです。 

ａ 投資運用委員会 

  

  

ｂ リスク・コンプライアンス委員会 

  

(注１) 本書の日付現在、リスク・コンプライアンス委員会の外部委員には、弁護士１名が就任しています。 

(注２) 平成22年10月６日付で審議・決議内容の一部を変更しました。 

  

委員 代表取締役社長(委員長)、不動産投資部長、不動産運用部長、財務部長(なお、コンプライ

アンス室長がオブザーバーとして投資運用委員会に同席します。) 

審議・決議内容 ・投資運用ガイドラインに関する審議及び決議 

・本投資法人の中期運用計画の審議及び決議 

・本投資法人の年間運用計画の審議及び決議 

・本投資法人の個別資産の取得と処分に関する審議及び決議 

・本投資法人の運用資産の運営管理・修繕に関する重要な事項についての審議及び決議 

・本投資法人の資金調達に関する審議及び決議 

・本投資法人の運用資産の運用状況のモニタリング（投資運用ガイドラインにて定義するモ

ニタリングと同義） 

・その他付随する事項の審議 

決議方法等 ・委員の過半数の出席を要します。 

・決議は、出席委員の過半数による多数決の方法によります。なお、コンプライアンス室長

は、本委員会の審議及び決議の過程で法令、社団法人投資信託協会の定める規則、本投資

法人規約及び社内規程等(以下「法令等」といいます。)に照らして問題があると判断する

ときは、審議及び決議を中止し、立案部に差し戻すことができます。 

委員 コンプライアンス室長(委員長)、代表取締役社長、企画・管理部長、コンプライアンス室長

が指名する外部委員として１名以上の社外有識者(注１) 

審議・決議内容 

(注２) 

・以下に関するリスク管理及びコンプライアンス上の問題点に関する審議及び決議 

－投資運用ガイドラインの策定及び改定 

－本投資法人の中期運用計画の策定 

－本投資法人の年間運用計画の策定 

－利益相反取引規程に定める利害関係者との重要な取引の実行 

－個別資産の取得又は処分、資金調達、運営管理の実行等に関する重要な事項(コンプラ

イアンス室長がリスク・コンプライアンス委員会における審議及び決議が必要と認めた

場合に限ります。) 

・本資産運用会社のコンプライアンス態勢及びリスク管理態勢並びにこれらに関する取組方

針の審議及び決議 

・コンプライアンス及びリスク管理に関するモニタリング、リスク管理マニュアルに定める

報告事項の審議 

・例規、業務規程の制定、重要な改定及び廃止の審議及び決議（コンプライアンス室長が取

締役会付議の前提としてリスク・コンプライアンス委員会における審議及び決議が必要と

認めた場合に限ります。） 

・コンプライアンスに関する重要な事項の審議及び決議 

・本資産運用会社のマニュアルの制定及び改廃の審議及び決議（ただし、コンプライアンス

室長が不要と判断した場合はこの限りではありません。） 

・その他付随する事項の審議 

決議方法等 ・委員の過半数の出席(ただし、コンプライアンス室長は必ず出席することを要します。) 

・決議は、出席した委員の過半数による多数決の方法によります。なお、本委員会の審議に

おいて決議に反対する少数意見があった場合には、当該意見は投資運用委員会及び取締役

会(開催を要する場合)に報告されます。また、利害関係者との重要な取引の決議方法につ

いては全会一致の決議を要します。 
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③ 投資運用の意思決定機構 

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の委託を受けた資産運用会社として、

投資運用ガイドラインを作成し、ポートフォリオの構築方針、資産の取得、運営管理及び売却等に関

する方針、財務に関する方針、情報開示に関する方針及び利害関係者との取引方針並びにこれらに関

する基準等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。 

また、本資産運用会社は、投資運用ガイドラインに従い、資産運用計画書等(中期運用計画及び年間

運用計画をいいます。以下同じです。)を作成し、投資運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係

者との取引方針に従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。 

投資運用ガイドライン及び資産運用計画書等の制定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取

得及び売却に係る意思決定フローは、以下の通りです。 

  

＜投資運用ガイドライン及び資産運用計画書等の制定に係る意思決定フロー＞ 

  

 
(注) コンプライアンス室長は、投資運用委員会における審議及び決議の過程で法令等に照らして問題点があると判断

する場合には、審議及び決議を中止し、立案部に差し戻すことができます。 
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(イ)投資運用ガイドラインの制定に関する意思決定 

本資産運用会社は、本投資法人から資産運用の委託を受け、本投資法人の資産の運用に関する基

本的な考え方に関して、本投資法人の規約に定める資産運用の基本方針等に沿って投資運用ガイド

ラインを制定します。 

投資運用ガイドラインは、(ⅰ)不動産投資部は資産の取得・処分について、不動産運用部は資産

の運営・管理について、それぞれ原案を作成し、財務部において、資金調達、分配金水準等本資産

運用会社としての総合的な適合性等の観点で検証し同部が立案します。(ⅱ)財務部において立案さ

れた投資運用ガイドラインは、コンプライアンス室に上程されます。(ⅲ)コンプライアンス室にお

いて法令等に照らして審査した上で問題点がないと判断した場合、リスク・コンプライアンス委員

会に付議され、審議後決議されます(なお、リスク・コンプライアンス委員会の審議において決議に

反対する少数意見があった場合には、当該意見は投資運用委員会及び取締役会に報告されます。)。

(ⅳ)その後、投資運用委員会に付議され、審議後決議します。 

なお、コンプライアンス室長は、投資運用委員会にオブザーバーとして同席し、同委員会の審

議、決議の過程で法令等に照らして問題点があると判断する場合には、審議、決議を中止し、立案

部に差し戻すことができます。(ⅴ)投資運用委員会において審議の上、決議された後、取締役会へ

上程され、審議の上、決議され、制定されます。 

なお、各手続において、問題点があるとの判断が下されたり、決議の結果否決された場合には、

立案部に差し戻されます。 

投資運用ガイドラインについては、年に一度見直しを行うことを原則としますが、見直しの結果

によっては変更を行わないこともあります。また、各種市況及び法制等が変動した場合等には機動

的に見直しを行います。 

投資運用ガイドラインの変更は、上記の制定手続に準じて行われます。ただし、法令・金融庁監

督指針等の施行・改正に基づく改定及び軽備な改定についてはこの限りではありません。 

  

(ロ)資産運用計画書等の制定に関する意思決定 

(ⅰ)財務部は、不動産投資部、不動産運用部と協議の上、投資運用ガイドラインに従い、中期運

用計画(３年)を立案します。また、不動産投資部、不動産運用部は、協働して中期運用計画に則っ

た年間運用計画を本投資法人の営業期間にあわせ６か月毎に向こう１年間分を立案します。(ⅱ)立

案された中期運用計画及び年間運用計画は、コンプライアンス室に上程されます。(ⅲ)コンプライ

アンス室において法令等に照らして審査した上で問題点がないと判断した場合、リスク・コンプラ

イアンス委員会に付議され、審議後決議されます(なお、リスク・コンプライアンス委員会の審議に

おいて決議に反対する少数意見があった場合には、当該意見は投資運用委員会及び取締役会に報告

されます。)。(ⅳ)その後、投資運用委員会に付議され、審議後決議します。なお、コンプライアン

ス室長は、投資運用委員会にオブザーバーとして同席し、同委員会の審議、決議の過程で法令等に

照らして問題点があると判断する場合には、審議、決議を中止し、立案部に差し戻すことができま

す。(ⅴ)投資運用委員会において審議の上決議された後、取締役会へ上程され、審議の上、決議

し、決定します。 

なお、各手続において、問題点があるとの判断が下されたり、決議の結果否決された場合には、

立案部に差し戻されます。 
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(ハ)資産の取得及び売却に関する意思決定 

  

＜資産の取得及び売却に係る意思決定フロー＞ 

  

 
（注１)  以下のいずれかに該当する場合にはリスク・コンプライアンス委員会に付議します。 

・利益相反取引規程に定める利害関係者との重要な取引(この場合、全会一致の決議が必要) 

・コンプライアンス室長がリスク・コンプライアンス委員会での審議を必要と認める場合 

（注２） 以下のいずれかに該当する場合には取締役会に付議します。 

・取得又は売却予定額が100億円超かつ本投資法人の総資産額の10％を超える場合 

・利益相反取引規程に定める利害関係者との重要な取引 

・フォワード・コミットメントを行う場合 

・資金調達計画(資金調達に関する 終意思決定は本投資法人の役員会にて行われます。) 

（注３） コンプライアンス室長は、投資運用委員会における審議、決議の過程で法令等に照らして問題点があると判

断する場合には、審議及び決議を中止し、立案部に差し戻すことができます。 
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(ⅰ)不動産投資部は、資産の取得のために、投資運用ガイドライン及び年間運用計画に従い投資

対象物件を選定し、当該投資対象物件の取得を立案します。(ⅱ)不動産投資部において立案された

投資対象物件の取得は、コンプライアンス室に上程されます。(ⅲ)コンプライアンス室において法

令等に照らして審査した上で問題点がないと判断した場合、投資運用委員会に付議され、審議の

上、決議し、決定します。なお、コンプライアンス室長は、投資運用委員会にオブザーバーとして

同席し、同委員会の審議及び決議の過程で法令等に照らして問題点があると判断する場合には、審

議及び決議を中止し、立案部に差し戻すことができます。なお、コンプライアンス室の審査におい

て、同室長がリスク・コンプライアンス委員会での審議を必要と認める場合には、投資運用委員会

への付議に先立ちリスク・コンプライアンス委員会での審議及び決議を要します。リスク・コンプ

ライアンス委員会の審議において決議に反対する少数意見があった場合には、当該意見は投資運用

委員会及び取締役会(開催を要する場合)に報告されます。また、利益相反取引規程に定める利害関

係者との重要な取引に該当する場合には、必ずリスク・コンプライアンス委員会に付議され同委員

会において、出席委員の全会一致の決議を要します。(ⅳ)また、投資対象物件に対する投資予定額

が100億円超かつ本投資法人の総資産額の10％を超える場合、利益相反取引規程に定める利害関係者

との重要な取引に該当する場合又はフォワード・コミットメント（先日付での売買契約であって、

契約締結から１月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものをいいます。）を

行う場合には、取締役会での決議を要し、投資運用委員会において審議の上、決議された後、取締

役会へ上程され、審議の上、決議し、決定されます。(ⅴ)資産の取得については、資金調達計画の

決定を伴いますが、資金調達計画についても、上記(ⅰ)から(ⅳ)の手続の後、取締役会に上程さ

れ、審議の上、決議されます。その上、更に、本投資法人の役員会に上程され、審議の上、決議さ

れ、決定されます。 

なお、各手続において、問題点があるとの判断が下されたり、決議の結果否決された場合には、

立案部に差し戻されます。 

利益相反取引規程については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ２

利害関係人との取引制限 (2) 利益相反取引規程」をご参照下さい。 

資産の売却に関しては、資産の取得と同様に、不動産投資部で立案し、コンプライアンス室の審

査を経て売却の是非についてリスク・コンプライアンス委員会(開催を要する場合)及び投資運用委

員会で審議された後、取締役会(開催を要する場合)において両委員会での審議内容を精査して決議

が行われます。リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会の開催を要する場合並びに審議及び

決議方法等の意思決定フローはすべて、資産の取得の場合と同様です。 
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④ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況 

本資産運用会社では、本投資法人との間で締結された資産運用委託契約及び本投資法人規約に基づ

き、投資運用に関する基本方針、ポートフォリオ構築方針、成長戦略、取得基準、デュー・デリジェ

ンス基準、不動産の運用方針、財務方針、分配方針、開示方針及び利害関係者との取引方針等投資運

用に関する基本的事項を投資運用ガイドラインとして策定しており、かかる投資運用ガイドラインを

遵守することにより、投資運用にかかるリスクの管理に努めています。 

また、本資産運用会社は、取締役会の決議を経て内部統制システム構築の基本方針を制定し、リス

ク管理体制の基本方針や体制の整備を行っています。更に、リスク管理規程を定め、資産運用業務に

内包される各種リスクの認識、評価、モニタリング及び分析等の管理を行い、損失の未然防止と共に

不測事態における影響の 小化を図っています。認識する具体的なリスクは、コンプライアンスリス

ク、運用リスク、事務リスク、システムリスク、情報セキュリティリスク及びイベントリスクであ

り、それぞれのリスク毎にリスクアセスメントによるリスクの把握、分析及び対応策の検討を行って

おり、適宜リスク・コンプライアンス委員会にて審議され、重要な事項については取締役会にて審議

又は報告されることになっています。また、コンプライアンス室は、内部監査規程に基づき各部署に

対して内部監査を定期的に行い、各部署による管理体制、リスクへの対応状況等を確認し、その結果

は、リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会へ報告されています。 

利益相反取引については、リスク・コンプライアンス委員会において審議され、出席委員の全員一

致の決議を要すること等で利益相反や法令等への違反行為の防止に努めています。 

このほか、更にコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを定め、役職員

への教育・啓蒙を実施しております。 

以上のほか、本資産運用会社の投資リスクに対する管理体制については、後記「３ 投資リスク

(2) 投資リスクに対する管理体制」をご参照下さい。 

  

(5) 【投資法人の出資総額】 
(本書の日付現在) 

  

近５年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。 

(注１) １口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。 

(注２) １口当たり発行価格550,000円(引受価額530,750円)にて物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投

資口を発行しました。 

(注３) １口当たり発行価格530,750円にて物件の取得資金等の調達を目的として第三者割当により新投資口を発行し

ました。 

  

出資総額 82,260,100,000円

発行可能投資口総口数 2,000,000口

発行済投資口総数 155,000口

年月日 摘要

発行済投資口総数(口) 出資総額(円) 

備考
増減 残高 増減 残高 

平成17年11月２日 私募設立 200 200 100,000,000 100,000,000 (注１)

平成18年２月28日 公募増資 145,300 145,500 77,117,975,000 77,217,975,000 (注２)

平成18年３月23日 第三者割当増資 9,500 155,000 5,042,125,000 82,260,100,000 (注３)
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(6) 【主要な投資主の状況】 

平成22年10月31日現在における主要な投資主は、以下の通りです。 

  

(注) 比率とは、発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率をいい、小数第３位を四捨五入して記載しています。

  

(参考)所有者別投資主数及び所有者別投資口数は、以下の通りです。 
(平成22年10月31日現在) 

  

名称(氏名) 住所
所有投資 
口数(口) 

比率(％)
(注) 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 22,067 14.24 

野村信託銀行株式会社 
(投信口) 

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 16,562 10.69 

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,099 5.23 

資産管理サービス信託銀行株式会社
(証券投資信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟 

7,423 4.79 

株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地 6,139 3.96 

株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 4,540 2.93 

アメリカン・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニージーエイーエル 

東京都墨田区太平四丁目１番３号 3,900 2.52 

富士火災海上保険株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号 3,465 2.24 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 3,176 2.05 

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,162 2.04 

王子不動産株式会社 東京都中央区銀座五丁目12番８号 3,162 2.04 

資産管理サービス信託銀行株式会社
(金銭信託課税口) 

東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランド トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟 

2,831 1.83 

株式会社京都銀行 
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町
700番地 1,852 1.19 

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１番１号 1,793 1.16 

株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地 1,500 0.97 

合計   89,671 57.85 

  所有者別投資主数   所有者別投資口数   

  (人) 比率(％) (口) 比率(％)

個人その他 6,473 94.8 19,556 12.6 

金融機関(証券会社を含みます。) 105 1.5 100,973 65.1 

その他の国内法人 139 2.0 13,870 9.0 

外国法人・個人 113 1.7 20,601 13.3 

合計 6,830 100.0 155,000 100.0 
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２ 【投資方針】 

(1) 【投資方針】 

① 基本方針 

本投資法人は、主として不動産関連資産(以下「運用資産」ということがあります。)への投資を行

い、中長期にわたり安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を図ることにより、投資主価値の

大化を目指した運用を行います。 

本投資法人は、上記の目的を達成するため、「総合型ポートフォリオ運用」と「スポンサー力の

大活用」という二つの戦略を重点的に採用します。 

  

 
  

本投資法人は、オフィスビル、商業施設及び住宅の三用途を主要投資対象(以下「主要三用途」とい

います。)とした総合型運用(以下「総合型ポートフォリオ運用」といいます。)を行います。投資対象

資産を特定の用途に限定せず、投資機会の多様化及び 大化を図ることにより、安定的かつ着実に資

産規模の拡大を行うための素地を築く一方、幅広い投資対象の中から競争力の高い不動産に選別して

投資することにより、外部成長と運用資産のクオリティの両面を追求していくことができると、本投

資法人は考えています。併せて、本投資法人は、各用途の異なった特性を活用することで、ポートフ

ォリオ全体の収益の安定性と成長性を追求していきます。 

本投資法人は、三大都市圏及び全国主要都市を投資対象地域としますが、市場規模や賃貸需要の厚

み、商圏等を勘案し、用途毎にその中心とする投資対象地域を定めます。 

なお、本投資法人は、主要三用途にかかわる市場調査、リスク分析等についてシンクタンクを積極

的かつ有効に活用することにより、専門的分析に裏打ちされた的確な投資判断を行うよう努めます。 
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本投資法人は、運用資産の取得、運営管理等において住友信託銀行株式会社、株式会社新日鉄都市

開発及び王子不動産株式会社(以下、それぞれを「住友信託銀行」、「新日鉄都市開発」及び「王子不

動産」といい、かかる３社を個々に又は総称して「スポンサー企業」ということがあります。)及びス

ポンサー企業グループの有する取引先企業を含めた幅広いネットワーク、不動産に関する開発力、仲

介力、運営管理力、投資運用力、技術力等(以下、これらのスポンサー企業やスポンサー企業グループ

の機能や能力を「スポンサー力」といいます。)を 大活用することにより、運用資産の着実かつ安定

的な成長を図ります。 

本投資法人は、スポンサー企業の有する不動産等の仲介・売却等に関する情報提供機能(以下「パイ

プライン機能」といいます。)及び本投資法人が直ちに取得できない不動産等のスポンサー企業による

一時的な保有等の機能(以下「ウェアハウジング機能」といいます。)を外部成長に活用します。 

また、メーカー系不動産会社として培った技術力や危機管理力を活かした不動産の運営管理、スポ

ンサー企業グループの賃貸需要に関する情報を活かしたリーシング活動等(以下、これらを実現する力

を個別に又は総称して「＋αのマネジメント力」といいます。)を内部成長に活用します。 

  

本投資法人は、各戦略を実現するために、スポンサー企業から不動産の開発、仲介、運営管理、投

資運用等の多様な業務の経験者を結集して設立された本資産運用会社に、その資産の運用を委託しま

す。本資産運用会社は、スポンサー企業が永年培ってきた不動産や金融についてのノウハウや理念を

受け継いでおり、以下の３つの経営理念を掲げ、本投資法人の投資主価値の 大化を目指していきま

す。 

■ 投資家から信頼される「トップ・ブランド」を構築する。 

■ 不動産投資信託市場と不動産市場の健全なる成長と発展に貢献する。 

■ 社会・経済の発展、望ましい街づくりに寄与する。 

  

(イ)総合型ポートフォリオ運用 

ａ 外部成長と運用資産のクオリティの両面追求 

本投資法人は、これら主要三用途を投資対象とすることにより、幅広い投資機会を確保し、そ

の中から、立地条件、建物の機能や設備の水準、運営管理の質等において競争力の高い不動産に

選別投資することで、外部成長と運用資産のクオリティの両面を追求していきます。 

  

ｂ 用途特性を活かした収益の「安定性」と「成長性」の追求 

本投資法人は、好況期に賃料上昇が期待できるオフィスビルと、景気に左右されず安定した賃

料が期待できる住宅と、その両面を持つ商業施設を主たる投資対象とすることでポートフォリオ

全体としての収益の安定性と成長性を追求していきます。 

  

ｃ シンクタンクの有効活用 

本資産運用会社は、株式会社住信基礎研究所(以下「住信基礎研究所」といいます。)(注)との

間で平成17年10月３日付で業務委託契約を締結し、以下に掲げるリサーチ関連業務等を委託して

います。 

本資産運用会社は、同研究所から定期的に報告を受けることにより、主要三用途の全国におけ

る市況動向を継続的かつタイムリーに把握し、それを投資運用にかかわる各種計画の策定及びそ

のための調査(Ｐｌａｎ)、運用業務の執行(Ｄｏ)、投資運用実績の検証とその後の各種運用計画

の見直し(Ｓｅｅ)といった一連の業務フローの中で活用していきます。 

また、必要に応じて個別不動産の投資判断(Ｄｏ)やポートフォリオのリスク管理(Ｓｅｅ)にお

いては、同研究所の有するリスク分析等の機能も活用し、専門的分析に基づいた的確な投資判断

を行うよう努めます。 
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＜リサーチ関連業務等＞ 

 ・ 主要三用途等の不動産市況に関する調査及び分析 

 ・ 全国の経済及び不動産市況に関する調査及び分析 

 ・ 個別不動産及びポートフォリオに関するリスク分析 

 ・ マクロ経済に関する調査及び分析、各種データ提供 

(注) 住信基礎研究所は、「都市と不動産」に関する調査研究、提言とコンサルティング業務を行う不動

産専門シンクタンクとして、昭和63年に設立されました。近年、その調査研究成果を基盤に不動産

投資分野に特化し、不動産の投資適格性評価、不動産投資市場の将来予測等不動産投資に関する調

査研究の受託及びコンサルティング、オフィス、商業施設、住宅等主要不動産の需給動向や市場予

測、不動産市場に関する調査研究の受託及びコンサルティング並びに有価証券に係る投資顧問業務

の受託に取り組んでいます。住信基礎研究所は、住友信託銀行の連結子会社です。 

  

(ロ)スポンサー力の 大活用 

本投資法人は、メーカー系不動産会社として特徴のある新日鉄都市開発や王子不動産のオフィス

ビル、商業施設及び住宅にかかわる開発力、スポンサー企業グループの保有資産の活用や運営管理

を通じて培ってきたアセットマネジメント力を、本投資法人の外部成長及び内部成長に積極的に活

用していきます。 

また、本投資法人は、同じくスポンサー企業である住友信託銀行の業界トップ水準の実績に裏打

ちされた物件仲介機能を含めた不動産関連業務等に係る機能も活用し外部成長を図ります。 

本投資法人は、スポンサー企業グループの有する幅広いネットワークを活用して、不動産の売

却、資産活用、賃貸等のニーズに的確に対応して本投資法人の外部成長及び内部成長を図ります。 

ａ 外部成長戦略 

本投資法人は、スポンサー企業との間で各種協定書を締結し、パイプライン機能及びウェアハ

ウジング機能の提供を受けると共に、本資産運用会社による独自ルートによる不動産取得を行

い、安定的に外部成長を図ります。 

本投資法人は、新日鉄都市開発及び王子不動産の有する不動産開発能力、並びに住友信託銀行

の有する仲介機能を積極的に活用することで、資産規模を安定的かつ継続的に拡大させ、規模の

メリットによる運営コストの低減、運用不動産の分散による収益変動リスクの低減等の期待され

る効果により、投資主価値の向上を図ります。 

ⅰ パイプライン機能を活用した安定的な外部成長 

本投資法人及び本資産運用会社は、新日鉄都市開発及び王子不動産それぞれとの間で「不動

産等の情報提供に関する協定書」を締結し、住友信託銀行との間で「不動産等の仲介情報提供

に関する協定書」を締結しています。 

これにより、本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサー企業から不動産等の仲介情報の

ほか、新日鉄都市開発及び王子不動産からは、両社及び両社のグループ企業がそれぞれ保有又

は開発する不動産等の売却に関する情報をいち早く入手し、投資に向けた検討をすることがで

きます。 

      ＜不動産等の情報提供に関する協定書の概要＞ 

       (新日鉄都市開発及び王子不動産が有する不動産等の譲渡に係る情報提供) 

新日鉄都市開発及び王子不動産がそれぞれ保有又は開発する不動産等のうち、本投資法人

の投資基準に適合する可能性がある不動産等を売却しようとする場合、両社は本資産運用会

社に当該不動産等に関する情報を速やかに提供するよう努めるものとし、売買条件について

基本的に合意した場合、両社は売買契約締結に向けて誠実に協議するものとする。 
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       (グループ会社が有する不動産等の譲渡に係る情報提供) 

新日鉄都市開発及び王子不動産は、それぞれのグループ会社(各々の親会社及びかかる親会

社の連結子会社並びにそれらの関係会社をいう。以下同じ。)が保有又は開発する不動産等の

うち、本投資法人の投資基準に適合する可能性がある不動産等を売却する意向であることを

知った場合には、本資産運用会社に対し当該不動産等に関する情報を提供することについて

当該グループ会社の了解が得られるよう努めるものとし、売買条件について基本的に合意し

た場合、本資産運用会社は売買契約締結に向けて誠実に協議し、両社はそれぞれ当該グルー

プ会社をして売買契約締結に向けて必要な協力を行うものとする。 

       (不動産等の売却に関する仲介情報の提供) 

新日鉄都市開発及び王子不動産は、それぞれ不動産等の売却に関する仲介情報を得た場合

で、かつ当該不動産等が本投資法人の投資基準に適合する可能性があると判断する場合に

は、当該情報の提供が可能な限りにおいて本資産運用会社に当該情報を速やかに提供するよ

う努めるものとする。 

      ＜不動産等の仲介情報提供に関する協定書の概要＞ 

住友信託銀行は、不動産等の売却に関する仲介情報を得た場合で、かつ当該不動産等が本投

資法人の投資基準に適合する可能性があると判断する場合には、当該情報の提供が可能な限り

において本資産運用会社に当該情報を速やかに提供するよう努めるものとする。 

なお、両協定書において各社が独自の裁量によって、その入手した情報の取扱いについての

決定をすることができるものと定められています。 

ⅱ ウェアハウジング機能を活用した機動的な物件取得 

本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサー企業３社との間で「ウェアハウジング機能の

提供に関する協定書」を締結し、これにより、本投資法人の取得機会を幅広く確保し、機動的

な物件取得を図ります。 

      ＜ウェアハウジング機能の提供に関する協定書の概要＞ 

本資産運用会社は、スポンサー企業にウェアハウジング機能の提供を依頼する場合には、そ

の理由、当該不動産等の概要、本投資法人による当該不動産等の取得予定時期(原則として６か

月を超えないものとする。)及び取得計画を提示し、スポンサー企業はこれを誠実に検討し、か

かる依頼に応諾するか否かを、本資産運用会社に対して遅滞なく通知するものとする。 

スポンサー企業が上記依頼に応諾した場合には、スポンサー企業の指定する法人(特別目的会

社等)は、本資産運用会社の依頼に係る不動産等を取得し保有するものとし、スポンサー企業

は、当該不動産等を取得するに際し必要な協力(スポンサー企業の指定する法人への投融資又は

当該不動産を取得するためのスキーム組成等を含むが、これらに限らない。)を行うものとす

る。 

スポンサー企業は、スポンサー企業の指定する法人が上記に基づいて不動産等を取得した場

合、ウェアハウジング期間を経過するまでの間は、原則として、提示された取得計画に基づき

スポンサー企業の指定する法人に対して当該不動産等の本投資法人への譲渡について、本資産

運用会社と優先的に交渉を行わせるよう努めるものとし、本資産運用会社と売買条件について

基本的に合意した場合、スポンサー企業の指定する法人に売買契約締結に向けて誠実に協議さ

せるよう努めるものとする。 

ｂ 内部成長戦略 

本投資法人は、運用資産について中長期的な観点から継続的な設備投資による資産価値及び競

争力の維持と向上を図り、かつ収入拡大と費用削減による運用収益の安定的な成長を目指しま

す。 
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本資産運用会社はこれを実践するために、投資運用に係る具体的な基準や手順を規定した投資

運用ガイドラインを定め、更に不動産市場動向や運用資産に係る課題を認識した上で３年間の中

期運用計画を策定し、かつ、６か月毎に向こう１年間の年間運用計画の策定及び見直しを行いま

す。 

また、各用途毎の賃貸市場動向を定期的に把握、分析し、個別不動産毎の運営管理計画、修繕

計画、収支計画等を策定し、プロパティ・マネジメント会社と定期的に協議を行い、計画の着実

な実行とその実績の検証を行います。 

更に、スポンサー企業グループの有する以下のような「＋αのマネジメント力」も活用し、費

用の削減と収益の向上を目指します。 

ⅰ 技術力を活用したコストマネジメント 

新日鉄都市開発では、同社並びにグループ各社が培ってきた技術力を活用したプロパティ・

マネジメント事業を行っており、コスト削減のために、 低限の人員と遠隔監視システムを組

み合わせた「マン・マシンマネジメントサービス」等のサービスを提供しています。 

本投資法人では、個別不動産毎の適性に応じ、このようなスポンサー企業グループの持つ技

術力を活用していくことで、費用削減を図ります。 

ⅱ スポンサー企業グループの賃貸ニーズを活用したリーシング 

本投資法人は、スポンサー企業グループの賃貸需要に関する情報の把握に努め、これをリー

シング活動へ活用することにより、運用資産の稼働率向上と安定的な賃料収入の確保を図りま

す。 

  

② ポートフォリオ構築方針 

(イ)主要三用途の特徴と投資方針 

ａ オフィスビル 

ⅰ 特徴 

均質で豊富なストックがあり、また、今後も大規模再開発等、ディベロッパー等を通じた安

定した供給も期待されるため、市場規模が大きく流動性が高いという特徴があります。オフィ

スビルの収益は他の用途に比して相対的に景気変動の影響を受け易く、景気後退局面において

は賃料下落リスク、空室リスクが高まる傾向にあります。一方、好況期には収益の成長が期待

され、また適正な運営管理を行うことで、長期に亘り収益の追求が可能な資産と考えていま

す。 

ⅱ 方針 

立地条件、建物や設備のグレード、テナントの信用力及び賃料支払能力等を総合的に判断

し、競争力の高いオフィスビルに対して投資を行い、適正な運営管理に努めます。スポンサー

企業からの開発物件・仲介物件情報の入手のほか、有力仲介業者との連携を高め、情報入手ラ

インの充実に努めます。 

ｂ 商業施設 

ⅰ 特徴 

オフィスビルと比較すると市場規模は小さいものの、一定の流動性は認められます。消費動

向のほか、商圏内の立地条件、店舗形態、競合店舗の影響を受けることや他用途への転換が図

りづらい等、個別性の強い資産でもあります。一方、立地条件や賃貸借契約内容によっては、

長期に亘り安定した収益が期待でき、また消費活動の活発化やリーシング・マネジメント等に

より追加的な収益の成長も追求できる資産と考えています。 
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ⅱ 方針 

商圏の安定性・成長性や、商圏内での競争力、テナント信用力、賃貸借契約の条件、転用の

可能性等を、総合的に判断した上で、収益の安定性及び成長性の期待できる商業施設に投資を

行います。また、優良テナントとの長期リース等による収益の安定化を積極的に検討します。

スポンサー企業からの開発物件及び仲介物件情報の入手のほか、有力仲介業者及び商業ディベ

ロッパー等との連携を高め、情報入手ラインの充実に努めます。 

ⅲ 分類と重視するポイント 

＜郊外型商業施設＞ 

・ 主として流通大手(大手商業事業者)等への一括リース又は少数の専門店等への分割リー

スを想定します。 

・ 主要幹線道路沿い等、車でのアクセスの良い立地又は郊外の主要沿線駅前等の立地にお

いて、同一商圏内での競争力が高い商業施設への投資を行います。 

・ 信用力のあるテナントとの長期リースの締結等、安定した収入確保に努めます。 

＜都市型商業施設＞ 

・ 主として複数専門店へのリース又は百貨店等大手商業事業者への一括リースを想定しま

す。 

・ ターミナル駅周辺や知名度が高い商業集積地であることを重視します。 

・ テナントニーズの強い地域において、競争力の高い商業施設への投資を行うとともに、

優良テナントとの長期リースによる収益の安定化や、優良な商業プロパティ・マネジメ

ント会社と連携したマネジメント等により収益の極大化を目指します。 

ｃ 住宅 

ⅰ 特徴 

本投資法人の投資対象になりうる良質な賃貸住宅は供給量が少なく、市場規模も小さいた

め、希少性が高く、高い市場競争力を有しています。また、賃料水準が比較的安定しており、

空室リスクも相対的に低く、収益の安定性が高い資産です。ただし、築年数の経過による機

能、設備等の陳腐化により競争力が落ち、収益性が低下する可能性もあります。 

ⅱ 方針 

立地条件、建物・設備のグレードが高く、陳腐化リスクの低い、良質な賃貸住宅への投資を

行います。スポンサー企業からの開発物件・仲介物件情報の入手のほか、有力仲介業者及びマ

ンション・ディベロッパー等との連携を高め、情報入手ラインの充実に努めます。 

ⅲ 分類と重視するポイント 

＜シングルタイプ＞(１Ｒ、１Ｋ、１ＤＫ) 

・ 賃貸面積が、25㎡～45㎡程度 

・ 単身居住者を想定テナントとします。 

・ 首都圏を中心とする三大都市圏及び政令指定都市(それに準じる主要都市を含みます。)

を投資対象地域とします。 

・ 交通利便性、商業利便性及び通勤利便性が高いことを重視します。 

＜コンパクトタイプ＞(１ＤＫ、１ＬＤＫ、２ＤＫ、２ＬＤＫ) 

・ 賃貸面積が、40㎡～60㎡程度 

・ 家族数１名～２名の少人数世帯を想定テナントとします。 

・ 首都圏を中心とする三大都市圏を投資対象地域とします。 

・ 交通利便性、都市型商業利便性及び通勤利便性が高く、都市型文化施設への近接性が高

いことを重視します。 

＜ファミリータイプ＞(２ＤＫ、２ＬＤＫ、３ＤＫ、３ＬＤＫ、４ＬＤＫ) 

・ 賃貸面積が、50㎡～90㎡程度 

・ 家族数２名～４名程度の平均的世帯を想定テナントとします。 
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・ 首都圏を中心とする三大都市圏及び政令指定都市(それに準じる主要都市を含みます。)

を投資対象地域とします。 

・ 通勤利便な 寄り駅への近接性が高く、商業施設、教育施設等の生活利便性が満たさ

れ、治安や住環境が良好なことを重視します。 

＜プレミアムタイプ＞(１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫ、４ＬＤＫ) 

・ 賃貸面積が、60㎡～200㎡程度 

・ 企業経営者等の富裕層、海外から赴任する外資系企業等のエグゼクティブ層を想定テナ

ントとします。 

・ 東京都心部を投資対象地域とします。 

・ 充実した住環境と高品質な町並みが形成されていることを重視します(外国人を主たるテ

ナント対象とする場合には、外国人コミュニティとの近接性を考慮します。)。 

ｄ その他 

ⅰ 特徴 

倉庫や物流施設、ホテル等は、主要三用途との比較において相対的に市場規模は小さく、流

動性も低いという特徴があります。立地条件、建物や設備のグレードのみならず、オペレーシ

ョンによる収益性格差が大きく、用途の転用が困難である等、極めて個別性の強い資産と考え

ています。 

ⅱ 方針 

優良テナントの長期リース等、収益の安定性が確保されている場合等に限り、厳選した投資

を行っていきます。 

  

(ロ)用途及び投資対象地域 

ａ 用途毎の投資比率 

本投資法人は、原則として、特性の異なる複数の用途の運用資産を組み入れ、中長期的に下記

の投資比率を目処とした運用を行います。なお、競争力のある物件への投資機会を機動的に確保

することを優先する等により、一時的に又は一定期間、下記投資比率を超えることがあります。 

  

(注) 上記数値は、評価額に基づく金額割合です。評価額とは、本投資法人の直前決算期の各資産の期末算定価格を

いいます。期末算定価格がない場合には、直前に本投資法人が取得した取得価格とします。 

  

用途 投資比率 

主要資産 オフィスビル 80％以下 

  商業施設 50％以下 

  住宅 50％以下 

その他 10％以下 
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ｂ 用途毎の投資対象地域 

ⅰ オフィスビル 

市場規模が大きく、賃料水準が高く相対的に空室率も低い東京都心部を中心にした上で、三

大都市圏及び全国主要都市を投資対象地域とします。 

ⅱ 商業施設 

三大都市圏及び全国主要都市を投資対象地域とします。 

投資対象物件の属する商圏自体の安定性と成長性及び商圏内での競争力を重視した上で投資

します。 

ⅲ 住宅 

賃貸需要が厚く、優良な賃貸住宅のストック及び供給量の多い首都圏を中心にした上で、原

則として、三大都市圏及び政令指定都市(それに準じる主要都市を含みます。)を投資対象地域

とします。 

ⅳ その他 

各用途の立地特性に適合した地域を投資対象とします。 

       

＜地域区分の定義＞ 

  

(ハ)投資金額 

運用資産を取得するに際しては、原則として、以下の 低投資金額を上回る運用資産を取得しま

す。また、ポートフォリオ全体に占める１投資案件当たりの金額は、原則として50％未満となるよ

う運用し、中長期的には20％未満を目処とする運用に努めます。なお、本投資法人が既に保有して

いる運用資産が区分所有又は共有若しくは準共有等であり、当該運用資産の区分所有権又は持分を

追加購入する場合には、以下の制限は適用されません。 

  

  

地域区分 所在地 

三大都市圏 

首都圏 

東京都心部 千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、品川区

東京周辺都市部
東京都(東京都心部を除きます。)、神奈川県、埼玉
県、千葉県 

関西圏及び
中京圏 

関西圏
大阪を中心とする地域経済圏(大阪府、京都府、兵庫
県、滋賀県、奈良県及び和歌山県) 

中京圏
名古屋を中心とする地域経済圏(愛知県、岐阜県及び
三重県) 

全国主要都市 
政令指定都市及びその他の主要都市(上記地域区分に
属する都市を除きます。) 

投資区分
低投資金額 

用途 地域

オフィスビル 
東京都心部 30億円

東京都心部以外 10億円

商業施設 10億円

住宅 ５億円

その他 ―
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(ニ)建物規模 

建物規模に関しては、以下の基準を設け、原則として、当該基準と同等以上又は当該基準に準ず

る運用資産を取得します。 

  

  

(ホ)立地条件 

立地条件に関しては、以下の基準を設け、原則として、当該基準と同等以上又は当該基準に準ず

る運用資産を取得します。 

  

  

(ヘ)その他の共通基準 

耐震性能、未竣工物件の取得に関しては、以下の基準に従います。 

  

  

投資区分 建物規模 

用途 タイプ 延床面積 基準階専有面積

オフィスビル 3,300㎡以上 330㎡以上

商業施設 
郊外型 10,000㎡以上 ―

都市型 1,000㎡以上 ―

住宅 ― ―

その他 ― ―

用途 立地条件

オフィスビル 主要駅から徒歩10分以内

商業施設 駅前又は主要幹線若しくは生活幹線道路沿い

住宅 主要路線の各駅から徒歩10分以内

その他 ― 

項目 基準 

耐震性能 ・新耐震設計基準又はそれに準ずる耐震性能を充足 

未竣工物件 

  

  

・竣工後のテナント確保が可能 

・完工リスク、引渡リスクの軽減、限定のための手当ての実施 

・総資産の20％以内 
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③ デュー・デリジェンス基準 

運用資産を取得するに際しては以下に挙げる調査項目に基づいて、経済的調査、物理的調査及び法

的調査を十分実施し、収益の安定性及び成長性等を阻害する要因等の有無等の把握及びそれらの評価

を中心とした、当該運用資産の投資対象としての妥当性についての検討を行います。 

上記調査プロセスにおいては、公正かつ調査能力と経験があると認められる第三者の専門会社等か

ら不動産鑑定評価書、エンジニアリングレポートのほか、必要に応じ、マーケット・レポート等を取

得し、これらの内容についても考慮します。 

  

  

項目 内容

経済的調査 テナント調査 ・テナントの信用状況(業種、業容、業歴、決算内容、財務状況等) 

・テナントの賃料支払状況、テナントと現所有者との紛争の有無及び

可能性等 

・テナントの賃借目的、契約形態、契約内容及びその継承有無、過去

の稼働率、賃料推移 

・各建物における各既存テナントの占有割合、分布割合 

  市場調査 ・周辺の市場賃料、稼働率の調査 

・周辺の競合物件の状況 

・周辺の開発計画の動向 

・テナントの需要動向 

・テナント誘致、物件の処分(売却)性等の競争力調査 

  収入関係 ・賃貸借契約形態と賃料の安定性 

・現行賃料と相場賃料との乖離状況と将来見通し 

・テナント異動の可能性と代替テナント確保の容易性 

・テナント退去見込み、賃料減額の見込み等の有無 

・プロパティ・マネジメント会社の中期的なリーシング方針 

  費用関係 ・公租公課の変動可能性(軽減措置期間の終了、再開発進行等による

評価額の上昇等) 

・プロパティ・マネジメント委託契約の形態と管理水準、報酬の適正

性 

・建物管理委託契約の形態と管理体制、管理水準、管理コストの適正

性 

・水道光熱費等の水準とテナントからの戻入状況 

・修繕履歴と修繕計画及びその妥当性 

・修繕積立の状況(区分所有等)と積立金額の妥当性 
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項目 内容

物理的調査 立地 ・鉄道等の公共交通機関の利便性 

・街路の状況、主要幹線道路へのアクセス状況 

・周辺の土地利用状況、水害及び火災等の災害履歴 

・周辺の利便施設、官公署施設等の配置及び近接性 

・地域の知名度及び評判、規模等の状況 

・眺望、採光、騒音、通風等の居住性(住宅の場合) 

・商圏の安定性及びその成長性、競合の状況、周辺での開発状況、転

用の可能性(商業施設の場合) 

  建築及び設備・

仕様  

＜各用途共通＞ 

・意匠、主要構造、築年数、設計者、施工業者等 

・内外装の部材の状況 

＜オフィスビル＞ 

・貸付床の形状、フリーアクセス床、分割対応、天井高、電気容量、

空調方式、床荷重、照度、防犯設備、給排水設備、昇降機設備、駐

車場等その他共用設備の状況等 

＜住宅＞ 

・間取り、天井高、内部仕様(天井、壁、床等)、内外装の使用資材、

衛生設備、空調設備、電気設備、昇降機設備、駐車場等の設備の維

持管理状況(劣化状況)、セキュリティ対応等 

  建物診断 ・設計図書、建築確認通知書、検査済証等の書類調査 

・外構、屋上、外装、設備等についての現地調査 

・エンジニアリングレポートにおける将来(20年程度)の修繕費見込み 

・関係法令の遵守状況等 

  耐震性能 ・新耐震基準又はそれと同水準以上の性能の確保 

・地震ＰＭＬ値20％未満を原則とし、20％以上の物件についてはポー

トフォリオＰＭＬへの影響を考慮し、耐震補強工事の実施又は地震

保険の付保等の対応を検討 

・ポートフォリオＰＭＬは10％未満を原則とする。 

  建物管理関係 ・管理委託契約の内容(形態・仕様水準等)及び建物管理状況の良否、

建物管理会社等へのヒアリング 

・管理規約の有無及びその内容、管理会社の質と信用力 

  環境・地質等 ・アスベスト、フロン、ＰＣＢ等の有害物質の使用履歴、使用状況及

び保管状況 

・管理状況、地質状況、土地利用履歴、土壌汚染状況等 

法的調査 法令上の制限 ・遵法性、既存不適格の有無 

・建築関連法規、条例、協定等による建築制限、用途制限、使用制限

等の有無 

  境界調査 ・境界確定の状況、越境物の有無とその状況 

・実測面積の確定状況 

  テナント属性 ・賃貸借契約、転貸借契約、使用貸借契約等の調査 

・テナントとの紛争の有無 

  権利関係の確認 ・土地及び建物について、その権利関係(完全所有権、地上権、地役

権、借地権、共有、分有、区分所有、区分所有の共有等)の把握と

権利関係に付随する各種契約等の内容の検討 

・隣接地権者等との紛争の有無 
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④ 不動産の運用方針 

(イ)資産運用計画書等の策定 

本資産運用会社は、投資運用ガイドラインに従い、中期(３年)の環境見通しのもとに、本投資法

人の資産運用に関する各種課題と対応方針及びポートフォリオの資産規模、新規取得計画、保有資

産運用計画等から構成される中期運用計画を策定します。 

更に、中期運用計画に基づき毎年の環境見通しを踏まえ、概ね以下の内容に係る年間運用計画を

定め、計画的な資産の運用を行います。年間運用計画は本投資法人の営業期間にあわせ６か月毎に

向こう１年間の計画の策定及び見直しを行います。 

  

＜年間運用計画の内容＞ 

  

(ロ)運用のモニタリング 

本資産運用会社は、資産運用計画書等をもとに、ポートフォリオの運用状況、個別不動産の賃貸

状況、運営管理状況、修繕及び設備投資状況等についてモニタリングします。 

本資産運用会社は、資産運用計画書等に従った運用を行うために、収支、賃貸状況及び修繕工事

等に関する実績と予算の検証、収益向上、経費削減等に関してプロパティ・マネジメント会社と定

期的に協議を行います。 

  

(ハ)プロパティ・マネジメント会社の選定 

本資産運用会社は、運用資産の所在地、用途、テナント属性等に応じて、個別に 適なプロパテ

ィ・マネジメント会社を選定します。 

選定にあたり、候補会社の経営状態、業務実績、組織体制、報酬水準、社内における利益相反取

引及び競合取引の防止策等の項目を総合的に検討します。 

スポンサー企業及びスポンサー企業グループをプロパティ・マネジメント会社として選定するこ

とが適切と判断される場合には、本資産運用会社の利益相反取引規程等に基づく所定の手続に従っ

て、選定が行われます。 

  

(ニ)プロパティ・マネジメント会社の評価 

本資産運用会社は、定期的に(原則として一年毎に)、プロパティ・マネジメント会社の運営実績

を評価します。その結果に応じて、プロパティ・マネジメント会社に対し改善の指示等を行うほ

か、プロパティ・マネジメント会社の変更を検討します。 

  

(ホ)リーシング方針及びテナント選定 

マーケット動向、テナント動向を把握し、適正な賃貸条件の検討と、プロパティ・マネジメント

会社を活用した優良テナントの確保に努めます。 

テナントの選定にあたっては、賃料水準、賃貸借契約期間、敷金の額、業種、テナント構成、要

求賃貸面積等を総合的に判断します。 

  

項目 内容

年間運用方針 
１年間の資産運用の外部成長及び内部成長の基本方針、投資運用リスクの
状況と課題対応方針等 

新規取得・売却計画
年間末の資産規模並びに各用途及び地域別の資産構成比の計画、新規取得
計画、売却計画等 

保有資産運用計画 保有資産に係る賃貸計画、管理計画、修繕計画、収支計画等 

資金調達計画 
借入れ、投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下、本「２ 投資方
針」において同じです。）の発行及び新投資口の発行等の具体的な資金調
達計画 

配当計画 年間及び各決算期の配当水準の計画
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(ヘ)修繕及び設備投資に関する方針 

運用資産の収益の維持及び向上を図ることを目的として、運用資産の状態及び特性、賃貸市況、

テナントのニーズを考慮して策定した資産運用計画書等に従い、修繕及び設備投資を行います。 

  

(ト)付保方針 

災害、事故等による建物の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償に

よるリスクを回避することを目的として、損害保険(火災保険、賠償責任保険、利益保険等)及び地

震保険等を付保します。 

ａ 損害保険 

運用資産の規模、用途、周辺環境等の特性を考慮した上で付保を決定します。 

ｂ 地震保険 

地震発生の可能性とそれに基づき予想される個別不動産及びポートフォリオ全体への影響と、

保険料等の負担の収益への影響等を比較検討した上で付保を決定します。 

  

(チ)売却方針 

運用資産については、中長期での運用を基本方針として取得の上保有し、原則として短期的な売

却を行わないものとします。ただし、以下の点を総合的に勘案した上で、効率的な運用及び運用の

安定性に資すると判断される場合には、売却を検討します。 

ａ 長期の不動産市場 

ｂ 将来における収益予想 

ｃ 資産価値の増減及びその予測 

ｄ 運用資産の所在地域の将来性及び安定性 

ｅ 運用資産の劣化又は陳腐化リスク及びそれらに対するコスト予測 

ｆ ポートフォリオの構成 

  

⑤ 財務方針 

運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費又

は分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金並びに借入金及

び投資法人債に係る債務の返済を含む。)等のための資金の手当てを目的として、新投資口の発行、資

金の借入れ又は投資法人債の発行をすることができます。 

(イ)新投資口の発行 

資本市場の動向、経済環境、新たな運用資産の取得時期、本投資法人の資本構成及び既存投資主

への影響等を総合的に考慮し、投資口の希薄化に配慮した上で、新投資口の発行を行うものとしま

す。 

  

(ロ)資金の借入れ及び投資法人債の発行 

金利の動向、資金調達コスト、支払金利の形態、調達先、調達期間及び債務の返済・償還期日等

を考慮し、資金の借入れ及び投資法人債の発行を行います。 

  

(ハ)有利子負債比率 

本投資法人の資産総額のうち借入金額及び投資法人債発行残高の占める割合(以下「ＬＴＶ」とい

います。)は、60％を上限とします。ただし、新たな運用資産の取得等に伴い、一時的に60％を超え

ることがあります。 
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(ニ)担保設定 

資金調達に際しては、本投資法人の資産を担保として提供することがあります。 

  

(ホ)コミットメントライン等の設定 

将来の運用資産の追加取得、又は敷金・保証金の返還等にかかる必要資金の機動的な調達を目的

として、極度借入枠設定契約、コミットメントライン契約等の事前の借入枠設定又は随時の借入れ

の予約契約を締結することがあります。 

  

(ヘ)デリバティブ取引 

借入れその他の資金調達にかかる金利変動リスクのヘッジ及び支払金利の軽減を主たる目的とし

て、デリバティブ取引を行うことがあります。 

  

⑥ 開示方針 

(イ)基本方針 

投信法、金商法、東京証券取引所及び社団法人投資信託協会等がそれぞれ定める内容、様式に従

って行うとともに、法定開示事項以外にも投資家にとって重要かつ有用な情報は可能な限り開示

し、分かり易い商品を投資家へ提供することを開示の方針とします。 

  

(ロ)正確かつ迅速な開示 

投資家に対して正確で偏りの無い情報を可能な限り迅速に伝達できる環境を常に整えるよう努め

ます。 

  

(ハ)利害関係人との取引に関する開示 

利害関係人との取引の透明性を確保するために、法令等に従い、利害関係人との間で行う取引に

関する必要な開示を行います。後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ 利

害関係人との取引制限 (2)利益相反取引規程」をご参照下さい。 

  

(2) 【投資対象】 

① 投資対象とする資産の種類(規約別紙１「資産運用の対象及び方針 資産運用の対象とする資産の種

類、目的及び範囲」) 

(イ)主要な投資対象資産 

本投資法人の主要な投資対象は、以下に掲げる資産（不動産等及び不動産対応証券）とします。 

ａ 不動産等 

ⅰ 不動産 

ⅱ 不動産の賃借権 

ⅲ 地上権 

ⅳ 地役権 

ⅴ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭

と合わせて信託する包括信託を含みます。) 

ⅵ 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用す

ることを目的とする金銭の信託の受益権 

ⅶ 当事者の一方が相手方の行う上記ⅰ乃至ⅵに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方

がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利

益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」

といいます。) 
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ⅷ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目

的とする金銭の信託の受益権 

ｂ 不動産対応証券 

裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次の各号に

掲げる資産 

ⅰ 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。

以下「資産流動化法」といいます。)第２条第９項に規定する優先出資証券をいいます。) 

ⅱ 受益証券(投信法第２条第７項に規定する受益証券をいいます。) 

ⅲ 投資証券(投信法第２条第15項に規定する投資証券をいいます。) 

ⅳ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第２条第15項に規定する特定目的信託の受益証券(上

記ａⅴ、ⅵ又はⅷに規定する資産に該当するものを除きます。)をいいます。) 

(ロ)その他の特定資産 

本投資法人は、上記に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、以下に掲げる特定資産に投資

することができます。 

ａ 預金 

ｂ コールローン 

ｃ 国債証券(金商法第２条第１項第１号に規定するものをいいます。) 

ｄ 地方債証券(金商法第２条第１項第２号に規定するものをいいます。) 

ｅ 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第２条第１項第３号に規定するものをいいま

す。) 

ｆ 資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第２条第１項第４号に規定するものをいいます。) 

ｇ 社債券(金商法第２条第１項第５号に規定するものをいいます。ただし、新株予約権付社債券を

除きます。) 

ｈ 譲渡性預金証書 

ｉ 貸付信託の受益証券(金商法第２条第１項第12号に規定するものをいいます。) 

ｊ コマーシャル・ペーパー(金商法第２条第１項第15号に規定するものをいいます。) 

ｋ 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含

みます。以下「投信法施行令」といいます。)第３条第７号に規定するものをいいます。) 

ｌ 不動産の管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動

産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。) 

ｍ 信託財産を主として上記ａ乃至ｌに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする

金銭の信託の受益権 

ｎ デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第３条第２号に規定するものをいいます。) 

ｏ 有価証券(投信法施行令第３条第１号に定めるものをいいます。以下同じです。前記「(イ)主要

な投資対象資産」及び上記ａ乃至ｎに該当するものを除きます。) 

(ハ)特定資産以外の資産 

実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し

若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することがあります。 

ａ 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権等(商標権又はそ

の専用使用権若しくは通常使用権をいいます。) 

ｂ 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権等 

ｃ 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第２条第１項に規定する温泉の源泉

を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 
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ｄ 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定

するもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。) 

ｅ 上記ａ乃至ｄに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

（有価証券に該当するものを除きます。） 

ｆ 資産流動化法第２条第６項に規定する特定出資 

ｇ 会社法に規定する持分会社の出資持分 

ｈ 民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権を出資す

ることにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。) 

ｉ 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合

に限ります。) 

ｊ 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利 

  

② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合 

投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② ポー

トフォリオ構築方針」をご参照下さい。 

  

(3) 【分配方針】 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。 

① 利益の分配(規約第34条第１号) 

(イ)本投資法人の利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従い計算される金額とします。 

(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15（以下「投資法人の課税の特例」といいま

す。）に規定される本投資法人の配当可能利益の金額(以下「配当可能利益の金額」といいます。)

の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして本投資法人が決定する金額とします。 

なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準

備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てるこ

とができます。 

  

② 利益を超えた金銭の分配(規約第34条第２号) 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又

は本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託協会の規則に定められる金額を限度として、

本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます(規約第34条第２号本

文)。ただし、上記の場合において、金銭の分配金額が本投資法人の課税の特例規定における要件を満

たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配を

することができます(規約第34条第２号ただし書)。 

本投資法人は、安定的な分配金の支払を重視しますが、利益を超えた金銭の分配に関して、かかる

分配を受けた個人投資主がその分配の都度、税務上の譲渡損益の算定を自己において行うことが必要

とされる限りにおいては、投資主に対して利益を超えた金銭の分配は行わないものとします。ただ

し、本投資法人が投資法人の課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、利益

を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上

記の分配方針に従い利益を超えた金銭の分配を行うことがあります。 
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③ 分配金の分配方法(規約第34条第３号) 

分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から３か月以内に、決算期現在の 終の投資

主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資

口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。 

  

④ 分配金請求権の除斥期間(規約第34条第４号) 

本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満３年を経過したときは、その分

配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。 

  

⑤ 社団法人投資信託協会の規則(規約第34条第５号) 

本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会の定める規

則等に従うものとします。 

  

(4) 【投資制限】 

① 規約に基づく投資制限 

本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下の通りです。 

(イ)投資制限(規約別紙１「資産運用の対象及び方針 投資制限」) 

ａ 有価証券及び金銭債権に係る制限 

本投資法人は、前記(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)その他の特定資産に

掲げる有価証券及び金銭債権への投資による運用は、積極的に行うものではなく、安全性及び換

金性を勘案した運用を図るものとします。 

ｂ デリバティブ取引に係る制限 

本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資による運用は、本投資法人に係る負債か

ら生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としたものに限るものとしま

す。 

(ロ)組入資産の貸付(規約別紙１「資産運用の対象及び方針 組入資産の貸付の目的及び範囲」) 

ａ 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、原則として運用資産に属するすべて

の不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みま

す。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。)することができます。 

ｂ 本投資法人は、不動産の賃貸に際しては、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受するこ

とがあり、かかる収受した金銭を前記の投資方針等の定めに基づき運用することができます。 

ｃ 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の

裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。 

(ハ)借入れ及び投資法人債発行に係る制限(規約第32条) 

ａ 借入れ等の目的 

本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金

の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。 

ｂ 借入れ等により収受した金銭の使途 

借入れ及び投資法人債発行により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、

本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人

債の債務の返済を含みます。)等とします。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の

使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。 

ｃ 借入れ等の限度額 

借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、かつ、その合計額が１兆円を超

えないものとします。 
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ｄ 借入先 

資金を借り入れる場合は、金商法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家（投資法人の

課税の特例に規定される機関投資家に限ります。）からの借入れに限るものとします。 

ｅ 担保の提供 

上記ａの規定に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産

を担保として提供することができます。 

  

② その他の投資制限 

本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。 
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３ 【投資リスク】 

(1) リスク要因 

以下には、本投資証券又は本投資法人債券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関するすべ

てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人

が既に取得した個別の信託の受益権の信託財産である不動産に特有のリスクについては、後記「５ 運

用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (イ)信託受益権に係る信託不動産及び不動

産の概要 ｅ 個別不動産及び個別信託不動産の概要」を併せてご参照下さい。 

本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化

した場合、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると

予想され、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の

純資産額の低下、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。 

各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投

資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。 

本項に記載されているリスク項目は、以下の通りです。 

① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク 

(イ)本投資証券又は本投資法人債券の価格の変動に関するリスク 

(ロ)金銭の分配に関するリスク 

(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク 

(ニ)新投資口の発行時の１口当たりの価値の希薄化に関するリスク 

(ホ)運用資産の価格変動に関するリスク 

(ヘ)投資法人債券の償還・利払に関するリスク 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

(イ)不動産等の情報提供に関する協定書等に基づき想定通り物件取得が行えないリスク 

(ロ)地域的な偏在に関するリスク 

(ハ)不動産を取得又は処分できないリスク 

(ニ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

(イ)住友信託銀行、新日鉄都市開発及び王子不動産への依存、利益相反に関するリスク 

(ロ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク 

(ハ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク 

(ニ)インサイダー取引規制に係る法令上の禁止規定が存在しないことによるリスク 

(ホ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

(ヘ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク 

(ト)敷金及び保証金に関するリスク 

④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク 

(イ)不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

(ロ)賃貸借契約に関するリスク 

(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

(ニ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

(ヘ)法令の制定・変更に関するリスク 

(ト)売主の倒産等の影響を受けるリスク 

(チ)マスターリース会社に関するリスク 
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(リ)転貸に関するリスク 

(ヌ)テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

(ル)共有物件に関するリスク 

(ヲ)区分所有建物に関するリスク 

(ワ)借地物件に関するリスク 

(カ)借家物件に関するリスク 

(ヨ)底地物件に関するリスク 

(タ)開発物件に関するリスク 

(レ)有害物質に関するリスク 

(ソ)地球温暖化対策に関するリスク 

(ツ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク 

(ネ)信託の受益権の準共有等に関するリスク 

(ナ)フォワード・コミットメント等に関するリスク 

⑤ 税制に関するリスク 

(イ)導管性要件に関するリスク 

(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク 

⑥ その他 

(イ)専門家報告書等に関するリスク 

(ロ)固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク 

(ハ)過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク 

(ニ)統計情報の正確性・客観性に関するリスク 

  

① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク 

(イ)本投資証券又は本投資法人債券の価格の変動に関するリスク 

本投資法人は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型である

ため、投資主が本投資証券を金銭換価する手段は、第三者に対する売却に限定されます。 

本投資証券の市場価格は、取引所における需給バランスにより影響を受け、一定の期間内に大量

の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があり、また、金利情勢、経済情勢、不動産

市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けると共に、本投資法人若しくは本資産運用会

社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処

分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。同様に、本投資法人債

券も金利動向等の市場環境や格付の見直し、引き下げの影響等により価格変動の可能性がありま

す。 

そのため、投資主又は投資法人債権者は、本投資証券又は本投資法人債券を取得した価格で売却

できない可能性があり、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。 

  

(ロ)金銭の分配に関するリスク 

本投資法人は前記「２ 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して

金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるも

のではありません。本投資法人が取得する不動産(本投資法人が取得する不動産を裏付けとする資産

の当該裏付け不動産を含みます。以下、本「(1) リスク要因」の項において「不動産」と総称しま

す。)の賃貸状況、売却に伴う損益や建替えに伴う除却損等により、期間損益が変動し、投資主への

分配金が増減することがあります。 
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(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク 

本投資法人の収入は、不動産の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、

不動産の稼働率の低下等により、大きく減少する可能性があるほか、賃借人との協議や賃借人から

の請求等により賃料が減額されたり、契約通りの増額改定を行えない可能性もあります(なお、これ

ら不動産に係る賃料収入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関する

リスク (ロ)賃貸借契約に関するリスク」をご参照下さい。)。保有資産の過去の収支の状況や賃料

総額も、当該資産の今後の収支の状況や賃料総額を必ずしも予測させ又は保証するものではありま

せん。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比し

て適正な水準にあるとは限りません。 

一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等

に要する費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出

が状況により増大し、収支を悪化させる要因となる可能性があります。 

このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増大す

る可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少し

たり、本投資証券の市場価格が下落することがあります。 

  

(ニ)新投資口の発行時の１口当たりの価値の希薄化に関するリスク 

本投資法人は、新投資口を随時発行する予定ですが、かかる発行により既存の投資主の保有する

投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の計算期間中に発行された投資口に対して、当

該計算期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われる場合には、既存の投資主は、

新投資口の発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。 

更に、新投資口の発行の結果、本投資法人の投資口１口当たりの価値や市場における需給バラン

スが影響を受ける可能性があります。 

  

(ホ)運用資産の価格変動に関するリスク 

本投資法人は、不動産及び不動産信託受益権を主な投資対象としていますが、不動産関連資産の

価格は、不動産市況、社会情勢等の影響を受け易い性格を有しています。 

これらの要因により本投資法人の保有する資産の価値が下落すれば、本投資証券の市場価格の下

落をもたらす可能性があります。 

また、本投資法人の保有する資産の価値が下落することで、「固定資産の減損に係る会計基準」

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の適用を受けることにより、減損損失の計上、

当期純利益の減少を通じて本投資証券の市場価格の下落をもたらす可能性もあります。 

本投資法人は、投資口の発行による資金調達のほか、借入れ及び投資法人債の発行による資金調

達を行う予定であることから、本投資証券の価格変動の幅は、投資対象となる不動産関連資産の価

格変動の幅よりも更に大きくなります。 

  

(ヘ)投資法人債券の償還・利払に関するリスク 

本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債券について元本や利子の支払が

滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 
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② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

(イ)不動産等の情報提供に関する協定書等に基づき想定通り物件取得が行えないリスク 

本投資法人による物件取得を支援する体制の構築を目的として、本投資法人及び本資産運用会社

は、新日鉄都市開発及び王子不動産との間で、それぞれ「不動産等の情報提供に関する協定書」を

締結し、また、住友信託銀行との間で「不動産等の仲介情報提供に関する協定書」を締結していま

す(これらの協定書については、前記「２ 投資方針 (1) 投資方針 ① 基本方針 (ロ)スポンサ

ー力の 大活用 ａ 外部成長戦略」をご参照下さい。)。しかし、これらの協定書は、一定の不動

産につき、本投資法人及び本資産運用会社に情報の提供を受ける機会を与えるものにすぎず、住友

信託銀行、新日鉄都市開発及び王子不動産は、本投資法人に対して、不動産を本投資法人の希望す

る価格で仲介又は売却する義務を負っているわけではありません。即ち、本投資法人は、これらの

協定書により、本投資法人が取得を希望する不動産を適切な価格で取得できることまで確保されて

いるわけではありません。 

  

(ロ)地域的な偏在に関するリスク 

投資対象となる不動産が地域的に偏在した場合、当該地域における地域経済や不動産マーケット

の変動、地震・台風等の災害、人口変動などの特有な事象の発生によって、本投資法人の収益に重

大な悪影響が生じる可能性があります。 

  

(ハ)不動産を取得又は処分できないリスク 

不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、希

望する時期に希望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、不動産投資信託、そ

の他のファンド及び投資家等による不動産に対する投資は活発化する傾向にあり、必ずしも、本投

資法人が取得を希望した不動産関連資産を取得することができるとは限りません。取得が可能であ

ったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等も

あります。更に、本投資法人が不動産関連資産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採

算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。 

以上の結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために 適と考える資産のポートフ

ォリオを構築できない可能性があり、またポートフォリオの組替えが適時に行えない可能性があり

ます。 

  

(ニ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク 

新投資口の発行、資金の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的

信用力、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件

で新投資口の発行、資金の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結

果、予定した資産を取得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りが

つかなくなる可能性があります。 

また、本投資法人が資金の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該資金の借入れ

又は投資法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、

本投資法人の信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、投資主への金銭の分配を制約する等

の財務制限条項が設けられたり、運用資産に担保を設定することとなったり、規約の変更が制限さ

れる等の可能性があります。このような制約が本投資法人の運営に支障をきたし、又は投資主に対

する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合に

は、追加の担保設定や費用負担等を求められ、又は当該借入契約にかかる借入金若しくは投資法人

債の元利金について期限の利益を喪失し、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があり

ます。 
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更に、借入れ及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右され、変

動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れ及び投資法人債の金利が上昇し、

又は、本投資法人の借入額及び投資法人債発行額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加

します。このような利払額の増加により、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

  

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

(イ)住友信託銀行、新日鉄都市開発及び王子不動産への依存、利益相反に関するリスク 

住友信託銀行、新日鉄都市開発及び王子不動産は、本書の日付現在、３社で本投資法人の本資産

運用会社の全株式を保有しており(注)、本資産運用会社の主要な役職員の出向元であり、本資産運

用会社の社外取締役の兼任先です。即ち、本投資法人及び本資産運用会社は、住友信託銀行、新日

鉄都市開発及び王子不動産と密接な関係を有しており、本投資法人による安定した収益の確保と成

長性に対するこれら３社の影響は相当程度高いということができます。 

したがって、本投資法人及び本資産運用会社が住友信託銀行、新日鉄都市開発及び王子不動産と

の間で、本書の日付現在における関係と同様の関係を維持できなくなった場合には、本投資法人に

悪影響が及ぶ可能性があります。 

更に、本投資法人や本資産運用会社が、資産運用活動その他を通じて、住友信託銀行、新日鉄都

市開発及び王子不動産との間で取引を行う場合等、本投資法人との間で利益相反が生じる可能性が

あります。 

(注) 各社の保有割合は、本書の日付現在、住友信託銀行が38％、新日鉄都市開発及び王子不動産がそれぞれ

31％となっています。 

  

(ロ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク 

本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意

思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事

務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者

の資質、能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務

遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、投信法は、本投

資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定めています

が、これらの本投資法人の関係者が投信法その他の法令に反し、又は、法定の措置をとらないとき

は、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。 

また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良

な管理者としての注意義務(善管注意義務)、本投資法人のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義

務)、利益相反状況にある場合に本投資法人の利益を害してはならない義務、その他の義務に違反し

た場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を

受ける可能性があります。 

このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは運用資産である不動産信託受益権に関する

信託受託者から委託を受ける業者として、プロパティ・マネジメント会社、建物の管理会社等があ

ります。本投資法人の収益性の向上のためにはこれらの者の資質、能力、経験及びノウハウに依存

するところも大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ず

しも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈怠その他の義務違反があった場合

や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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(ハ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク 

本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、

これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。 

  

(ニ)インサイダー取引規制に係る法令上の禁止規定が存在しないことによるリスク 

本書の日付現在、本投資証券は、上場株式等と異なり、金商法に定めるいわゆるインサイダー取

引規制の対象ではありません。 

本投資法人及び本資産運用会社は、その内部規則において、役職員が金商法で禁じられているイ

ンサイダー取引に類似する取引を行わないよう規制し、役職員が本投資法人の発行する投資口を取

得することができない旨を定めていますが、本投資法人及び本資産運用会社の役職員等がかかる規

則を遵守せずにインサイダー取引に類似する取引を行った場合には、本投資証券に対する一般の信

頼を害し、ひいては市場価格の下落や本投資証券の流動性の低下等の悪影響をもたらす可能性があ

ります。 

  

(ホ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資

主総会の承認が必要ですが、本資産運用会社の取締役会が本投資法人の規約に従い定めた投資運用

ガイドライン(詳細な投資方針等)等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更すること

が可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能

性があります。 

  

(ヘ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク 

本投資法人は、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。以下「破産法」といいま

す。)上の破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。以下「民事再生

法」といいます。)上の再生手続及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)に服する可能性があ

ります。 

本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生し

た場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合に

は、本投資証券の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。 

本投資法人が清算される場合、投資主は、すべての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みま

す。)後の残余財産の分配にあずかることによってしか投資金額を回収することができません。本投

資法人の保有資産の価値が下落し又は出資金に欠損が生じている場合には、借入れ及び投資法人債

を弁済した後の残余財産が全く残らないか、又は出資総額を下回ることとなり、投資主は、投資金

額の全部又は一部について回収を得ることができない可能性があります。 

  

(ト)敷金及び保証金に関するリスク 

本投資法人は、運用資産の賃借人が無利息又は低利で信託受託者等に預託した敷金又は保証金を

運用資産の取得資金の一部として利用する場合があります。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との

交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は

預託期間が短くなる可能性があり、この場合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくな

ります。また、本投資法人が敷金又は保証金の返還債務を負う場合、当該返還債務の履行に必要な

資金を借入れ等により調達する可能性があります。これらの結果、本投資法人の収益に悪影響をも

たらす可能性があります。 
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④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク 

本投資法人の主たる運用資産は、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の

種類」に記載の通り、不動産関連資産です。不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けと

する資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経

済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関するリスク

は、不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあては

まります。 

なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「(レ)不動産を信託の受益権の形態で保有する

場合の固有のリスク」をご参照下さい。 

  

(イ)不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があり、ま

た、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。本投資法人は、状況によっては、

前所有者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任を負担させる場合もありま

すが、たとえかかる表明及び保証が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任

を追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、

また、前所有者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もあります。これらの場

合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては当該不動産の資産価値が低下することを防ぐために買

主である本投資法人が当該欠陥、瑕疵等の修補その他に係る予定外の費用を負担せざるをえなくな

ることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。 

また、本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第

176号。その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。)上、宅地建物取引業者

とみなされる(宅地建物取引業法第77条の２第２項)ため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物

取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関し、買主に不利とな

る特約をすることが制限されています。したがって、本投資法人が不動産を売却する場合は、売却

した不動産の欠陥、瑕疵等の修補その他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあ

り、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。 

加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行

政法規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性が

あります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。 

また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できない

ことがあります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事

項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、本投資法人は売主等に対して法律上

又は契約上可能な範囲で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありませ

ん。 

  

(ロ)賃貸借契約に関するリスク 

ａ 賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク 

賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が

終了したり、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率

が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナル

ティ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所

によって所定の金額から減額されたり、かかる条項の効力が否定される可能性があります。 

以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼ

し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。 
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ｂ 賃料不払に関するリスク 

賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再生法上の再生手続若しくは会社更生法

(平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。以下「会社更生法」といいます。)上の更生手

続その他の倒産手続(以下、併せて「倒産等手続」と総称します。)の対象となった場合、賃貸借

契約に基づく賃料支払が滞る可能性があり、この延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で

担保される範囲を超える状況になった場合には、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能

性があります。 

ｃ 賃料改定に係るリスク 

テナントとの賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合には、多くの場合、賃料等の賃貸借

契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。 

したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃

料が減額された場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害

を与える可能性があります。 

また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉いか

んによっては、必ずしも、規定通りに賃料を増額できるとは限りません。 

ｄ 賃借人による賃料減額請求権行使のリスク 

建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排

除する特約を設けた場合を除いて、契約中の賃料改定の可否に関する合意の存否にかかわらず同

条に基づく賃料減額請求をすることができます。請求が認められた場合、当該不動産から得られ

る賃料収入が減少し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害

を与える可能性があります。 

ｅ テナント集中のリスク 

本投資法人の運用資産である不動産が単一又は少数のテナントに賃貸される場合、かかるテナ

ントの営業状況、財務状況の悪化等による賃料支払の遅延や物件からの退去が、本投資法人の収

益等に悪影響を与える可能性があります。 

本投資法人の保有資産のうち、相模原ショッピングセンター及びイトーヨーカドー東習志野店

のテナントである株式会社イトーヨーカ堂並びに日本電気本社ビルのテナントである日本電気株

式会社について、総賃貸面積に占める割合が、第９期末現在それぞれ38.6％及び24.9％に達して

おり、各テナントの財務状況の変化等に伴う支払能力の変化、賃貸条件の変更その他の事情が、

本投資法人の収益等に及ぼす影響は大きいものとなっています。したがって、各テナントが退去

した際には、大きな空室率が生じるので、他のテナントを探しその空室率を回復させるのに時間

を要することがあり、場合によっては賃貸条件を緩和することを求められ、その期間が長期にな

ればなるほど、又は賃貸条件の緩和の度合いが大きい程、本投資法人の収益等が悪影響を受ける

可能性が高くなります。 

  

(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」とい

います。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。この

ような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくさ

れることにより、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する結果、投資主又は投資法人

債権者に損害を与える可能性があります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、

保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生

した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され

若しくは遅れる場合には、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損

害を与える可能性があります。 

  

─ 50 ─



(ニ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠

償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作

物の所有者は、民法上無過失責任を負うことがあります。不動産の個別事情により保険契約が締結

されない場合、上記(ハ)と同様、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。 

また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関

連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不

動産から得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。 

  

(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開

発、区画整理等の行政行為の規定の施行又は適用の際、原則としてこれらの規定に適合しない現に

存する建物(現に建築中のものを含みます。)又はその敷地については、当該規定が適用されない扱

いとされています(いわゆる既存不適格)。しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合

には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致するよう手直しをする必要があり、追加的

な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建物を建築できない可能性がありま

す。 

また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に適用され

る可能性があります。例えば、都市計画法、地方公共団体の条例による風致地区内における建築等

の規制、河川法による河川保全区域における工作物の新築等の制限、文化財保護法に基づく試掘調

査義務、一定割合において住宅を付置する義務や、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化

推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場

合、当該不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守する

ための追加的な費用負担が生じる可能性があります。更に、運用資産である不動産を含む地域が道

路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物

の敷地とされる面積が減少し収益が減少する可能性があります。また、当該不動産に関して建替え

等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。 

  

(ヘ)法令の制定・変更に関するリスク 

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。以下「土壌汚染対策法」といい

ます。)は、土地の所有者等に対し、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及び報告、並びに

当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができるこ

となどを定めています。そのほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失

の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠

償義務等が課される可能性があります。エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等

の制定、適用、改正によっても追加的な費用負担が発生する可能性があります。 

また、消防法(昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。)その他不動産の管理に影響する

関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があります。更に、建築基準法、都

市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利

が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の

収益に悪影響をもたらす可能性があります。 
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(ト)売主の倒産等の影響を受けるリスク 

本投資法人が、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその

疑義がある者を売主として不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取

消される(詐害行為取消)可能性があります。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主につい

て倒産等手続が開始した場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人(以下「管財人

等」といいます。)により否認される可能性が生じます。 

また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者(以下、本項において「買主」といい

ます。)から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売

主と買主間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となりうる事実関係

を知っている場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張

される可能性があります。 

本投資法人は、売買が取消され又は管財人等により否認されるリスク等について諸般の事情を慎

重に検討し、実務的に可能な限り売買が取消され又は管財人等により否認されるリスクを回避する

よう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。 

更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると

判断され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生

債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリス

ク)もあります。 

  

(チ)マスターリース会社に関するリスク 

不動産の賃貸形態として、マスターリース会社が不動産の所有者である本投資法人又は信託受託

者との間でマスターリース契約を締結した上でエンドテナントに対して転貸する場合があります。 

この場合、マスターリース会社の財務状態の悪化により、エンドテナントからマスターリース会

社に対して賃料が支払われたにもかかわらず、マスターリース会社から賃貸人である本投資法人又

は信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があります。 

  

(リ)転貸に関するリスク 

賃借人(転借人を含みます。)に、不動産の一部又は全部を転貸する権限を与えた場合、本投資法

人は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくな

る可能性があるほか、賃借人の賃料が、転借人の賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信

用状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、

賃貸借契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継

される旨規定されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があ

ります。このような場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

  

(ヌ)テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に

悪影響が及ぶ可能性があります。また、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産であ

る不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性がありま

す。 
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(ル)共有物件に関するリスク 

運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等につ

いて単独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。 

まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の過半数で行う

ものとされているため(民法第252条)、持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及

び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者は

その持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者によ

るこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあり

ます。 

更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第

256条)、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第２項)があり、ある

共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクが

あります。 

この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は５年を超えては効

力を有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の

対象となった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされてい

ます。ただし、共有者は、倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取

得することができます(破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条)。 

他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた

物件全体について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことに

なると考えられています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくて

も、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用

資産についても、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあ

ります。 

共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産について

は、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者

に売却する場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があり

ます。 

不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債

務になると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受け

る可能性があります。 

共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及

び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。 

  

(ヲ)区分所有建物に関するリスク 

区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含みま

す。以下「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分(居

室等)と共有となる共用部分(エントランス部分等)及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有

建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によっ

て管理方法が定められます。建替決議等をする場合には集会において区分所有者及び議決権(管理規

約に別段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割合)の各５分の４以上の多数の建替決

議が必要とされる等(区分所有法第62条)、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理

方法に制限があります。 

区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の

合意をすることがあります。 
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区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。 

区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権と

いいます。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部

分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています(区分所有法第22

条)。ただし、敷地権の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗する

ことができず、分離処分が有効となります(区分所有法第23条)。また、区分所有建物の敷地が数筆

に分かれ、区分所有者が、それぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所

有権、賃借権等を敷地利用権(いわゆる分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離し

て処分することが可能とされています。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処

分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現する可能性があります。 

また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等

により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗でき

なくなる可能性があります。 

このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、取得及び売却によ

り多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。 

  

(ワ)借地物件に関するリスク 

借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。)とその借地上に存在する建物

については、自らが所有権を有する土地上に存在する建物と比べて特有のリスクがあります。借地

権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に消滅し(定期借地権の

場合)又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅

します(普通借地権の場合)。また、借地権が地代の不払その他による解除等の理由により消滅して

しまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合(借地借家法

第13条、借地法(大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。)第４条)を除き、借地上に存在す

る建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借地権の場合、借地権の期限到

来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測す

ることは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資法人が希望す

る価格以上である保証はありません。 

また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既

に存在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借

地権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借

地権を当該土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。 

更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が

必要となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡

することになるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の

承諾に関しては、借地権設定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても

慣行を理由として借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法

律上借地権設定者に当然に承諾料請求権が認められているものではありません。)。 

加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金

等の全額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返

還請求権について担保設定や保証はなされないのが通例です。 
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借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比

べて、上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、

価格の減価要因が増す可能性があります。 

  

(カ)借家物件に関するリスク 

本投資法人は、建物(共有持分、区分所有権等を含みます。)を第三者から賃借の上又は信託受託

者に賃借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は

当該賃借部分を単独で、テナントへ転貸することがあります。 

この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証

金等の全額又は一部が返還されない可能性があることは、上記(ワ)の借地物件の場合と同じです。 

加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約

が何らかの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者とテナントの間の転

貸借契約も終了するとされているため、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等

がなされるおそれがあります。 

  

(ヨ)底地物件に関するリスク 

本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地（いわゆる底地）を取得する

ことがあります。底地物件の場合は特有のリスクがあります。借地権は、定期借地権の場合は借地

契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更

新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します。借地権が消滅する

場合、本投資法人は、借地権者より時価での建物買取を請求される場合があります（借地借家法第

13条、借地法第４条）。また、普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき上記正当

事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、借地権

者より時価での建物買取を請求される場合においても、買取価格が本投資法人が希望する価格以下

である保証はありません。 

また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は倒産等手続の対象となった場合、借地契約に基づ

く土地の賃料の支払が滞る可能性があり、この延滞賃料の合計額が敷金・保証金等で担保される範

囲を超える場合は投資主に損害を与える可能性があります。借地契約では、多くの場合、賃料等の

借地契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされているため、本投資法人の取得時にお

ける借地契約条件が今後も維持される保証はありません。賃料の改定により賃料が減額された場

合、投資主に損害を与える可能性があります。借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の

減額請求をすることができ、これにより当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主に損害を

与える可能性があります。 

  

(タ)開発物件に関するリスク 

本投資法人は、将来、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するために予め開発

段階で売買契約を締結する可能性があります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締

結して取得する場合とは異なり、様々な事由により、開発が遅延し、変更され、又は中止されるこ

とにより、売買契約通りの引渡しを受けられない可能性があります。この結果、開発物件からの収

益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなか

ったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資

法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性

があります。 
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(レ)有害物質に関するリスク 

本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権を取得する場合において、当該土地について

産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性があり、かかる有害物質が埋蔵されている場合に

は当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入

替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性がありま

す。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて

間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。なお、土壌汚染対策

法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有

害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられること

があり、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生じるお

それがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜ

られることがあります。 

この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀な

くされた費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りませ

ん。 

また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の

建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか又は使用されている可能性が

ある場合やＰＣＢが保管されている場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があります。さ

らに、かかる有害物質を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有

害物質の処分若しくは保管が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可

能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受

託者を通じて間接的に、本投資法人にかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。 

将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき

大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があり

ます。 

  

(ソ)地球温暖化対策に関するリスク 

地球温暖化対策として、法律又は条例により、一定の要件を満たす不動産の所有者に対し、温室

効果ガス排出量の削減義務が課せられる場合があります。本投資法人の保有する不動産がかかる要

件に該当する場合、本投資法人が削減義務を負う可能性があり、かかる場合、削減義務達成のため

の改修工事や義務を達成できない場合の排出権の購入等の負担を負う可能性があります。 

  

(ツ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク 

本投資法人は、不動産を信託の受益権の形式で取得することがあります。 

信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を所有し管理するの

は受益者のためであり、その経済的利益と損失は、 終的にはすべて受益者に帰属することになり

ます。したがって、本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が

不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。 

信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託法上は受託者への通知又は受託者の承諾がなけ

れば受託者その他の第三者に対抗できず、更に、信託契約上、信託受託者の承諾を要求されるのが

通常です。更に、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権は私法上の

有価証券(本項では、財産権を表章する証券であって、その権利の発生、移転、行使のすべて又は一

部が証券をもってなされることを必要とするものをいいます。)としての性格を有していませんの

で、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありませ

ん。 
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信託法上、信託受託者が倒産手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動

産が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設

定登記をする必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動

産が信託の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。 

また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託

財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益

権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。 

更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当

初委託者が信託財産の受託者に対し一定の瑕疵担保責任を負担する場合に、信託財産の受託者が、

かかる瑕疵担保責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の損害を被り、投

資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。 

  

(ネ)信託の受益権の準共有等に関するリスク 

不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問題が生

じる可能性があります。 

準共有者は、原則として、他の準共有者の同意を得ることなく自己の準共有持分を処分すること

ができ、したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可能性がありま

す。これに対し、準共有者間の協定書等において、準共有者が準共有持分を処分する場合に他の準

共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場合があ

ります。この場合は、本投資法人の知らない間に他の準共有者が変動するリスクは減少しますが、

本投資法人がその準共有持分を処分する際に制約を受けることになります。 

また、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている不動産信託受益権の変更に

あたる行為には準共有者全員の合意を要し(民法第264条、第251条)、変更にあたらない管理は、準

共有者の準共有持分の過半数で決定する(民法第264条、第252条)ものと考えられます。したがっ

て、特に本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営に

ついての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

更に、不動産信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及び

不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、準共有され

る財産に関する債権債務として不可分債権及び不可分債務であると一般的には解されています。し

たがって、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持分の割合を超えて信託交付金請求権全

部を差し押さえる可能性があり、また、他の準共有者が不動産信託受託者からの信託費用等の請求

をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に本投資法人が請求された全額を支払わざるを得

なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた信託交付金請求権の

うち自己の準共有持分に応じた金額の支払や支払った信託費用等のうち他の準共有者の準共有持分

に応じた金額の償還を当該他の準共有者に請求することができますが、当該他の準共有者の資力の

如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があります。 
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(ナ)フォワード・コミットメント等に関するリスク 

本投資法人は、不動産又は不動産を信託する信託の受益権を取得するに当たり、いわゆるフォワ

ード・コミットメント（先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物

件引渡しを行うことを約する契約）等を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により

解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損

害額等の立証にかかわらず、不動産又は不動産を信託する信託の受益権の売買価格に対して一定の

割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメン

ト等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における

市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざ

るを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可

能性があります。 

なお、本投資法人は本書の日付現在フォワード・コミットメント等はありません。 

  

⑤ 税制に関するリスク 

(イ)導管性要件に関するリスク 

税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を

満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、投資法人によ

る利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。本投資法人は、導管性要件

を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不

足、借入金等の定義に係る不明確性、減損損失以外の理由による法人税額等の発生、税務当局と本

投資法人との見解の相違、法律の改正、その他の要因により導管性要件を満たすことができない可

能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損

金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響をもたら

し、本投資証券の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。なお、導管性要件に関しては、後記

「４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い ② 投資法人の税務 (イ)利益配当等の損金算

入」をご参照下さい。 

  

(ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解

の相違により税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における導管性要件が事後的に満た

されなくなる可能性があります。このような場合には、本投資法人が過年度において損金算入した

配当金が税務否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響をもた

らす可能性があります。 

  

(ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に占める特

定不動産(不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信

託の受益権をいいます。)の価額の合計額の割合が100分の75以上となるように資産を運用すること

(規約別紙１「資産運用の対象及び方針 投資方針」第３項)としています。本投資法人は、上記内

容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提として、直接に不動

産を取得する場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽減措置の適用を受けることが

できると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場

合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用

を受けることができない可能性があります。 
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(ニ)一般的な税制の変更に関するリスク 

不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税

制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その

結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る利益の配当、

出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場

合、本投資証券の保有若しくは売却による投資主の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上

の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。 

  

⑥ その他 

(イ)専門家報告書等に関するリスク 

不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、

分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致

するとは限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方

法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。

また、かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能

性を保証又は約束するものではありません。 

建物状況調査レポート及び地震リスク分析レポートは、建物の評価に関する専門家が、設計図書

等の確認、現況の目視調査及び施設管理者への聞取りを行うことにより、現在又は将来発生するこ

とが予想される建物の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算

費用並びに再調達価格の算出、並びに建物の耐震性能及び地震による損失リスク等を検討した結果

を記載したものであり、不動産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではあり

ません。 

また、不動産に関して算出されるＰＭＬ値も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。

ＰＭＬ値は、予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、

予想以上の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。 

  

(ロ)固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク 

固定資産の減損に係る会計基準の適用により、収益性の低下等により投資額の回収が見込めなく

なった場合には、一定の条件の下で回収可能額を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する

会計処理(減損処理)を行うこととなっており、今後、本投資法人の保有する不動産等の市場価格及

び収益状況によっては減損処理を行う可能性があります。 

減損の会計処理と税務上の取扱いの差異については、本投資法人の税負担を増加させることにな

ります。 

なお、支払配当要件の判定において会計上の税引前当期純利益から減損の額の90％を控除すると

いう手当てがなされています。 

  

(ハ)過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク 

後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (イ)信託受益権に係る

信託不動産及び不動産の概要 ｅ 個別不動産及び個別信託不動産の概要」に記載の過去の収支状

況は、信託受益権の賃貸事業収支をあくまで参考として記載したものです。したがって、今後の本

投資法人の収支が過去の収支状況と一致する保証はなく、これと大幅に異なる可能性があります。 
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(ニ)統計情報の正確性・客観性に関するリスク 

本書に記載された統計情報については、政府機関の公表する資料及び情報に加えて、調査分析会

社が政府機関の公表する資料及び情報をもとに分析を行って表示方法に加工をしたもの、並びに調

査分析会社が一定の調査方法に基づいて収集した資料及び情報を一定の分析方法に基づいて作成及

び表示したものが含まれています。これらの統計情報は、調査方法、分析方法、表示方法等により

異なる可能性があり、他の第三者が作成する統計情報と一致する保証はありませんし、また、客観

的な現在又は将来の市場動向に一致する保証はありません。 

  

(2) 投資リスクに対する管理体制 

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、そ

の上でこのようなリスクに 大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。 

しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではな

く、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主又は投資法人債権者に損害が及ぶおそれがありま

す。 

① 本投資法人の体制 

本投資法人は、業務運営を監督する役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実に

その職務を遂行するよう努めています。３か月に１回以上の頻度で開催される役員会において、執行

役員は、本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等を報告し、また、その

重要な職務遂行に対する承認を得るものとされています。 

本投資法人が本資産運用会社との間で締結した資産運用委託契約には、本資産運用会社が本投資法

人の規約に従って投資運用ガイドラインを作成すること、本投資法人が委託業務に関して報告を要求

した場合、本資産運用会社はかかる要求に従い報告を行うこと、及び資産運用委託契約、投資運用ガ

イドライン及び本資産運用会社の内部規則に従って本投資法人の資産の運用を行うことが定められて

います。 

また、本投資法人は、内部者取引管理規程を策定し、本投資法人の執行役員及び監督役員によるイ

ンサイダー類似取引の防止に努めています。 

  

② 本資産運用会社の体制 

本資産運用会社は、投資運用ガイドラインを作成し、投資方針、利害関係者との取引の方針、分配

の方針及び開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めています。また、本資産運

用会社は、投資運用ガイドライン及び利益相反取引規程(後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３

管理及び運営 ２ 利害関係人との取引制限 (2) 利益相反取引規程」をご参照下さい。)を遵守する

ことにより、投資運用に係るリスクの管理に努めます。 

利害関係者との重要な取引については、コンプライアンス室において審査した後、リスク・コンプ

ライアンス委員会の審議及び全会一致による決議、投資運用委員会の審議及び決議を経た上で、初め

て取締役会に上程され、取締役会が審議の上決議するという厳格な手続きを経ることが要求されてい

ます。 

また、資産の取得又は売却予定額が100億円かつ本投資法人の総資産額の10％を超える場合は、必ず

取締役会の審議及び決議を経ることとされています。 

利害関係者との重要な取引に該当しない取引に関する審議及び決議の場合であっても、リスク・コ

ンプライアンス委員会において決議に反対する少数意見があった場合には、当該意見は投資運用委員

会及び取締役会に報告されます。 

このように複数の会議体による様々な観点からの検討により、本資産運用会社はリスクの把握に努

めます。 
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さらに、本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるイ

ンサイダー取引に類似する取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役

職員等は、本投資法人の投資口又は投資法人債券の売買等を行ってはならない旨定められています。 
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４ 【手数料等及び税金】 

(1) 【申込手数料】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【買戻し手数料】 

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため、該当事項はありません。 

  

(3) 【管理報酬等】 

① 役員報酬(規約第21条) 

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りとします。 

(イ)各執行役員の報酬は、１人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして

合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うも

のとします。 

(ロ)各監督役員の報酬は、１人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして

合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うも

のとします。 

② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙３「資産運用会社に対する資産運用報酬」) 

本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下の通りとします。 

(イ)運用報酬Ⅰ 

ａ 本投資法人の直前の決算期の翌日から３か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいま

す。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎

に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.3％を乗じた金額(１年365日

として当該計算期間の実日数により日割計算。１円未満切捨て。)とします。 

ｂ 「計算期間Ⅰ」における総資産額 

本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第２項の承認を受けたもの

に限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。 

ｃ 「計算期間Ⅱ」における総資産額 

「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得又は

処分した場合には、取得した運用資産の取得価額の合計と処分した運用資産の直近の貸借対照表

価額の合計の差額を加減した額。 

ｄ 「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、計算期間Ⅰの期間満了日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に

対する報酬額は、計算期間Ⅱの期間満了日までに支払うものとします。 

(ロ)運用報酬Ⅱ 

ａ 本投資法人の当該営業期間における経常キャッシュフロー(本投資法人の損益計算書における運

用報酬Ⅱ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却額を加えて、特定資産の売却損益及び

評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額とします。)に5.0％を

乗じた額(１円未満切捨て)とします。 

ｂ 当該報酬の支払時期は、当該営業期間に係る計算書類等の本投資法人の役員会での承認(投信法

第129条第２項の書類に係る同法第131条第２項の承認を受けることをいいます。以下同じです。)

後１か月以内とします。 

(ハ)運用報酬Ⅲ 

本投資法人が不動産等を取得若しくは譲渡した場合、その取得価額若しくは譲渡価額に0.5％を乗

じた金額を、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末

までに支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の料率を上限と

する範囲内で決定した料率とすることができます。 
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③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人への支払手数料 

資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人がそれぞれの業務を遂行

することに対する対価である事務受託手数料は、以下の通りです。 

(イ)資産保管会社の報酬 

ａ 資産保管業務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限とし

て、その資産構成に応じて算出した金額とします。 

  

ｂ 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行

休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払うものとし

ます。 

(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬 

ａ 一般事務に係る報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、そ

の資産構成に応じて算出した金額とします。 

  

ｂ 本投資法人は、当該報酬を各営業期間毎に、一般事務受託者から請求を受けた月の翌月末日(銀

行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込により支払うもの

とします。 

(ハ)投資主名簿等管理人の報酬 

本投資法人は、委託事務手数料として、下記の一般事務手数料率表により計算した金額を投資主

名簿等管理人に支払うものとします。ただし、一般事務手数料率表に定めのない事務手数料は、本

投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上定めます。経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双

方の事情の変化により不適正となったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上これを

変更し得るものとします。また、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意により、変更する場合

があります。 

  

各計算対象月 
各前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合
計額×0.03％÷12 

各計算対象月 
各前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合
計額×0.09％÷12 
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＜一般事務手数料率表＞ 

  

  

項目 手数料率 対象事務の内容 

基本料 決算期日、中間決算期日、四半期会計期間の

末日並びに臨時に定める日を基準日とし、基準

日現在の投資主名簿上の投資主１名につき、下

記段階に応じ区分計算した合計額(月額)とし、

翌月分以降次に到来する基準日の属する月まで

の間適用します。 

ただし、投資法人の合併等を実施した場合に

は、その効力発生日現在の投資主名簿上の投資

主１名につき、下記段階に応じ区分計算した合

計額(月額)とし、当月分以降次に到来する基準

日の属する月までの間適用します。 

上記にかかわらず、 低料金は月額150,000円

とします。 

  

投資主数 単価(１名/月) 

1 ～  5,000名 90円

5,001 ～  10,000名 75円

10,001 ～  30,000名 65円

30,001 ～  50,000名 55円

50,001 ～ 100,000名 45円

100,001 ～ 150,000名 35円

150,001 ～ 200,000名 30円

200,001 ～ 250,000名 25円

250,001 ～ 300,000名 20円

300,001名以上 10円

・総投資主通知データに基づく投資主確定及び

投資主名簿の作成、更新 

・確定投資主名簿に対する業態区分情報の付加 

・期末統計資料の作成 

・期末投資主一覧表(大投資主、役員)の作成 

・失格投資主名簿の管理 

・基準日における確定投資口数の履歴管理 

・住所変更、代表者(役職名)変更、質権設定等

に関し投資主名簿の記載の変更を要する保管

振替機構からの加入者情報変更データの受

理、投資主名簿の更新 

・分配金振込口座指定情報の登録 

・通信先指定届、特別税率適用申告書、同廃止

申告書、租税条約届出書、所得税法等に基づ

く告知、諸通知送付先指定書等の受理 

・諸届完了ハガキの発送 

・失念投資口に係る諸請求の受理 

・議決権の数の確定 

・個別投資主通知データの受理と検証 

・情報提供請求(投資主等照会コード、氏名又は

住所)の作成及びデータの受理 

・保管振替機構とのリコンサイル用データの授

受と検証 

・保管振替機構とのデータ送受信の運営管理 

・加入者情報データの新規受入れ 

・投資主宛名、振込情報の入力 

・還付郵便物の整理、保管、再送及び各種郵便

物の返戻履歴の管理 

・帳簿書類等の調整 

・各種書類の保管 

・投資口に関する各種照会への対応 

・末尾(注１)  
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項目 手数料率 対象事務の内容 

未払分配金 

支払料 ② 月末現在未払投資主 

① 支払領収証    １枚につき 650円

           １名につき 7円

・銀行取扱期間経過後の分配金の支払い 

・保管振替機構名義失念投資口に係る分配金等

の支払い 

・未払分配金台帳の管理 

・未払分配金支払資金の管理 

・送金案内ハガキの発送 

分配金 

受領督促料 

受領督促       １件につき 200円 ・除斥期間満了前の未払分配金受領督促のため

の送金依頼書の発送 

証明調査料 証明書発行、各種調査 

投資口異動明細書発行 

      １件(１名義人)につき 650円

      １件(１名義人)につき 1,000円

・分配金支払明細書(一括送付分を除きます。)

の作成 

・投資主名簿の記載事項に関する各種証明書の

発行 

・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回

答書の作成 

・各種税務調査への回答書作成 

・投資主名簿の異動明細に関する証明書の作成 

総投資主通知 

データ受理料 

保管振替機構からの総投資主通知 

    データ受領１回１名につき 150円

・総投資主通知データの受理及び検証 

・新規投資主データの投資主名簿登録 

・総投資主通知データの不備照会 

・その他、総投資主通知データ受理に関する各

種事務 

分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区

分計算した合計額とします。 

ただし、 低料金を１回につき200,000円とし

ます。 

  

分配金受領権者数 単価(１名/月) 

1 ～  5,000名 120円

5,001 ～  10,000名 100円

10,001 ～  30,000名 80円

30,001 ～  50,000名 70円

50,001 ～ 100,000名 60円

100,001 ～ 150,000名 50円

150,001 ～ 200,000名 45円

200,001 ～ 250,000名 40円

250,001 ～ 300,000名 30円

300,001名以上 15円

     振込口座指定１件につき 150円

 配当割納付データ作成１回につき 10,000円

・分配金額、源泉徴収税額の計算 

・分配金支払台帳、分配金領収証、分配金振込

磁気テープ、振込票、振込通知書、支払調書

の作成 

・配当割納付データの作成及び納税資金の受け

入れ及び付け替え 

・分配金計算後に分配金支払予定額データの保

管振替機構への送信 

・租税条約、特別税率の適用及び管理 

・分配金領収証印紙税の申請、申告及び納付 

・配達記録受領証の作成 

・支払済分配金領収証の集計及び未払分配金の

確定 

・振込不能の照会、回答及び報告書の作成 

・証券投資信託、年金信託組入状況の報告 

・分配金支払明細書(一括送付分)の作成 
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項目 手数料率 対象事務の内容 

投資主総会 

関係手数料 

① 議決権行使書の集計 

受理した議決権行使書 

ただし、 低料金を投資主総会１回につき

70,000円とします。 

② 議決権行使書提出投資主明細の提供 

(ＣＳＶファイル) 

③ 議決権行使投資主明細の提供 

(ＣＳＶファイル) 

            １名につき 70円

       投資主総会１回につき 50,000円

       投資主総会１回につき 50,000円

・議決権行使書の受理及び集計 

・議決権行使書提出投資主明細(ＣＳＶファイ

ル)のダウンロード機能の提供 

・議決権行使投資主明細(ＣＳＶファイル)の提

供 

諸通知発送料 

  

① 諸通知の封入及び発送 

② 加算料 

③ ハガキ発送料 

  封入物２種まで投資主１名につき 20円

      封入物追加各１種につき 10円

         手封入１種につき 10円

     差込１種、折込１折につき 各10円

 照合１種、選別１種につき 各20円

 開封１通、特急加算１通につき 各15円

 ラベル貼付１通につき 10円

ハガキ発送１件につき 10円

シールハガキ発送１通につき 20円

・議決権行使書(又は投資主総会出席票)の作成

及び分配金領収証、振込通知書の作成 

・投資主総会招集通知書、同添付書類、議決権

行使書、(又は投資主総会出席票)、 決議通知

書、報告書、分配金領収証、振込通知書等投

資主宛諸通知の封入及び発送 

・発送保留等の選別 

・ハガキの作成及び発送 

・配達記録受領証の作成 

諸通知 

宛名印字料 

投資主宛発送物の宛名印字１通につき 12円 ・投資主宛発送物の宛名等の印字 

投資主一覧表 

作成料 

① 基本料       １回につき 5,000円

② 作成料       １名につき 20円

・基準日等における投資主一覧表の作成 

・その他、投資主名簿データを元にする一覧表

の作成 

投資主情報 

データ作成料 

① 基本料 

投資主情報ＣＤ作成基本料(正副２枚) 

その他投資主データ作成基本料 

            １回につき 20,000円

            １回につき 10,000円

② データ作成料    １名につき 5円

③ ＣＤ追加作成料   １枚につき 10,000円

・基準日等における投資主情報ＣＤの作成 

・投資主情報ＣＤ以外の各種投資主情報データ

の作成 
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(注１) 本投資法人が非上場投資証券を発行する場合には次の業務を含みます。 

・投資主票の索引、登録、整理 

・予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄 

・未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換 

・投資証券不所持の申出及び交付請求の受理 

・投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付 

・投資口の名義書換 

・質権の登録又はその抹消 

・投資証券不発行投資法人の信託財産の表示又はその抹消 

・名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿へ

の記録 

・投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権判決、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及

び代替投資証券の交付 

・不所持申出による投資証券の回収 

・不所持交付請求による投資証券の交付 

・回収投資証券の廃棄 

・住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主

名簿の記録の変更を要する諸届の受理 

・改印届の受理 

（注２）・各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。 

・投資口の追加発行、 低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨

時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び一般事務受託者協議の上、決定します。 

  

項目 手数料率 対象事務の内容 

投資主総会 

(ＩＴ)関係 

手数料 

① 基本料(投資主総会１回につき) 

招集通知の電子化を実施の場合 

200,000円 

議決権行使の電子化を実施の場合 

200,000円 

② 議決権行使コード・パスワード管理(投資主

総会１回につき) 

 決算期末現在の議決権のある投資主１名に

つき、下記段階に応じ区分計算した合計額と

します。 

 ただし、 低料金は100,000円とする。 

③ 電磁的方法による招集通知の送信 

④ 電磁的方法による議決権行使の集計 

電磁的方法による議決権行使 

⑤ 参考書類等のＷｅｂサイトへの掲載 

1 ～  5,000名 40円

5,001 ～  10,000名 35円

10,001 ～  30,000名 30円

30,001 ～  50,000名 25円

50,001 ～ 100,000名 20円

100,001名以上 10円

１件につき 45円

１件につき 20円

投資主総会１回につき 30,000円

・メールアドレス登録サイトに関する運営、管

理、各種照会対応 

・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種

照会対応 

・議決権行使コード、パスワードの管理 

・議決権行使コード、パスワードの議決権行使

書等への印字 

・電磁的方法による招集通知の作成、送信 

・メール不着投資主の管理 

・電磁的方法(議決権行使プラットフォームを含

みます。)により行使された議決権の集計 

・参考書類等の専用サイトへの掲載 

投資主管理 

コード設定料 

作成１件につき(投資主番号指定) 100円

作成１件につき(投資主番号指定なし) 200円

・業態(従業員・役員)、分類コードの設定 
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(ニ)特別口座管理人の報酬 

本投資法人は、特別口座管理事務手数料として、下記の特別口座管理手数料率表により計算した

金額を特別口座管理人に支払います。ただし、特別口座管理手数料率表に定めのない事務に係る手

数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事

務の内容の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び特別口座管理人協議の

上、随時口座管理事務手数料率を変更することができます。また、本投資法人及び特別口座管理人

の合意により、変更する場合があります。 

＜特別口座管理手数料率表＞ 

  

(注１) 各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。 

(注２) 諸通知の発送、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び特別口座管理人協議の

上、決定します。 

  

(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬 

ａ 本投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次の通りとし、本投資法人債の支

払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、本投資法人は本投資法人債の投資

法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に

関する一般事務受託者へ保管振替機構が備える振替口座簿において、保管振替機構加入者の顧客

口及び信託口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金を保管振替機構加入者に社

債等に関する業務規程、同施行規則その他その時々において適用のある規則（その後の変更、修

正を含みます。以下「業務規程等」と総称します。）に定められる方法に従い交付するものと

し、保管振替機構加入者の自己口に記録された残高についての元利金支払手数料支払基金は本投

資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者が受領するものとします。当該手

数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。 

ⅰ 元金支払の場合  支払元金の10,000分の0.075 

ⅱ 利金支払の場合  残存元金の10,000分の0.075（各利払い毎） 

項目 手数料率 対象事務の内容 

特別口座 

管理料 

月末現在の特別口座簿上の投資主数に対し、

下記段階に応じ区分計算した合計額を月額手数

料とします。 

ただし、 低料金は月額15,000円とします。 

投資主数 単価(１名/月) 

1 ～  1,000名 140円

1,001 ～  3,000名 120円

3,001 ～  5,000名 100円

5,001 ～ 10,000名 80円

10,001 ～ 15,000名 70円

15,001 ～ 20,000名 65円

20,001 ～ 25,000名 60円

25,001 ～ 30,000名 55円

30,001名以上 50円

・特別口座の維持、管理 

・期末(中間・四半期決算を含みます。)及び臨

時基準日の保管振替機構への総投資主報告デ

ータの作成 

・振替請求の受付及び処理 

・相続等により名義の書換処理 

・口座通知情報の照会対応 

・投資主票の管理・保管 

・失格特別口座簿の管理 

・住所変更等届出書の受理と保管振替機構への

加入者変更データの送信と受信 

・基準日における残高通知の作成 

・保管振替機構とのリコンサイル用データの授

受と検証 

証明調査料 証明書発行、各種調査 

       １件(１加入者)につき 650円

・取得価額証明の為の投資口異動明細表の作成

及び各種証明書の発行 

・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回

答書の作成 
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ｂ 本投資法人は、上記ａのほかに、次の手数料を投資法人債に関する一般事務受託者に支払うも

のとします。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとし

ます。 

ⅰ 第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）財務及び発行・支払代理契

約に基づく事務の委託に関する手数料として、上記ａのほかに、払込期日に投資法人債に関す

る一般事務受託者に金5,700,000円を支払いました。 

ⅱ 本投資法人は保管振替機構が定める新規記録手数料（投資法人債に関する一般事務受託者が

本投資法人に対して新規記録手数料の支払を遅延したことに基づき保管振替機構に対して遅延

損害金を支払う必要が生じた場合はかかる遅延損害金を含みます。）を、投資法人債に関する

一般事務受託者を通じて保管振替機構に対し支払いました。 

(注) なお、本投資法人は、上記の一般事務受託者への支払とは別に、第１回無担保投資法人債（特定投資法

人債間限定同順位特約付）の引受人であった大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社に対して、引受

手数料として42,500,000円を払込期日に支払いました。 

  

④ 会計監査人報酬(規約第29条) 

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額

を、当該決算期後３か月以内に支払うものとします。 

  

(4) 【その他の手数料等】 

本投資法人は、以下に例示する費用の他明らかに直接的な投資法人の負担と判断される費用等を負担

します。 

① 投資法人の決算・納税に関する費用(各種資料の作成、印刷、配布に要する通信費、専門家報酬等) 

② 投資法人の役員会・投資主総会に関する費用(印刷費、通信費、会場費、専門家報酬等) 

③ 投資法人の運用資産に関する費用(運用資産に関連する各種調査費、専門家報酬等を含みます。) 

④ 投資法人の運用資産の取得及び譲渡に関連する費用等(媒介報酬、登録免許税、司法書士報酬等) 

⑤ 投資法人の借入、投資法人債発行、新投資口の発行等の資金調達に関連する費用(投資法人の広告宣

伝に要する費用等を含みます。) 

⑥ 投資法人の備品、消耗品、事務用品等に要する費用 

⑦ 投資法人の役員報酬 

⑧ 投資法人が付保する保険料 

⑨ 投資法人が締結する各種契約に関する費用及び報酬、各種契約書等の印紙税等 

⑩ 投資法人の各種取引手数料等 

  

上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。 

（照会先） 

トップリート・アセットマネジメント株式会社 財務部 

東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

電話番号 03－3243－2181 
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(5) 【課税上の取扱い】 

日本の居住者又は日本法人である本投資法人の投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱い

は下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変

更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われること

があります。詳しくは、税理士あるいはお取引をされる証券会社等でご確認下さい。 

① 投資主の税務 

(イ)個人投資主の税務 

ａ 利益の分配に係る税務 

個人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り

扱われ、原則として20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。

配当控除の適用はありません。ただし、上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配

は上場株式等の配当等として、大口個人投資主(発行済投資口総数の５％以上を保有)を除き、以

下の特例の対象となります。 

ⅰ) 平成23年12月31日までは10％(所得税７％、住民税３％)、平成24年1月1日以後は20％(所得

税15％、住民税５％)の源泉徴収税率が適用されます。 

ⅱ) 金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択ができま

す。 

ⅲ) 確定申告を行う場合には、総合課税に代えて申告分離課税が選択できます。上場株式等の譲

渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当

所得の金額から控除することができます。申告分離課税の税率は、平成23年12月31日までは

10％(所得税７％、住民税３％)、平成24年１月１日以降は20％(所得税15％、住民税５％)で

す。 

ⅳ) 上場株式等の配当等を、金融商品取引業者等における特定口座（源泉徴収選択口座）内で受

け取ることができます（配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択する必要が

あります。）。 

ⅴ) 平成24年から実施される少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品

取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等（平成24年から平成26

年までの３年間、新規投資額で毎年100万円を上限）に係る配当等で、その非課税口座の開設

年の１月１日から10年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されま

せん。 

  

ｂ 利益を超えた金銭の分配に係る税務 

個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして扱わ

れ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える

金額がある場合には、みなし配当(注１)として上記ａにおける利益の分配と同様の課税関係が適

用されます。また、資本の払戻し額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入

金額(注２)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注３)を算定

し、投資口の譲渡損益の額(注４)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記ｃの投資口の譲

渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。 
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ｃ 投資口の譲渡に係る税務 

個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様

に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20％(所得税15％、住民税５％)

の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認めら

れますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺す

ることはできません。ただし、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場

合は、上場株式等の譲渡に係る以下の特例の対象となります。 

ⅰ) 申告分離課税の上記20％の税率は、平成23年12月31日までの譲渡等に関しては10％(所得税

７％、住民税３％)となります。 

ⅱ) 上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択し

た上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。 

ⅲ) 上場株式等にかかる譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、一定

の要件の下、翌年以後３年間にわたり、確定申告により株式等にかかる譲渡所得等の金額及

び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から繰越控除することが認められま

す。 

ⅳ) 金融商品取引業者等における特定口座（源泉徴収選択口座）内の上場株式等の譲渡による所

得は源泉徴収だけで納税手続を終了し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、平成

23年12月31日までの譲渡等については10％(所得税７％、住民税３％)、平成24年１月１日以

後の譲渡等については20％(所得税15％、住民税５％)となります。 

ⅴ) 上場株式等の配当等を特定口座（源泉徴収選択口座）に受け入れた場合において、その源泉

徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額から

その譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われ

ます。 

ⅵ) 平成24年から実施される少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、非課税口座の開設年の

１月１日から10年内にその非課税口座において管理されている上場株式等を譲渡した場合に

はその譲渡所得等については所得税及び住民税は課されません。 

  

(ロ)法人投資主の税務 

ａ 利益の分配に係る税務 

法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に受取配当等として取

り扱われ、原則として20％の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不算入の

適用はありません。ただし、上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対

象となり、平成23年12月31日までは７％、平成24年１月１日以後は15％の源泉徴収税率が適用さ

れます。なお、この源泉所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。 

ｂ 利益を超えた金銭の分配に係る税務 

法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして扱わ

れ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える

金額がある場合には、みなし配当(注１)として上記ａにおける利益の分配と同様の課税関係が適

用されます。また、資本の払戻し額のうち、みなし配当を控除した金額は、投資口の譲渡に係る

収入金額(注２)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注３)を算定

し、投資口の譲渡損益の額(注４)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記ｃの投資口の譲

渡の場合と同様になります。 
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ｃ 投資口の譲渡に係る税務 

法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の

属する事業年度に譲渡損益を計上します。 

  

(注１) みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。 

(注２) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下の通り算定されます。 

(注３) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 

※ この割合は、小数点第３位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法

人からお知らせします。 

※※「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合にはその金

額を加算し、「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場

合にはその金額を減算します。 

(注４) 投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。 

  

② 投資法人の税務 

(イ)利益配当等の損金算入 

税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資

法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが

認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は、以

下の通りです。 

ａ 利益の配当等の額が配当可能利益の額の90％超(又は利益を超える金銭の分配がある場合には金

銭の分配の額が配当可能額の90％超)であること 

ｂ 他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上を有していないこと 

ｃ 機関投資家(租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ(2)に規定するものをいいます。)以外の

者から借入れを行っていないこと 

ｄ 事業年度の終了時において投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議

決権総数の50％超を保有されている同族会社（租税特別措置法施行令第39条の32の３に定めるも

のをいいます。）に該当していないこと 

ｅ 発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める

割合が50％を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること 

ｆ 事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること 

  

みなし配当の金額＝資本の払戻し額－投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額

投資口の譲渡に係る収入金額＝資本の払戻し額－みなし配当金額(注１)  

資本の払戻し直前の投資口 

の取得価額 
× 

投資法人の資本の払戻し総額 
※ 

投資法人の前期末の税務上の簿価純資産価額※※ 

投資口の譲渡損益の額＝譲渡収入金額(注２)－譲渡原価の額(注３)  
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(ロ)不動産流通税の軽減措置 

ａ 登録免許税 

不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対

して２％の税率により課されますが、土地に対しては平成23年３月31日までは１％、平成23年４

月１日から平成24年３月31日までは1.3％、平成24年４月１日から平成25年３月31日までは1.5％

とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資

産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権

若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定

資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を100分の75以上とす

る旨の記載があること、借入は金融商品取引法に規定する適格機関投資家からのものであること

等の要件を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動産に対しては、特例により登録免許税の

税率が平成23年３月31日までは0.8％、平成23年４月１日から平成24年３月31日までは1.1％、平

成24年４月１日から平成25年３月31日までは1.3％に軽減されます。 

ｂ 不動産取得税 

不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の４％の税率により課されま

すが、土地及び住宅用の建物に対しては平成24年３月31日までに取得した場合に限り３％とされ

ています。ただし、規約において、資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上と

する旨の記載があることその他一定の要件を満たす投資法人（借入要件に関し、適格機関投資家

の範囲については、地方税法施行規則の規定に従います。）が平成23年３月31日までに規約に従

い取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が３分の１に軽減されま

す。 

  

─ 73 ─



５ 【運用状況】 

(1) 【投資状況】 

(平成22年10月31日現在) 

(注１) 保有総額は、平成22年10月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿

価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

(注２) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第２位を四捨五入し

て記載しています。 

  

(2) 【投資資産】 

① 【投資有価証券の主要銘柄】 

該当事項はありません。 

  

② 【投資不動産物件】 

平成22年10月31日現在本投資法人が所有する投資不動産物件についての概要等は、下記「③ そ

の他投資資産の主要なもの」にあわせて記載しています。 

  

資産の種類 用途 地域
保有総額

(百万円)(注１) 
対総資産比率
(％)(注２) 

不動産 オフィスビル 

東京都心部 5,900 3.2 

小計 5,900 3.2 

信託不動産 

オフィスビル 

東京都心部 122,525 65.7 

東京周辺都市部 1,796 1.0 

関西圏 1,026 0.5 

小計 125,347 67.2 

商業施設 

東京周辺都市部 23,937 12.8 

小計 23,937 12.8 

住宅 

東京周辺都市部 15,719 8.4 

小計 15,719 8.4 

その他

東京都心部 2,712 1.5 

小計 2,712 1.5 

不動産・信託不動産 計 173,618 93.1 

預金・その他の資産 12,841 6.9 

資産総額 186,459 100.0 

負債総額 102,020 54.7 

純資産総額 84,438 45.3 
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③ 【その他投資資産の主要なもの】 

(イ)信託受益権に係る信託不動産及び不動産の概要 

ａ 不動産等の概要(価額及び投資比率) 

(平成22年10月31日現在) 

(注１) 所在地は住居表示を記載しています。 

(注２) 取得価額は、各資産の取得の際の不動産売買契約書又は信託受益権譲渡契約書に記載された売買代金(本体価

格)を記載しています。 

用途 地域 
所在地
(注１) 

物件名称(所有形態)
取得価額
(百万円) 
(注２) 

貸借対照 
表計上額 
（百万円） 

期末算定 
価額 

(百万円) 
(注３) 

投資比率
(％) 
(注４) 

オ 

フ 

ィ 

ス 

ビ 

ル 

東京 
都心部 

東京都港区芝五丁目
７番１号 

日本電気本社ビル(信託受益権) 41,950 42,911 47,750 27.2 

東京都中央区晴海一
丁目８番11号 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＹ 
(信託受益権) 

33,000 31,662 39,000 22.2 

東京都港区赤坂八丁
目１番22号 

赤坂王子ビル(信託受益権) 9,660 9,791 13,300 7.6 

東京都千代田区鍛冶
町二丁目２番２号 

神田パークプラザ(信託受益権) 5,156 5,124 4,959 2.8 

東京都港区芝三丁目
５番５号 

芝公園ビル(不動産) 5,770 5,900 3,410 1.9 

東京都中央区晴海一
丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＺ 
(信託受益権) 

20,000 20,149 15,100 8.6 

東京都千代田区神田
錦町三丁目11番１号 

神田錦町三丁目ビルディング(信
託受益権)(注５) 12,700 12,887 14,100 8.0 

東京 
周辺 
都市部 

東京都立川市曙町二
丁目34番７号 

ファーレイーストビル
(信託受益権) 2,091 1,796 2,500 1.4 

関西圏 
大阪府大阪市西区靱
本町一丁目10番24号 

日鉄本町ビル(信託受益権) 1,100 1,026 1,380 0.8 

小計(９物件) 
  

  131,427 131,248 141,499 80.7 

商 

業 

施 

設 

東京 
周辺 
都市部 

神奈川県相模原市南
区古淵三丁目13番33
号 

相模原ショッピングセンター
(信託受益権) 12,000 11,533 10,300 5.9 

千葉県習志野市東習
志野七丁目３番１号 

イトーヨーカドー東習志野店
(信託受益権) 8,900 8,257 5,568 3.2 

埼玉県さいたま市南
区別所七丁目３番１
号 

武蔵浦和ショッピングスクエア
(信託受益権) 4,335 4,146 3,810 2.2 

小計(３物件) 
  

  25,235 23,937 19,678 11.2 

住 

宅 

東京 
周辺 
都市部 

東京都世田谷区深沢
二丁目１番２号 

深沢ハウスＨＩ棟(信託受益権) 10,635 10,503 6,980 4.0 

東京都江東区豊洲四
丁目８番８号 

エコロジー豊洲プロセンチュリ
ー (信託受益権) 5,160 5,216 4,520 2.6 

小計(２物件) 
  

  15,795 15,719 11,500 6.6 

そ 

の 

他 

東京 
都心部 

東京都千代田区神田
淡路町二丁目10番６
号 

ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ
(オークプラザ)(信託受益権) 2,590 2,712 2,674 1.5 

小計(１物件) 
  

  2,590 2,712 2,674 1.5 

  合計(15物件) 
  

  175,047 173,618 175,351 100.0 
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(注３) 期末算定価額は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに社団法人投資信託協会の定める規則

に基づき、以下の不動産鑑定評価機関による鑑定評価額(価額時点：平成22年10月31日)を記載しています。 

(注４) 投資比率は、期末算定価額総額に対する各物件・各用途毎の比率で、小数第２位を四捨五入して記載していま

す。 

(注５) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

  

不動産鑑定評価機関 評価対象物件

株式会社谷澤総合鑑定所 日本電気本社ビル、赤坂王子ビル、日鉄本町ビル 

財団法人日本不動産研究所 

晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹ、深沢ハウスＨＩ棟
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＺ、ファーレイースト
ビル、エコロジー豊洲プロセンチュリー、神田錦町三丁目ビルディング
(注５) 

株式会社中央不動産鑑定所 
神田パークプラザ、イトーヨーカドー東習志野店、 
ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ(オークプラザ) 

大和不動産鑑定株式会社 相模原ショッピングセンター、武蔵浦和ショッピングスクエア 

日本土地建物株式会社 芝公園ビル
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ｂ 建物の概要 

(平成22年10月31日現在) 

(注１) 「構造・階数」及び「竣工年月」は、登記簿上の表示をもとに記載しています。「構造」について、「Ｓ造」

は鉄骨造、「ＲＣ造」は鉄筋コンクリート造、「ＳＲＣ造」は鉄骨鉄筋コンクリート造をそれぞれ意味しま

す。 

用途 地域 不動産等の名称 構造・階数 
(注１) 

竣工年月
(注１) 

賃貸可能
面積(㎡) 
(注２) 

賃貸面積
(㎡) 

(注３) 

賃貸事業
収入 

(百万円)

賃貸事業
収入比率 
（％） 

テナン
ト総数 
(注４) 

稼働率
(％) 
(注５)

PML
(％) 

(注６)

オ 
フ 
ィ 
ス 
ビ 
ル 

東京都
心部 

日本電気本社ビル 

Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ
造コンクリート屋
根地下３階付39階
建 

平成２年１月 72,238.03 72,238.03 1,370 22.6 1 100.0 1.4

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ 

Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ
造陸屋根・ステン
レス鋼板葺地下４
階付40階建 

平成13年10月 23,219.46 23,219.46 1,335 22.0 7 100.0 1.2

赤坂王子ビル ＳＲＣ造陸屋根 
地下１階付９階建 平成１年４月 7,281.83 7,281.83 445 7.3 2 100.0 6.4

神田パークプラザ ＳＲＣ造陸屋根 
地下１階付９階建 昭和34年11月 4,537.66 4,537.66 179 3.0 10 100.0 14.1

芝公園ビル ＳＲＣ造陸屋根 
地下１階付８階建 平成３年５月 3,060.43 2,836.19 108 1.8 2 92.7 9.6

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ 

Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ
造陸屋根・ステン
レス鋼板葺地下４
階付40階建 

平成13年10月 10,914.20 10,914.20 628 10.4 1 100.0 1.5

神田錦町三丁目ビル
ディング(注７) 

ＳＲＣ造陸屋根 
地下２階付９階建 昭和48年３月 8,025.65 8,025.65

―
(注７) 7.7 1 100.0 7.0

東京周
辺都市
部 

ファーレイースト 
ビル 

Ｓ・ＳＲＣ造陸屋
根地下１階付12階
建 

平成６年12月 5,850.23 5,604.51 163 2.7 1 95.8 2.8

関西圏 日鉄本町ビル ＳＲＣ造陸屋根 
地下２階付12階建 平成３年６月 4,409.52 4,272.34 91 1.5 12 96.9 8.5

小計(９物件) 139,537.01 138,929.87 4,790 79.0 37 99.6 ―

商 
業 
施 
設 

東京周
辺都市
部 

相模原ショッピング
センター 

113番２の１：Ｓ
造亜鉛メッキ鋼板
葺２階建 
113番２の２：Ｓ
造陸屋根２階建 
113番３：Ｓ・Ｒ
Ｃ造陸屋根地下１
階付４階建 
113番４：Ｓ造陸
屋根４階建 

113番２の
１： 
平成５年５月
113番２の 
２： 
平成５年８月
113番３： 
平成５年８月
113番４： 
平成10年11月

61,763.28 61,763.28 407 6.7 2 100.0 3.6

イトーヨーカドー 
東習志野店 

ＲＣ造陸屋根地下
１階付４階建 
Ｓ造陸屋根６階建 

平成６年10月 51,098.42 51,098.42 236 3.9 1 100.0 7.7

武蔵浦和ショッピン
グスクエア 

Ｓ造陸屋根地下１
階付４階建 平成17年10月 14,960.69 14,960.69 129 2.2 3 100.0 8.5

小計(３物件) 127,822.39 127,822.39 772 12.8 6 100.0 ―

住 
宅 

東京周
辺都市
部 

深沢ハウスＨＩ棟 
ＲＣ造コンクリー
ト屋根・陸屋根14
階建 

平成16年６月 11,357.44 10,627.02 244 4.0 1 93.6 1.6

エコロジー豊洲プロ
センチュリー 

ＲＣ造陸屋根地下
１階付９階建 平成17年１月 6,789.03 6,635.01 158 2.6 1 97.7 10.6

小計(２物件) 18,146.47 17,262.03 402 6.6 2 95.1 ―

そ 
の 
他 

東京都
心部 

ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ
(オークプラザ) 

ＳＲＣ造陸屋根地
下１階付10階建 昭和60年４月 6,121.85 6,121.85 94 1.6 1 100.0 7.7

小計(１物件) 6,121.85 6,121.85 94 1.6 1 100.0 ―

合計(15物件) 291,627.72 290,136.14 6,060 100.0 46 99.5 2.4
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(注２) 「賃貸可能面積」は、平成22年10月31日現在において賃貸が可能である面積を記載しています。なお、共有

(準共有を含みます。)の場合には、本投資法人の持分割合を乗じた数値を求め、その小数第３位を四捨五入し

て記載しています。 

(注３) 「賃貸面積」は、平成22年10月31日現在において効力を有する賃貸借契約に基づく面積を記載しています。な

お、共有(準共有を含みます。)の場合には、本投資法人の持分割合を乗じた数値を求め、その小数第３位を四

捨五入して記載しています。また、パススルー型のマスターリース契約を締結している場合の賃貸面積は、エ

ンドテナントへの転貸面積を賃貸面積として計算しています。 

(注４) 「テナント総数」は、平成22年10月31日現在における各物件毎のテナント総数を記載しています。なお、マス

ターリース契約が締結されている場合は、１テナントとして記載しています。また、１テナントが複数の貸室

を貸借している場合は、同一物件の場合には１テナントとして、複数の物件にわたる場合には複数テナントと

して算出しています。 

(注５) 「稼働率」は、平成22年10月31日現在の賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られた数値を記載しており、小数

第２位を四捨五入して記載しています。 

(注６) 「ＰＭＬ」は、不動産・保険業界等において「予想 大損失率」として訳されており、建物に関する地震リス

クの評価指標として用いられています。ただし、統一された厳密な定義はなく、目的や用途に応じて様々に定

義されています。なお、「ＰＭＬ」に関する事項は、後記「(ホ) 地震リスク分析の概要」に記載のとおりで

す。 

本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・デリジェンスとして、株式会社イー・アール・エス及び応用

アール・エム・エス株式会社に調査を依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該調査においては、

設計図書(建築一般図面、構造図面、構造計算書等を指します。)を用い、独自の構造評価手法による検討によ

って、個々の建物の構造性能の評価を行い、地震ハザード及び地盤条件を含めた総合的な評価結果に基づき、

地震による建物のＰＭＬ(予想 大損失率)を算定しています。 

(注７) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

    また、神田錦町三丁目ビルディングの賃貸事業収入については、テナントの承諾が得られなかったため開示し

ていません。 

  

ｃ ポートフォリオの分散状況 

(平成22年10月31日現在) 

ⅰ 用途区分 

(注) 比率は、取得価額総額に対する各用途区分毎の取得価額合計の比率をいい、小数第２位を四捨五入し

て記載しています。 

  

ⅱ 地域区分 

(注) 比率は、取得価額総額に対する各地域区分毎の取得価額合計の比率をいい、小数第２位を四捨五入し

て記載しています。 

  

用途 物件数
取得価額合計
(百万円) 

比率(％) 
(注) 

オフィスビル ９ 131,427 75.1 

商業施設 ３ 25,235 14.4 

住宅 ２ 15,795 9.0 

その他 １ 2,590 1.5 

合計 15 175,047 100.0 

地域 物件数
取得価額合計
(百万円) 

比率(％) 
(注) 

東京都心部 ８ 130,826 74.7 

東京周辺都市部 ６ 43,121 24.6 

関西圏 １ 1,100 0.6 

合計 15 175,047 100.0 
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ⅲ 規模区分 

(注１) 規模区分は、全物件について建物１棟全体についての延床面積を基準としています。 

(注２) 比率は、取得価額総額に対する各規模区分毎の取得価額合計の比率をいい、小数第２位を四捨五入

して記載しています。 

  

ⅳ 築年数区分 

(注１) 比率は、取得価額総額に対する各築年数区分毎の取得価額合計の比率をいい、小数第２位を四捨五

入して記載しています。 

(注２) 相模原ショッピングセンターは、４棟の建物から構成され、うち１棟の築年数は他の３棟の築年数

と異なりますが、主要部分を形成する３棟の築年数を基準として、４棟すべてを「15年以上20年未

満」の区分に分類して記載しています。 

  

規模(注１) 物件数
取得価額合計
(百万円) 

比率(％) 
(注２) 

100,000㎡以上 ３ 94,950 54.2 

50,000㎡以上100,000㎡未満 １ 12,000 6.9 

10,000㎡以上50,000㎡未満 ６ 48,321 27.6 

10,000㎡未満 ５ 19,776 11.3 

合計 15 175,047 100.0 

築年数 物件数
取得価額合計
(百万円) 

比率(％) 
(注１) 

５年未満 ０ 0 0.0 

５年以上10年未満 ５ 73,130 41.8 

10年以上15年未満 ０ 0 0.0 

15年以上20年未満(注２) ５ 29,861 17.1 

20年以上 ５ 72,056 41.2 

合計 15 175,047 100.0 
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ｄ 稼働率の推移(注１) 

(平成22年10月31日現在) 

  

用途 地域 物件名称
第１期
平成18年
10月31日

第２期
平成19年
４月30日

第３期 
平成19年 
10月31日 

第４期 
平成20年 
４月30日 

第５期
平成20年 
10月31日 

オフィスビル 

東京都心部 

日本電気本社ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＹ 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

赤坂王子ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

神田パークプラザ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

芝公園ビル ― ― ― 100.0 100.0 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＺ 

― ― ― 100.0 100.0 

神田錦町三丁目ビルディング(注
２) 

― ― ― ― ―

東京周辺 
都市部 

ファーレイーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 90.4 

関西圏 日鉄本町ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

小計 99.8 100.0 100.0 100.0 99.6 

商業施設 

  相模原ショッピングセンター 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京周辺 
都市部 

イトーヨーカドー東習志野店 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  武蔵浦和ショッピングスクエア ― 100.0 100.0 100.0 100.0 

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

住宅 

東京周辺 
都市部 

深沢ハウスＨＩ棟 ― 89.5 93.6 88.7 93.0 

エコロジー豊洲プロセンチュリ
ー 

― ― ― ― 97.4 

小計 ― 89.5 93.6 88.7 94.7 

その他 

東京都心部 
ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ
(オークプラザ) 

― 100.0 100.0 100.0 100.0 

小計 ― 100.0 100.0 100.0 100.0 

合計 99.9 99.5 99.7 99.5 99.5 
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(注１) 稼働率は、各期末時点の賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られる数値を記載しており、小数第２位を四捨五

入しています。 

(注２) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

  

 

用途 地域 物件名称
第６期
平成21年 
４月30日 

第７期
平成21年 
10月31日 

第８期 
平成22年 
４月30日 

第９期 
平成22年 
10月31日 

オフィスビル 

東京都心部 

日本電気本社ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＹ 100.0 100.0 100.0 100.0 

赤坂王子ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 

神田パークプラザ 100.0 100.0 100.0 100.0 

芝公園ビル 84.8 84.8 92.7 92.7 

晴海アイランドトリトンスクエ
アオフィスタワーＺ 100.0 100.0 100.0 100.0 

神田錦町三丁目ビルディング(注
２) 

― ― 100.0 100.0 

東京周辺 
都市部 

ファーレイーストビル 90.4 95.8 95.8 95.8 

関西圏 日鉄本町ビル 94.2 90.6 90.6 96.9 

小計 99.0 99.1 99.4 99.6 

商業施設 

  相模原ショッピングセンター 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京周辺 
都市部 

イトーヨーカドー東習志野店 100.0 100.0 100.0 100.0 

  武蔵浦和ショッピングスクエア 100.0 100.0 100.0 100.0 

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 

住宅 

東京周辺 
都市部 

深沢ハウスＨＩ棟 92.2 90.7 91.0 93.6 

エコロジー豊洲プロセンチュリ
ー 96.6 97.5 95.6 97.7 

小計 93.9 93.3 92.7 95.1 

その他 

東京都心部 
ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ
(オークプラザ) 100.0 100.0 100.0 100.0 

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 

合計 99.2 99.2 99.2 99.5 
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ｅ 個別不動産及び個別信託不動産の概要 

信託受益権に係る信託不動産及び不動産の個別の概要は、以下の通りです。 

なお、以下に記載する「資産の概要」、「取得価額及び鑑定評価額等」、「物件収支の状

況」、「賃貸借の概況」及び「特記事項」の欄に関する説明は、以下の通りです。各欄における

金額に関する表記については、記載未満の数値を切り捨てて記載しています。 

(ⅰ)「資産の概要」欄の記載について 

・所在地の「地番」欄は、登記簿上表示されている地番を記載しています。 

・所在地の「住居表示」欄は、住居表示を記載しています。 

・「交通」欄については、利用可能な主要駅を記載しています。 

・土地及び建物の「所有形態」欄は、本投資法人又は不動産信託の信託受託者が保有する権利

の種類及びその割合を記載しています。 

・土地の「用途地域」欄は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載し

ています。 

・土地の「建蔽率」欄は、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する

割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。 

・土地の「容積率」欄は、建築基準法第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する

割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。 

・土地の「地積」欄は、登記簿上表示されている地積を記載しています。 

・建物の「用途」欄は、登記簿上表示されている種類のうち、主要なものを記載しています。 

・建物の「構造・階数」欄は、登記簿上の表示に基づき、以下の略称により記載しています。 

 Ｓ造：鉄骨造、ＲＣ造：鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

・建物の「竣工年月」欄は、登記簿上表示されている新築時点を記載しています。 

・建物の「延床面積」欄は、登記簿上表示されている床面積の合計を記載しています。区分所

有建物に関しては、区分所有建物の一棟の建物の合計延床面積(他の区分所有者が所有する面

積を含みます。)を記載し、共有建物に関しては、共有建物全体の延床面積(他の共有者の持

分を含みます。)を記載しています。 

・「ＰＭ会社」欄には、平成22年10月31日現在の所有者と不動産管理契約を直接締結している

相手方を記載しています。なお、各保有資産のテナントとの間で締結した賃貸借契約におい

て、当該テナントに当該保有資産の管理を委託している場合には、当該テナントを「ＰＭ会

社」欄に記載していません。 

  

(ⅱ)「取得価額及び鑑定評価額等」欄の記載について 

・「取得価額」欄は、各資産の取得の際の不動産売買契約書又は信託受益権譲渡契約書に記載

された売買代金(本体価格)を記載しています。 

・「鑑定評価額」欄は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号、その後の改正

を含みます。)及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時

点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。 

・同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士、鑑定評

価の方法又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。 

・不動産の鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は

約束するものではありません。 
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・鑑定評価を行った株式会社谷澤総合鑑定所、財団法人日本不動産研究所、株式会社中央不動

産鑑定所、大和不動産鑑定株式会社及び日本土地建物株式会社と本投資法人との間には、利

害関係はありません。 

  

(ⅲ)「物件収支の状況」欄の記載について 

・「ＮＯＩ」とは、ネットオペレーティングインカムを意味し、各保有資産の賃貸事業収入か

ら賃貸事業費用(ただし、減価償却費を除きます。)を控除した額をいいます。 

・区分所有建物、共有土地及び共有建物の場合又は本投資法人が不動産信託受益権の準共有持

分を取得する場合には、本投資法人の持分相当に対する額を記載しています。 

  

(ⅳ)「賃貸借の概況」欄の記載について 

・平成22年10月31日現在の所有者とテナント間の賃貸借契約の概要を記載しています。 

・「賃貸可能面積」及び「賃貸面積」欄は、共有(準共有を含みます。)の場合には、本投資法

人の持分割合を乗じた数値を小数第３位を四捨五入して記載しています。 

  

(ⅴ)「特記事項」欄の記載について 

・「特記事項」欄の記載は、平成22年10月31日現在、以下の事項を含む、保有資産の権利関係

や利用等に関連して重要と考えられる事項のほか、保有資産の評価額、収益性、処分への影

響度を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。 

－ 法令諸規則上の制限又は規制の主なもの 

－ 権利関係等にかかる負担又は制限の主なもの 

－ 当該不動産の境界を越えた構築物等がある場合や境界確認等に問題がある場合の主なも

のとその協定等 

－ 共有者・区分所有者との間でなされた合意事項又は協定等の主なもの 
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日本電気本社ビル 

  

(注１) 本件不動産は、東京都市計画芝五丁目(その２)特定街区に指定されており、以下をはじめとする法令上の制限

を受けます。容積率の 高限度：600％、壁面の位置の制限、建築物の高さの 高限度：180ｍ 

(注２) 本投資法人は、平成18年10月より本資産運用会社の利益相反取引規程に基づく利害関係者である住友信託銀行

株式会社に対して、本件建物に係るコンサルティング業務を委託しています。 

(注３) アレス・インベストメント有限会社は、本資産運用会社の利益相反取引規程に基づく利害関係者である住信不

動産投資顧問株式会社(住友信託銀行株式会社の100％出資子会社)が資産運用に関する助言業務を受託してい

る特別目的会社です。 

(注４) 受益者間協定には以下の内容等が規定されています。 

・受益者としての意思形成に関し、本件建物の建替えに関する事項等の特定の重要な事項については、準共有者

(各受益者)全員の合意が必要であり、重要な事項以外については、過半数の賛成により行うことが定められて

います。ただし、一定期間内に準共有者間(受益者)の意思形成ができない場合には信託受託者に判断が一任さ

れます。 

・準共有者(各受益者)は、準共有持分(各受益権)を処分する場合には、第三者に優先して事前に他の準共有者

(受益者)との間で協議を行う等、各準共有者(受益者)が他の準共有持分(受益権)に対する先買権を有していま

す。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 41,950,000千円

取得年月日 平成18年３月３日 鑑定評価額 47,750,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成37年12月28日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社谷澤総合鑑
定所 

所在地 

地番 東京都港区芝五丁目２番11
物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都港区芝五丁目７番１号
賃貸事業収入① 1,370 

交通(主な利用駅) 
ＪＲ山手線「田町」駅、都営地下鉄三
田線・浅草線「三田」駅 

  賃貸収入 1,370 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 
所有権(不動産信託受益権の準共有持分
50％) 

賃貸事業費用② 230 
  
用途地域 商業地域   管理業務費 1 

建蔽率 80％   公租公課 223 

容積率 
東側都道端から30ｍまで600％
東側都道端から30ｍ超500％(注１) 

  水道光熱費 ―

  修繕費 2 

地積 21,190.14㎡   損害保険料 1 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 
所有権(不動産信託受益権の準共有持分
50％) 

  その他 1 

ＮＯＩ③(①－②) 1,140 

用途 事務所、駐車場、機械室 減価償却費④ 214 

構造・階数 
Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ造コンクリート屋根
地下３階付39階建 

賃貸事業利益
(③－④) 926 

賃貸借の概況

竣工年月 平成２年１月 テナント総数 １

延床面積 144,476.05㎡ 賃貸可能面積 72,238.03㎡

ＰＭ会社 ―(注２) 賃貸面積 72,238.03㎡

特記事項 

(1) 本投資法人は、アレス・インベストメント有限会社(注３)とそれぞれ50％の割合で不動産信託受益権を準共有

しており、本投資法人、信託受託者及びアレス・インベストメント有限会社との間で受益者間協定が締結され

ています。(注４) 

(2) 本件建物は、日本電気株式会社に一括賃貸しており、当該賃貸借契約において、信託受託者が本件不動産を第

三者に譲渡する場合には、日本電気株式会社が先買権を有することが定められています。 
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晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹ 

  

(注１) 本件不動産は、高度利用地区指定、晴海一丁目地区再開発地区計画及び晴海一丁目地区第一種市街地再開発事

業により、以下をはじめとする法令上の制限を受けます。容積率の 高限度：770％、容積率の 低限度：

200％、建築物の建築面積の 低限度：200㎡、壁面の位置の制限、建築物の高さの 高限度：200ｍ 

(注２) オフィスタワーＹを含めた西地区全体の面積を記載しています。 

(注３) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注４) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、一棟の建物全体(西地区全体)の床面積の合計を記載しています。な

お、専有部分の床面積の合計は、24,000.76㎡です。 

(注５) テナント従業員用の食堂施設の面積(1,868.42㎡)を除きます。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 33,000,000千円

取得年月日 平成18年３月１日 鑑定評価額 39,000,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成28年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 東京都中央区晴海一丁目85番
物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都中央区晴海一丁目８番11号
賃貸事業収入① 1,335 

交通(主な利用駅) 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅
  賃貸収入 1,335 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 
所有権、敷地権の割合100,000,000分の
16,884,921 

賃貸事業費用② 375 
  
用途地域 商業地域   管理業務費 161 

建蔽率 80％   公租公課 94 

容積率 500％(注１) 
  水道光熱費 99 

  修繕費 14 

地積 39,569.53㎡(注２)   損害保険料 2 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 
区分所有権 
中央区晴海一丁目85番の９： 
３～15階、Ｓ造13階建、24,000.76㎡ 

  その他 3 

ＮＯＩ③(①－②) 959 

用途 事務所 減価償却費④ 243 

構造・階数 
Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ造陸屋根・ステンレ
ス鋼板葺地下４階付40階建(注３) 

賃貸事業利益
(③－④) 716 

賃貸借の概況

竣工年月 平成13年10月 テナント総数 7 

延床面積 267,132.67㎡(注４)
賃貸可能面積
(注５) 

23,219.46㎡

ＰＭ会社 株式会社千代田ビルマネジメント 賃貸面積(注５) 23,219.46㎡

特記事項 

(1) 本件土地の南西側道路は、都市高速道路晴海線(計画決定年月日：平成５年７月19日 告知番号：都告第805

号)に該当し、また本件土地の一部が当該都市高速道路に付帯する換気所の予定地に該当しています。なお、

事業化の見通しは不明です。 

(2) 本件建物の区分所有者が区分所有権を譲渡する場合には、他の西地区管理組合、オフィスタワーＸ・ホール管

理組合及びオフィスタワーＷ管理組合に属する区分所有者全員の同意を得なければならないことが合意されて

います。 
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赤坂王子ビル 

  

(注) 本件土地の南側の一部(99.44㎡)は、建築基準法第42条第２項に定める道路(私道)として使用されています。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 9,660,000千円

取得年月日 平成18年３月１日 鑑定評価額 13,300,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成27年１月末日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社谷澤総合鑑
定所 

所在地 

地番 
東京都港区赤坂八丁目101番、102番、
103番 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都港区赤坂八丁目１番22号
賃貸事業収入① 445 

交通(主な利用駅) 
東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営地
下鉄大江戸線「青山一丁目」駅 

  賃貸収入 445 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業費用② 122 
  

用途地域 
青山通り端から30ｍまでは商業地域、
青山通り端から30ｍ超は第２種住居地
域 

  管理業務費 32 

建蔽率 商業地域80％、第２種住居地域60％   公租公課 40 

容積率 商業地域700％、第２種住居地域400％
  水道光熱費 24 

  修繕費 21 

地積 2,023.72㎡(注)   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 
  その他 3 

ＮＯＩ③(①－②) 322 

用途 事務所 減価償却費④ 29 

構造・階数 ＳＲＣ造陸屋根地下１階付９階建

賃貸事業利益
(③－④) 293 

賃貸借の概況

竣工年月 平成１年４月 テナント総数 2 

延床面積 10,063.05㎡ 賃貸可能面積 7,281.83㎡

ＰＭ会社 王子不動産株式会社 賃貸面積 7,281.83㎡

特記事項 

該当事項はありません。 
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神田パークプラザ 

  

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 5,156,000千円 

取得年月日 平成18年３月１日 鑑定評価額 4,959,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成24年５月31日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社中央不動産
鑑定所 

所在地 

地番 
東京都千代田区鍛冶町二丁目１番４、
１番５、１番11 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都千代田区鍛冶町二丁目２番２号
賃貸事業収入① 179 

交通(主な利用駅) 
ＪＲ山手線・京浜東北線・中央線、東
京メトロ銀座線「神田」駅 

  賃貸収入 179 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業費用② 45 
  

用途地域 商業地域   管理業務費 9 

建蔽率 80％   公租公課 15 

容積率 800％(一部600％)
  水道光熱費 12 

  修繕費 5 

地積 632.98㎡   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 
  その他 2 

ＮＯＩ③(①－②) 134 

用途 事務所・店舗 減価償却費④ 12 

構造・階数 ＳＲＣ造陸屋根地下１階付９階建

賃貸事業利益
(③－④) 121 

賃貸借の概況   

竣工年月 昭和34年11月 テナント総数 10 

延床面積 5,511.83㎡ 賃貸可能面積 4,537.66㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 4,537.66㎡

特記事項 

(1) 本件建物は、その竣工後に導入された一部の法令上の規制(建築基準法第52条の許容容積率、建築基準法施行

令第112条の防火区画及び第126条の２の排煙設備の設置義務、東京都駐車場条例の駐車場設置義務など)との

関係で、いわゆる既存不適格の状態にあり、本書の日付現在の法令上、本件建物と同様の建物は建築できませ

ん。ただし、法令に抵触しているわけではありません。 

(2) 本件建物については、平成15年に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年法律第123号)に基づいて千

代田区より耐震改修計画の認定を受けた上で耐震補強工事が実施されているほか、外壁リニューアル、空調・

電気設備、トイレ・セキュリティ他共用スペース等に関するリニューアル工事が実施されています。 

(3) 本件建物に設置された工作物等の一部が隣接する道路に越境しています。 
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芝公園ビル 

  

(注１) 本件土地の南側の一部(面積79.64㎡)は、建築基準法第42条第２項に定める道路(私道)として使用されていま

す。 

(注２) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注３) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、一棟の建物全体の床面積を記載しています。なお、専有部分の床面積

の合計は、3,063.81㎡です。 

(注４) テナントの１つについては本投資法人がテナントに直接賃貸しています。その他については、株式会社新日鉄

都市開発が一括して賃借し、マスターリース会社としてエンドテナントに転貸しています。なお、この転貸借

は、エンドテナントの支払賃料がマスターリース会社の支払う賃料とされるいわゆるパススルー型のマスター

リースです。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産 取得価額 5,770,000千円 

取得年月日 平成20年３月19日 鑑定評価額 3,410,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 ― 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

― 
不動産鑑定評価機
関 

日本土地建物株式会
社 

所在地 

地番 
東京都港区芝三丁目31番８、31番29、
31番35 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都港区芝三丁目５番５号
賃貸事業収入① 108 

交通(主な利用駅) 
都営地下鉄三田線「芝公園」駅、都営
地下鉄三田線・浅草線「三田」駅 

  賃貸収入 108 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 

31 番 29(287.15 ㎡ ) 所 有 権、31 番 8
(205.91㎡)と31番35(447.86㎡)の２筆
(653.77㎡ )は共有持分100,000分の
82,564 

賃貸事業費用② 36 

  

用途地域 

東側都市計画道路より30m以内の部分
(A)及び北側特別区道より20m以内の部
分(B)：商業地域 
(A)(B)以外の部分：近隣商業地域 

  管理業務費 9 

建蔽率 
商業地域 (A)の部分：80％、(A)を除
く(B)の部分：80％、近隣商業地域：
80％ 

  公租公課 9 

容積率 
商業地域 (A)の部分：600％、(A)を除
く(B)の部分：500％、近隣商業地域：
400％ 

  水道光熱費 8 

  修繕費 7 

地積 940.92㎡(注１)   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 

区分所有権 
芝 三 丁 目 31 番 35 の 101、301、401、
501、601、701：1階～7階、ＳＲＣ造７
階建、3,063.81㎡ 

  その他 ―

ＮＯＩ③(①－②) 72 

用途 事務所 減価償却費④ 22 

構造・階数 
ＳＲＣ造陸屋根地下１階付８階建
(注２) 

賃貸事業利益
(③－④) 49 

賃貸借の概況   

竣工年月 平成３年５月 テナント総数 2(注４)

延床面積 4,958.29㎡(注３) 賃貸可能面積 3,060.43㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 2,836.19㎡

特記事項 

(1) 芝公園ビルの各専有部分を所有する建物区分所有者は、全員で芝公園ビル管理組合を構成し、管理規約が定め

られています。 

(2) 本件土地隣接地内の建物付属物等の一部が本件土地に越境しています。 
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晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＺ 

  

(注１) 本件不動産は、高度利用地区指定、晴海一丁目地区再開発地区計画及び晴海一丁目地区第一種市街地再開発事

業により、以下をはじめとする法令上の制限を受けます。容積率の 高限度：770％、容積率の 低限度：

200％、建築物の建築面積の 低限度：200㎡、壁面の位置の制限、建築物の高さの 高限度：200ｍ 

(注２) オフィスタワーＺを含めた西地区全体の面積を記載しています。 

(注３) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注４) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、一棟の建物全体(西地区全体)の床面積を記載しています。なお、専有

部分の床面積の合計は、10,759.81㎡です。 

(注５) 株式会社大林組が一括して賃借し、マスターリース会社としてテナントに転貸し、さらにテナントがエンドテ

ナントに転々貸しています。マスターリース会社が本投資法人に支払う賃料は固定賃料です。なお、平成21年

5月20日付で、本投資法人とマスターリース会社である株式会社大林組は、マスターリース会社とテナントと

の間で転貸借料の増額改定があった場合は、相当額を賃料に上乗せすることを合意しました。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 20,000,000千円

取得年月日 平成20年３月27日 鑑定評価額 15,100,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成30年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 東京都中央区晴海一丁目85番
物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都中央区晴海一丁目８番12号
賃貸事業収入① 628 

交通(主な利用駅) 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅   
賃貸収入 628 

その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 
所有権、敷地権の割合100,000,000分の
7,601,679 

賃貸事業費用② 133 
  
用途地域 商業地域 管理業務費 43 

建蔽率 80％ 公租公課 42 

容積率 500％(注１) 
水道光熱費 40 

修繕費 0 

地積 39,569.53㎡(注２) 損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 

区分所有権 
中央区晴海一丁目85番の24： 
17階、Ｓ造１階建、978.16㎡ 
中央区晴海一丁目85番の25： 
18～22階、Ｓ造５階建、9,781.65㎡ 

その他 5 

ＮＯＩ③(①－②) 495 

用途 事務所 減価償却費④ 119 

構造・階数 
Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ造陸屋根・ステンレ
ス鋼板葺地下４階付40階建(注３) 

賃貸事業利益
(③－④) 375 

賃貸借の概況   

竣工年月 平成13年10月 テナント総数 1(注５)

延床面積 267,132.67㎡(注４) 賃貸可能面積 10,914.20㎡

ＰＭ会社 株式会社千代田ビルマネジメント 賃貸面積 10,914.20㎡

特記事項 

(1) 本件土地の南西側道路は、都市高速道路晴海線(計画決定年月日：平成５年７月19日 告知番号：都告第805

号)に該当し、また本件土地の一部が当該都市高速道路に付帯する換気所の予定地に該当しています。なお、

事業化の見通しは不明です。 

(2) 本件建物の区分所有者が区分所有権を譲渡する場合には、他の西地区管理組合、オフィスタワーＸ・ホール管

理組合及びオフィスタワーＷ管理組合に属する区分所有者全員の同意を得なければならないことが合意されて

います。 
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神田錦町三丁目ビルディング(注) 

  

(注) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

   また、神田錦町三丁目ビルディングの賃貸事業収入、賃貸事業費用については、テナントの承諾が得られなかっ

たため開示していません。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 12,700,000千円

取得年月日 平成22年１月13日 鑑定評価額 14,100,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成32年１月14日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 
東京都千代田区神田錦町三丁目11番
１、11番13、11番18 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 
東京都千代田区神田錦町三丁目11番１
号 賃貸事業収入①   

交通(主な利用駅) 
東京メトロ東西線「竹橋」駅、東京メ
トロ半蔵門線、都営地下鉄新宿線・三
田線「神保町」駅 

  賃貸収入   

  その他収入   

土地 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業費用②   
  

用途地域 商業地域   管理業務費   

建蔽率 80％   公租公課 －(注)

容積率 

錦町河岸交差点隅切りより20m以北：
600％ 
錦町河岸交差点隅切りより20m以南：
700％ 

  水道光熱費   

  修繕費   

地積 2,105.12㎡   損害保険料   

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 
  その他   

ＮＯＩ③(①－②) 417 

用途 事務所・駐車場 減価償却費④ 34 

構造・階数 ＳＲＣ造陸屋根地下２階付９階建

賃貸事業利益
(③－④) 383 

賃貸借の概況   

竣工年月 昭和48年３月 テナント総数 1 

延床面積 12,169.78㎡ 賃貸可能面積 8,025.65㎡

ＰＭ会社 住商ビルマネージメント株式会社 賃貸面積 8,025.65㎡

特記事項 

(1) 本件土地の一部に、東京都を地上権者として、東京都地下高速電車事業施設所有目的で地上権が設定されてい

ます。 

(2) 本件土地の一部において、東京電力株式会社との間で変電所建物の敷地として使用する目的で昭和45年10月31

日付賃貸借契約が締結されています。 

(3) 本件建物については、平成21年に建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）に基づいて東

京都知事より耐震改修計画の認定を受けた上で耐震補強工事が実施されているほか、平成13年に外装及び内

装、給排水設備、空調調和設備、衛生設備、昇降機設備のリニューアル工事が実施されています。 

(4) 本件土地の実測図記載の面積は、登記簿記載の面積より約４㎡少なく、指定容積率を超過し、既存不適格であ

る可能性があり、本件建物と同様の建物は建築できない可能性があります。 
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ファーレイーストビル 

  

(注１) 本件不動産は、高度利用地区(立川基地跡地関連市街地再開発事業区域(Ａ))の指定を受けており、以下をはじ

めとする法令上の制限を受けます。 

建蔽率の 高限度：70％、容積率の 高限度：700％、容積率の 低限度：300％、建築面積の 低限度：200

㎡、１ｍの壁面線の後退義務 

(注２) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注３) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、一棟の建物全体の床面積を記載しています。なお、専有部分の床面積

の合計は、5,848.73㎡です。 

(注４) 株式会社新日鉄都市開発が一括して賃借し、マスターリース会社としてエンドテナントに転貸しています。な

お、この転貸借は、エンドテナントの支払賃料がマスターリース会社の支払う賃料とされるいわゆるパススル

ー型のマスターリースです。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,091,000千円 

取得年月日 
平成18年３月１日(２～６階部分)
平成20年３月18日(８階部分) 

鑑定評価額 2,500,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成31年２月末日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 東京都立川市曙町二丁目295番、49番８
物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都立川市曙町二丁目34番７号
賃貸事業収入① 163 

交通(主な利用駅) 
ＪＲ中央線「立川」駅、多摩モノレー
ル「立川北」駅 

  賃貸収入 163 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 

２～５階部分：所有権、敷地権の割合
100,000,000分の38,855,000 
６階部分：所有権、敷地権の割合
100,000,000分の5,689,000 
８階部分：所有権、敷地権の割合 
100,000,000分の10,255,700 

  
賃貸事業費用② 
  

69 

  管理業務費 28 

用途地域 商業地域   公租公課 12 

建蔽率 80％(注１)   水道光熱費 27 

容積率 600％(注１)   修繕費 0 

地積 2,350.84㎡   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 

区分所有権 
曙町二丁目295番の201：２～５階、Ｓ
造４階建、4,146.22㎡ 
曙町二丁目295番の603：６階、Ｓ造１
階建、607.92㎡ 
曙町二丁目295番の801：８階、Ｓ造１
階建、1,094.59㎡ 

  その他 1 

ＮＯＩ③(①－②) 93 

減価償却費④ 46 

用途 事務所 
賃貸事業利益
(③－④) 46 

構造・階数 
Ｓ・ＳＲＣ造陸屋根地下１階付12階建
(注２) 

賃貸借の概況   

竣工年月 平成６年12月 テナント総数 1(注４)

延床面積 16,206.34㎡(注３) 賃貸可能面積 5,850.23㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 5,604.51㎡

特記事項       

該当事項はありません。       
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日鉄本町ビル 

  

(注) 前面道路幅員による制限等により基準容積率は約694％となりますが、総合設計制度の適用のため割増後容積率

は738.35％となります。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,100,000千円 

取得年月日 平成18年３月１日 鑑定評価額 1,380,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成28年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社谷澤総合鑑
定所 

所在地 

地番 
大阪府大阪市西区靱本町一丁目136番、
137番 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 
大阪府大阪市西区靱本町一丁目10番24
号 賃貸事業収入① 91 

交通(主な利用駅) 大阪市営地下鉄四つ橋線「本町」駅
  賃貸収入 91 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業費用② 39 
  
用途地域 商業地域   管理業務費 12 

建蔽率 80％   公租公課 9 

容積率 800％(注) 
  水道光熱費 10 

  修繕費 3 

地積 852.55㎡   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 
  その他 4 

ＮＯＩ③(①－②) 51 

用途 事務所、車庫 減価償却費④ 16 

構造・階数 ＳＲＣ造陸屋根地下２階付12階建

賃貸事業利益
(③－④) 35 

賃貸借の概況   

竣工年月 平成３年６月 テナント総数 12 

延床面積 6,714.09㎡ 賃貸可能面積 4,409.52㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 4,272.34㎡

特記事項 

該当事項はありません。 
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相模原ショッピングセンター 

  

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 12,000,000千円

取得年月日 平成18年３月１日 鑑定評価額 10,300,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成28年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

大和不動産鑑定株式
会社 

所在地 
地番 

神奈川県相模原市南区古淵三丁目113番
１、113番２、113番３、113番４ 

物件収支の状況(百万円) 

住居表示 
神奈川県相模原市南区古淵三丁目13番
33号 運用期間

平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 交通(主な利用駅) ＪＲ横浜線「古淵」駅

土地 
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業収入① 407 
  
用途地域 近隣商業地域   賃貸収入 407 

建蔽率 80％   その他収入 ―

容積率 200％ 賃貸事業費用② 79 

地積 30,949.80㎡   管理業務費 2 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権   公租公課 55 

用途 

113番２の１：店舗、事務所、温室
113番２の２：店舗 
113番３：店舗、事務所、駐車場 
113番４：駐車場 

  水道光熱費 ―

  修繕費 17 

  損害保険料 0 

  その他 3 

構造・階数 

113番２の１：Ｓ造亜鉛メッキ鋼板葺２
階建 
113番２の２：Ｓ造陸屋根２階建 
113番３：Ｓ・ＲＣ造陸屋根地下１階付
４階建 
113番４：Ｓ造陸屋根４階建 

ＮＯＩ③(①－②) 328 

減価償却費④ 55 

竣工年月 

113番２の１：平成５年５月
113番２の２：平成５年８月 
113番３：平成５年８月 
113番４：平成10年11月 

賃貸事業利益
(③－④) 273 

賃貸借の概況   

延床面積 

113番２の１：772.16㎡
113番２の２：480.33㎡ 
113番３：39,381.47㎡ 
113番４：15,717.46㎡ 
合計：56,351.42㎡ 

テナント総数 
  

2 
  

賃貸可能面積 61,763.28㎡

ＰＭ会社 王子不動産株式会社 賃貸面積 61,763.28㎡

特記事項 

(1) 道路用地等として提供するため、本件土地の一部(合計778.75㎡)につき、国又は相模原市との間で土地使用貸

借契約が締結されており、当該土地を無償で国又は相模原市に貸与しています。かかる土地使用貸借契約に

は、第三者に対する当該土地の譲渡又は当該土地への用益若しくは担保物権の設定を禁止する旨、当該土地を

売却する必要が生じた場合には、関東地方整備局が買い取るものとする旨、及び当該土地を第三者に譲渡する

場合には国又は相模原市の同意を要する旨が規定されています。 

(2) 賃貸人と賃借人である株式会社イトーヨーカ堂との間で、賃貸人が賃借人に対して賃貸している不動産を第三

者に譲渡する場合には、事前にその旨を賃借人に通知し、賃借人が譲受を希望したときは第三者に優先して買

受をさせることが合意されています。 

(3) 本件不動産の一部に対して、株式会社イトーヨーカ堂を抵当権者、同社の有する敷金返還請求権を被担保債権

とする抵当権が設定されています。 
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イトーヨーカドー東習志野店 

  

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 8,900,000千円 

取得年月日 平成18年６月30日 鑑定評価額 5,568,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成26年11月30日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社中央不動産
鑑定所 

所在地 

地番 
千葉県習志野市東習志野七丁目616番
１、678番１ 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 
千葉県習志野市東習志野七丁目３番１
号 賃貸事業収入① 236 

交通(主な利用駅) 京成本線「八千代台」駅
  賃貸収入 236 

  その他収入 ―

土地 
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 賃貸事業費用② 43 
  
用途地域 工業地域   管理業務費 1 

建蔽率 60％   公租公課 29 

容積率 200％ 
  水道光熱費 ―

  修繕費 9 

地積 29,854.57㎡   損害保険料 0 

建物 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

所有形態 所有権 
  その他 2 

ＮＯＩ③(①－②) 192 

用途 店舗、駐車場 減価償却費④ 107 

構造・階数 
店舗：ＲＣ造陸屋根地下１階付４階建
駐車場：Ｓ造陸屋根６階建 

賃貸事業利益
(③－④) 85 

賃貸借の概況   

竣工年月 平成６年10月 テナント総数 1 

延床面積 
45,338.37㎡ 
( 店 舗 ： 26,535.68 ㎡、駐 車 場 ：
18,802.69㎡) 

賃貸可能面積 51,098.42㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 51,098.42㎡

特記事項 

(1) 信託財産には、上記建物のほか登記対象外建築物である簡易駐車場(4,815.30㎡)及び浄化槽(292.87㎡)が含ま

れ、賃貸対象になっています。 

(2) 旧信託受託者である中央三井信託銀行株式会社において、下記(ア)乃至(ウ)に該当する土地部分について「土

地賃貸借契約」又は「土地使用貸借契約」が締結されています。なお、かかる契約における旧信託受託者の地

位は平成21年４月28日付で住友信託銀行株式会社へ承継されています。 

(ア)本件土地の北側に位置する日鐵住金溶接工業株式会社の工場敷地への電力供給のための鉄塔用地の確保を目

的として、本件土地の一部を賃貸する「土地賃貸借契約」と、線下用地として本件土地の一部を無償貸借す

る「土地使用貸借契約」が旧信託受託者と東京電力株式会社の間で締結されており、それらに基づき本件土

地の南西角付近に鉄塔が設置され、また本件土地の西側を送電線が通過しています。なお、当該土地使用貸

借契約に基づき一定の建築制限等があります。 

(イ)旧信託受託者と株式会社竹中工務店との間で、本件土地の一部を使用する「土地賃貸借契約」が締結されて

おり、株式会社竹中工務店が本件土地の西側に配水管を埋設しています。 

(ウ)旧信託受託者と日鐵住金溶接工業株式会社との間で、本件土地の一部を使用する「土地賃貸借契約」が締結

されており、本件土地の北側に位置する日鐵住金溶接工業株式会社の工場用配水管が本件土地の東側に埋設

されています。 

(3) 賃貸人と賃借人である株式会社イトーヨーカ堂との間で、賃貸人が本件不動産を第三者に譲渡する場合には、

事前にその旨を賃借人に通知し、賃借人が譲受を希望したときは第三者に優先して買受をさせることが合意さ

れています。 
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武蔵浦和ショッピングスクエア 

  

(注１) 本件建物は、区分所有建物として登記(４個の専有部分で構成され、「武蔵浦和ショッピングスクエア」とし

て一棟の建物として登記)されており、本件土地には当該区分所有建物の敷地権が設定され、敷地権の登記が

なされています。なお、４個の専有部分及び敷地権の全てが不動産信託受益権の対象となっています。 

(注２) 本件不動産は、高度利用地区(武蔵浦和駅第８－１地区)の指定及び地区計画(武蔵浦和駅第８－１街区地区計

画)により、以下をはじめとする法令上の制限を受けます。 

建蔽率の 高限度：60％、容積率の 高限度：500％、容積率の 低限度：200％、建築面積の 低限度：

1,000㎡、２ｍ及び９ｍの壁面線の後退義務 

(注３) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注４) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、一棟全体の床面積を記載しています。 

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 4,335,000千円 

取得年月日 平成19年３月19日 鑑定評価額 3,810,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成29年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

大和不動産鑑定株式
会社 

所在地 

地番 
埼玉県さいたま市南区別所七丁目1546
番 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 
埼玉県さいたま市南区別所七丁目３番
１号 賃貸事業収入① 129 

交通(主な利用駅) ＪＲ埼京線・武蔵野線「武蔵浦和」駅
  賃貸収入 129 

  その他収入 0 

土地 所有形態 
所有権(不動産信託受益権の準共有持分
50％)(注１) 

賃貸事業費用② 18 
      
  用途地域 商業地域   管理業務費 1 

  建蔽率 80％(注２)   公租公課 15 

  容積率 400％(注２) 
  水道光熱費 ―

  修繕費 0 

  地積 8,317.99㎡   損害保険料 0 

建物 所有形態 
区分所有権(不動産信託受益権の準共有
持分50％)(注１) 

  その他 1 

ＮＯＩ③(①－②) 110 

  用途 店舗、駐車場 減価償却費④ 49 

  構造・階数 Ｓ造陸屋根地下１階付４階建(注３)

賃貸事業利益
(③－④) 60 

賃貸借の概況   

  竣工年月 平成17年10月 テナント総数 3 

  延床面積 28,930.36㎡(注４) 賃貸可能面積 14,960.69㎡

ＰＭ会社 
株式会社新日鉄都市開発、東京建物株
式会社 

賃貸面積 14,960.69㎡

特記事項 

(1) 本投資法人は、日本プライムリアルティ投資法人とそれぞれ50％の割合で不動産信託受益権を準共有してお

り、本投資法人及び日本プライムリアルティ投資法人との間で受益者間協定が締結されています(注５)。 

(2) 本件不動産は、隣接する住宅棟及びペントハウス棟と共に一棟の建物として建築確認申請及び完了検査を受け

ていますので、建築物の建替え等を行う場合は、隣接地建物との建物協定等に基づき建替え等を行う必要があ

ります。 
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(注５) 受益者間協定には以下の内容等が規定されています。 

・受益者としての意思形成に関し、本件建物の建替えに関する事項等の特定の重要な事項については、準共有者

(各受益者)全員の合意が必要であり、重要な事項以外については、過半数の賛成により行うことが定められて

います。ただし、特定の重要な事項の一部の事項については、一定期間内に準共有者間(受益者)の意思形成が

できない場合には、専門的な知見のある第三者を選任し、当該第三者の決定に従うことになります。 

・準共有者(各受益者)は、準共有持分(各受益権)を処分する場合には、第三者に優先して事前に他の準共有者

(受益者)との間で協議を行う等、各準共有者(受益者)が他の準共有持分(受益権)に対する先買権を有していま

す。 
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深沢ハウスＨＩ棟 

  

(注１) 深沢ハウスＨＩ棟を含めた深沢ハウス全体の面積を記載しています。 

(注２) 本件建物は、区分所有建物として登記(124個の専有部分で構成され、「深沢ハウスＨＩ棟」として一棟の建物

として登記)されており、124個の専有部分の全てが不動産信託受益権の対象となっています。 

(注３) 一棟の建物の登記簿上の構造・階数を記載しています。 

(注４) 区分所有の専有部分の床面積ではなく、深沢ハウスＨＩ棟として登記されている一棟の建物全体の床面積を記

載しています。なお、専有部分の床面積の合計は、11,357.44㎡です。 

(注５) アール・エー・アセット・マネジメント株式会社が一括して賃借し、マスターリース会社としてエンドテナン

トに転貸しています。なお、この転貸借は、エンドテナントの支払賃料がマスターリース会社の支払う賃料と

されるいわゆるパススルー型のマスターリースです。 

(注６) 本件土地の東側の一部(220.99㎡)は、建築基準法第42条第２項に定める道路(私道)として使用されています。

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 10,635,000千円

取得年月日 平成18年12月８日 鑑定評価額 6,980,000千円

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成28年11月30日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 

東京都世田谷区深沢二丁目940番２、
940番５ 
東京都目黒区八雲五丁目124番２、125
番20 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都世田谷区深沢二丁目１番２号
賃貸事業収入① 244 

交通(主な利用駅) 
東急東横線「都立大学」駅、東急田園
都市線「駒沢大学」駅、東急東横線・
大井町線「自由が丘」駅 

  賃貸収入 234 

  その他収入 10 

土地 所有形態 
所有権、敷地権の割合
10,000,000分の1,584,269 

賃貸事業費用② 68 
      

  用途地域 
第一種低層住居専用地域、第一種中高
層住居専用地域   管理業務費 38 

  建蔽率 
第一種低層住居専用地域60％、第一種
中高層住居専用地域60％   公租公課 16 

  容積率 
第一種低層住居専用地域150％、第一種
中高層住居専用地域200％ 

  水道光熱費 0 

  修繕費 10 

  地積 39,840.90㎡(注１) (注６)   損害保険料 0 

建物 所有形態 区分所有権(注２)
  その他 2 

ＮＯＩ③(①－②) 176 

  用途 共同住宅 減価償却費④ 66 

  構造・階数 
ＲＣ造コンクリート屋根・陸屋根14階
建(注３) 

賃貸事業利益
(③－④) 109 

賃貸借の概況   

  竣工年月 平成16年６月 テナント総数 １(注５)

  延床面積 12,135.36㎡(注４) 賃貸可能面積 11,357.44㎡

ＰＭ会社 
アール・エー・アセット・マネジメン
ト株式会社 

賃貸面積 10,627.02㎡

特記事項 

(1) 本件不動産の東側敷地境界において擁壁の一部が東京都所有地に越境しています。 

(2) 本件土地は、一団地の認定を受けていますので、建築物の増築等を行う場合は、再度認定を受ける手続きが必

要となります。 
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エコロジー豊洲プロセンチュリー 

  

(注) 株式会社明豊プロパティーズが一括して賃借し、マスターリース会社としてエンドテナントに転貸しています。

なお、この転貸借は、エンドテナントの支払賃料がマスターリース会社の支払う賃料とされるいわゆるパススル

－型のマスターリースです。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 5,160,000千円 

取得年月日 平成20年５月30日 鑑定評価額 4,520,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成27年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

財団法人日本不動産
研究所 

所在地 

地番 東京都江東区豊洲四丁目１番57
物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 東京都江東区豊洲四丁目８番８号
賃貸事業収入① 158 

交通(主な利用駅) 
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅、東京
臨海新交通臨海線「豊洲」駅 

  賃貸収入 155 

  その他収入 2 

土地 所有形態 所有権 賃貸事業費用② 35 
      
  用途地域 第一種住居地域   管理業務費 21 

  建蔽率 60％   公租公課 6 

  容積率 300％ 
  水道光熱費 1 

  修繕費 4 

  地積 2,499.10㎡   損害保険料 0 

建物 所有形態 所有権 
  その他 1 

ＮＯＩ③(①－②) 122 

  用途 共同住宅 減価償却費④ 51 

  構造・階数 ＲＣ造陸屋根地下１階付９階建

賃貸事業利益
(③－④) 70 

賃貸借の概況   

  竣工年月 平成17年１月 テナント総数 1(注)

  延床面積 9,630.96㎡ 賃貸可能面積 6,789.03㎡

ＰＭ会社 株式会社明豊プロパティーズ 賃貸面積 6,635.01㎡

特記事項 

該当事項はありません。 
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ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ(オークプラザ) 

  

(注) 株式会社新日鉄都市開発が一括して賃借し、マスターリース会社としてテナントに転貸しています。なお、 

マスターリース会社の支払う賃料は固定賃料です。 

  

ｆ 担保提供の状況 

(本書の日付現在) 

(注) 被担保債権は、株式会社イトーヨーカ堂の有する敷金返還請求権です。 

  

資産の概要 取得価額及び鑑定評価額等 

資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,590,000千円 

取得年月日 平成19年３月20日 鑑定評価額 2,674,000千円 

信託受益
権の概要 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 価格時点 平成22年10月31日

信託期間満了
日 

平成29年３月31日
不動産鑑定評価機
関 

株式会社中央不動産
鑑定所 

所在地 

地番 
東京都千代田区神田淡路町二丁目10番
６、10番７、10番８、10番９、10番
10、10番11、10番12 

物件収支の状況(百万円) 

運用期間
平成22年５月１日～
平成22年10月31日 
  (日数：184) 

住居表示 
東京都千代田区神田淡路町二丁目10番
６号 賃貸事業収入① 94 

交通(主な利用駅) 

東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅、都
営地下鉄新宿線「小川町」駅、東京メ
トロ千代田線「新御茶ノ水」駅、ＪＲ
中央線・総武線「御茶ノ水」駅 

  賃貸収入 94 

  その他収入 ―

土地 所有形態 所有権 賃貸事業費用② 20 
      
  用途地域 商業地域   管理業務費 0 

  建蔽率 80％   公租公課 14 

  容積率 600％ 
  水道光熱費 ―

  修繕費 4 

  地積 1,013.49㎡   損害保険料 0 

建物 所有形態 所有権 
  その他 1 

ＮＯＩ③(①－②) 73 

  用途 ホテル 減価償却費④ 11 

  構造・階数 ＳＲＣ造陸屋根地下１階付10階建

賃貸事業利益
(③－④) 62 

賃貸借の概況   

  竣工年月 昭和60年４月 テナント総数 1（注）

  延床面積 6,121.85㎡ 賃貸可能面積 6,121.85㎡

ＰＭ会社 株式会社新日鉄都市開発 賃貸面積 6,121.85㎡

特記事項 

(1) 本件建物は、株式会社新日鉄都市開発に一括賃貸しており、当該賃貸借契約において、信託受託者が本件不動

産を第三者に譲渡する場合には、株式会社新日鉄都市開発が先買権を有することが定められています。 

(2) 本件建物の付属物等の一部が隣接地に越境し、また、隣接地内の建物及び建物付属物等の一部が本件土地に越

境しています。なお、越境に関し、当該隣接地の所有者との間で覚書等を締結しています。 

物件名称 担保種類 担保権者
直近鑑定評価額

(百万円) 

相模原ショッピングセンター 抵当権 株式会社イトーヨーカ堂 10,300 
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(ロ)主要な不動産の物件に関する情報 

保有資産のうち、当期の不動産賃貸事業収入が不動産賃貸事業収入の合計の10％以上を占める不

動産(以下「主要な不動産」といいます。)の概要は、以下の通りです。 

(注) 準共有のため、賃貸面積・賃貸可能面積ともに当該持分割合を乗じた数値を記載しています。 

  

  

物件名称 日本電気本社ビル

テナント総数 1 

賃貸事業収入(百万円) 1,370 

対総賃貸事業収入比率(％) 22.6 

賃貸面積(㎡) 72,238.03 

賃貸可能面積(㎡) 72,238.03 

近５年間の稼働率の推移(％) 

平成18年10月31日 100.0 

平成19年４月30日 100.0 

平成19年10月31日 100.0 

平成20年４月30日 100.0 

平成20年10月31日 100.0 

平成21年４月30日 100.0 

平成21年10月31日 100.0 

  平成22年４月30日 100.0 

  平成22年10月31日 100.0 

物件名称 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹ 

テナント総数 7 

賃貸事業収入(百万円) 1,335 

対総賃貸事業収入比率(％) 22.0 

賃貸面積(㎡) 23,219.46 

賃貸可能面積(㎡) 23,219.46 

近５年間の稼働率の推移(％) 

平成18年10月31日 98.8 

平成19年４月30日 100.0 

平成19年10月31日 100.0 

平成20年４月30日 100.0 

平成20年10月31日 100.0 

平成21年４月30日 100.0 

平成21年10月31日 100.0 

  平成22年４月30日 100.0 

  平成22年10月31日 100.0 
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(注) 「 近５年間の稼働率の推移」は、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載していま

す。 

  

 

物件名称 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワー Ｚ

テナント総数 1 

賃貸事業収入(百万円) 628 

対総賃貸事業収入比率(％) 10.4 

賃貸面積(㎡) 10,914.20 

賃貸可能面積(㎡) 10,914.20 

近５年間の稼働率の推移(％) 

平成18年10月31日 －

平成19年４月30日 －

平成19年10月31日 －

平成20年４月30日 100.0 

平成20年10月31日 100.0 

平成21年４月30日 100.0 

平成21年10月31日 100.0 

  平成22年４月30日 100.0 

  平成22年10月31日 100.0 
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(ハ)主要なテナントに関する情報 

保有資産について、平成22年10月31日現在で、特定のテナントに対する賃貸面積(保有資産の複数

に同一のテナントが入居している場合は、その賃貸面積の合計)が、同日現在の全賃貸面積の10％以

上を占めるテナント(以下「主要なテナント」といいます。)の概要は、以下の通りです。 

  

  

テナント名称 
日本電気株式会社

(注１) 
業種(注３) 製造業 

物件名称 日本電気本社ビル 賃貸面積 72,238.03㎡(注４)

年間賃料 
(注２) 

2,741百万円
全賃貸面積に占める割合

(％)(注５) 24.9 

敷金・保証金等 ― 契約満了日 平成37年12月28日

契約更改方法 契約期間満了の２年６か月前より再契約協議

その他特記事項 

本件賃貸借契約は、借地借家法第38条に規定される定期建物賃貸借契約です。ま

た、借地借家法第32条の適用はなく、本件賃貸借契約の規定に従い改定される場合

を除き、賃貸人及び賃借人は賃料増減額請求権を有しません。 

本件賃貸借契約締結日(平成17年12月28日)より８年経過後、12年経過後及び16年経

過後の各所定期日において本件賃貸借契約所定の方式に従い賃料の改定を行いま

す。 

賃借人は、本件賃貸借契約の規定に従い、賃貸借契約日より満８年、満12年及び満

16年の各日を解約日として、上記賃貸借契約期間満了前においても、本件賃貸借契

約を解約することができます。当該解約に際しては、解約日の２年～２年６か月前

に解約通知を行う等本件賃貸借契約所定の手続を行う必要があります。 

本件賃貸借契約の規定に従い、金融機関より本件賃貸借契約に係る賃借人の債務の

履行を保証する内容の保証状(保証金額は賃料の６か月分相当)が差し入れられてい

ます。 

本件賃貸借契約の規定に従い、本件建物の管理は賃借人の責任と負担で行い、併せ

て水道光熱費、日常的な管理に要する費用等は賃借人が負担する旨定められていま

す。 

本件不動産を第三者に譲渡する場合、一定の手続に従い賃借人に先買権を付与する

旨定められています。 
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(注１) 平成22年10月31日現在効力を有する各賃貸借契約に基づいて記載しています。 

(注２) 年間賃料とは、上記(注１)記載の各賃貸借契約に記載される月間賃料(賃料・共益費の合計)を12倍したものを

いいます(百万円未満は切り捨てて記載しています。)。ただし、日本電気本社ビルは準共有のため当該持分割

合を乗じた数値を記載しています。 

(注３) 業種については、総務省統計局日本標準産業分類の大分類に従い記載しています。 

(注４) 日本電気本社ビルは、準共有のため、当該持分割合を乗じた数値を求め、その小数第３位を四捨五入して記載

しています。 

(注５) 小数第２位を四捨五入して記載しています。 

  

 

テナント名称 
株式会社イトーヨーカ堂

(注１) 
業種(注３) 卸売・小売業

物件名称 
相模原ショッピングセンタ
ー 

賃貸面積 60,991.12㎡

年間賃料(注２) 803百万円
全賃貸面積に占める割合

(％)(注５) 21.0 

敷金・保証金等 敷金 719百万円 契約満了日 平成25年８月10日

契約更改方法 
賃貸人と賃借人の協議を原則とし、これによることができないときは、借地借家法

の定めによります。 

その他特記事項 

本件賃貸借契約において水道光熱費、日常的な管理に要する費用等は賃借人が負担

する旨定められています。 

賃貸借契約期間中、３年経過毎に賃料の改定協議が行われます。なお、次回の賃料

改定時期は平成23年８月11日です。 

物件名称 
イトーヨーカドー東習志野
店 

賃貸面積 51,098.42㎡

年間賃料(注２) 471百万円
全賃貸面積に占める割合

(％)(注５) 17.6 

敷金・保証金等 敷金 1,135百万円 契約満了日 平成26年11月30日

契約更改方法 
賃貸人と賃借人の協議を原則とし、これによることができないときは、借地借家法
の定めによります。 

その他特記事項 

平成19年８月１日より賃料改定を行い、契約満了日までの間、上記の年間賃料(月額

賃料×12か月)を固定賃料とすること、並びに毎年３月以降の固定賃料に一定の算定

方法に基づく売上歩合賃料を付加することで合意していますが、平成22年３月から

１年間は売上歩合賃料の発生はありません。 

本件賃貸借契約において水道光熱費、日常的な管理に要する費用等は、賃借人が負

担する旨定められています。 
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(ニ)賃貸面積上位５テナントに関する情報 

保有資産について、平成22年10月31日現在で、特定のテナントに対する賃貸面積(保有資産の複数

に同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が、同日現在の全賃貸面積に占める

割合の高い順に５位までのテナントは、以下の通りです。 

  

(注１) 業種については、総務省統計局日本標準産業分類の大分類に従い記載しています。 

(注２) 日本電気本社ビルは、準共有のため、当該持分割合を乗じた数値を求め、その小数第３位を四捨五入して記載

しています。 

(注３) 小数第２位を四捨五入して記載しています。 

(注４) ファーレイーストビル及び芝公園ビルの事務所部分の賃貸借は、株式会社新日鉄都市開発が一括して賃借し、

マスターリース会社としてエンドテナントに転貸しています。なお、この転貸借は、エンドテナントの支払賃

料がマスターリース会社の支払う賃料とされるいわゆるパススルー型のマスターリースです。ＯＡＫ ＰＬＡ

ＺＡ（オークプラザ）の賃貸借は、株式会社新日鉄都市開発がビル一棟を一括して賃借し、賃貸人に対し固定

賃料を支払う、いわゆるサブリースです。 

(注５) 株式会社大林組が一括して賃借し、マスターリース会社としてテナントに転貸し、さらにテナントがエンドテ

ナントに転々貸しています。マスターリース会社が本投資法人に支払う賃料は固定賃料です。なお、平成21年

５月20日付で、本投資法人とマスターリース会社である株式会社大林組は、マスターリース会社とテナントと

の間で転貸借料の増額改定があった場合は、相当額を賃料に上乗せすることを合意しました。 

  

テナント名称 
業種 
(注１) 

物件名称
賃貸面積(㎡) 

(注２) 
全賃貸面積に占め
る割合(％)(注３) 

株式会社イトーヨー
カ堂 

卸売・小売業 
相模原ショッピングセンタ
ー／イトーヨーカドー東習
志野店 

112,089.54 38.6 

日本電気株式会社 製造業 日本電気本社ビル 72,238.03 24.9 

株式会社新日鉄都市
開発(注４) 

不動産業 
ファーレイーストビル／Ｏ
ＡＫ ＰＬＡＺＡ(オーク
プラザ)／芝公園ビル 

14,284.00 4.9 

住友金属工業株式会
社 

製造業
晴海アイランド
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ 

11,905.47 4.1 

株式会社大林組 
(注５) 

建設業
晴海アイランド
トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ 

10,914.20 3.8 
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(ホ)地震リスク分析の概要 

本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・デリジェンスとして、株式会社イー・アール・

エス及び応用アール・エム・エス株式会社に調査を依頼し、地震リスク分析の評価を行っていま

す。当該調査においては、設計図書(建築一般図面、構造図面、構造計算書等を指します。)を用

い、独自の構造評価手法による検討によって、個々の建物の構造性能の評価を行い地震ハザード及

び地盤条件を含めた総合的な評価結果に基づき、地震による建物のＰＭＬ(予想 大損失率)(注１)

を算定しています。株式会社イー・アール・エス及び応用アール・エム・エス株式会社より、本投

資法人の運用資産に係る地震リスク分析・ポートフォリオ分析報告書(2010年11月)を、以下の通り

受領しています。 

  

(注１) 「ＰＭＬ」は、不動産・保険業界等において「予想 大損失率」として訳されており、建物に関する地震リス

クの評価指標として用いられています。ただし、統一された厳密な定義はなく、目的や用途に応じて様々に

定義されています。 

  本書においては、株式会社イー・アール・エス、応用アール・エム・エス株式会社により算出された損失額

及び年超過確率の関係を表す「リスクカーブ」から「再現期間475年に対する建物の予想損失額」を「再調達

価格」で除した値の百分率を算出し、これを「ＰＭＬ(予想 大損失率)」と定義しています。 

物件名称 ＰＭＬ評価者
ＰＭＬ(％)
(注１) 

再調達価格(千円)
(注２) 

日本電気本社ビル 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 1.4 27,225,000 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ 

株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 1.2 12,555,000 

赤坂王子ビル 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 6.4 2,840,000 

神田パークプラザ 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 14.1 1,220,000 

芝公園ビル 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 9.6 1,182,700 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ 

株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 1.5 5,833,000 

神田錦町三丁目ビルディング(注
３) 

株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 7.0 3,181,000 

ファーレイーストビル 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 2.8 2,091,000 

日鉄本町ビル 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 8.5 1,725,800 

相模原ショッピングセンター
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 3.6 6,235,900 

イトーヨーカドー東習志野店
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 7.7 5,092,000 

武蔵浦和ショッピングスクエア 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 8.5 1,998,000 

深沢ハウスＨＩ棟 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 1.6 3,654,700 

エコロジー豊洲プロセンチュリ
ー 

株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 10.6 1,935,000 

ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ 
(オークプラザ) 

株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 7.7 1,494,860 

合計 
株式会社イー・アール・エス／
応用アール・エム・エス株式会社 

2.4(注４) 78,263,960 
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  分析においては、応用アール・エム・エス株式会社所有の自然災害リスク分析ソフトウェアRiskLink®を用

い、また建物の各種設計図書のレビュー及び現地調査を行い、個別建物の地震時脆弱性を検討・評価し、建

物に固有な損失率曲線を評価しています。ここで再現期間475年とは、建物の使用期間50年に10％の確率で起

こる事象に相当します。 

  ただし、予想損失には、地震動による建物(構造部材・非構造部材・建築設備)のみの直接損失に関するもの

であり、機器、家具、什器等の被害や地震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断によ

る営業損失等の二次的被害は含まれていません。 

(注２)  再調達価格とは、評価対象の建物を調査時点において再調達することを想定した場合において必要とされる

適正な原価の総額をいいます。上記記載の数値は、保有資産が区分所有又は共有(準共有も含みます。)であ

る場合は、本投資法人の持分相当に対する額を記載しています。 

(注３)  平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

(注４)  ＰＭＬの合計は、ポートフォリオ全体のＰＭＬを意味しています。 
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(ヘ)建物状況調査レポートの概要 

本投資法人では、運用資産の取得に際して個別不動産毎に建物状況調査を委託し、以下の通り建

物状況調査レポートを受領しています。また、一部の物件については、保有期間中に建物状況調査

レポートを再取得しています。なお、当該建物状況調査レポートの内容は、建物調査会社の意見で

あり、その正確性について保証されているものではありません。また、以下の各数値は、作成日付

現在のものであり、本書の日付現在のものではありません。 

  

(注１) 早期修繕費は、各建物調査会社の建物状況調査レポートに基づく緊急修繕費及び短期修繕費(１年以内に必要

となる修繕費に係る費用をいいます。)の合計額を記載しています。 

(注２) 長期修繕費は、各建物調査会社の建物状況調査レポートに基づく長期修繕費用予測の今後12年間の年平均額を

記載しています。 

(注３) 日本電気本社ビル及び武蔵浦和ショッピングスクエアについては、本投資法人の保有する準共有持分比率

(50％)相当額を記載し、区分所有建物である晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＹ、芝公園ビ

ル、晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーＺ、ファーレイーストビル及び深沢ハウスＨＩ棟につ

いては、本投資法人の保有する専有部分及び共用部分に係る各費用を記載しています。 

(注４) 建物調査会社の事情により、作成会社を変更しています。 

(注５) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

  

物件名称 作成会社 作成日
早期修繕費 
(千円)(注１) 

長期修繕費
(千円)(注２) 

日本電気本社ビル(注３) 株式会社竹中工務店 平成22年11月 300 386,370 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ(注３) 

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント株式会社
(注４) 

平成22年10月 800 41,544 

赤坂王子ビル 
日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント株式会社
(注４) 

平成22年10月 250 39,162 

神田パークプラザ 清水建設株式会社 平成17年８月 100 9,073 

芝公園ビル(注３) 株式会社イー・アール・エス 平成20年２月 20 11,869 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ(注３) 

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント株式会社 

平成20年３月 ― 22,441 

神田錦町三丁目ビルディング
(注５) 

清水建設株式会社 平成21年11月 100 31,390 

ファーレイーストビル 
(注３) 

株式会社竹中工務店 平成20年２月 161 39,547 

日鉄本町ビル 株式会社竹中工務店 平成22年10月 50 57,501 

相模原ショッピングセンター 株式会社竹中工務店 平成22年10月 6,370 87,779 

イトーヨーカドー東習志野店 清水建設株式会社 平成22年10月 1,350 88,695 

武蔵浦和ショッピングスクエ
ア(注３) 

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント株式会社 

平成18年12月 ― 8,016 

深沢ハウスＨＩ棟(注３) 清水建設株式会社 平成18年10月 150 9,100 

エコロジー豊洲プロセンチュ
リー 

日建設計コンストラクショ
ン・マネジメント株式会社 

平成20年２月 － 5,987 

ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ 
(オークプラザ) 

株式会社竹中工務店 平成19年３月 700 28,745 
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(ト)保有資産に係る設計者、施工者及び建築確認機関 

保有資産に係る設計者、施工者及び建築確認機関は、以下の通りです。 

  

(注１) 晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業(西地区)設計共同企業体は、株式会社日建設計、株式会社久米設計及

び株式会社山下設計で構成される共同企業体です。 

(注２) 晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業(西地区)第２工区施設建築物新築工事共同企業体は、鹿島建設株式会

社、株式会社竹中工務店、大成建設株式会社、前田建設工業株式会社、三井住友建設株式会社、株式会社鴻池

組、佐藤工業株式会社及び株式会社銭高組で構成される共同企業体です。 

(注３) 晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業(西地区)第１工区施設建築物新築工事共同企業体は、株式会社大林

組、戸田建設株式会社、株式会社熊谷組、三井住友建設株式会社、株式会社フジタ、株式会社奥村組及び五洋

建設株式会社で構成される共同企業体です。 

(注４) ａは当初建築時点における業者、ｂは平成15年に終了した耐震リニューアル工事における業者を記載していま

す。 

(注５) 平成22年12月15日付で物件名称を変更しています。 

不動産等の名称 設計者 施工者 建築確認機関

日本電気本社ビル 株式会社日建設計
鹿島建設株式会社・株式会社
大林組共同企業体 

東京都

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ 

  
晴海一丁目地区第一種市街地
再開発事業(西地区)設計共同
企業体(注１) 

晴海一丁目地区第一種市街地
再開発事業(西地区)第２工区
施設建築物新築工事共同企業
体(注２) 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＺ 

晴海一丁目地区第一種市街地
再開発事業(西地区)第１工区
施設建築物新築工事共同企業
体(注３) 

赤坂王子ビル 
王子不動産・三井住友建設共
同設計室 

三井住友・竹中・丸彦渡辺建
設共同企業体 

神田パークプラザ 
ａ 大成建設株式会社
ｂ 大成建設株式会社(注４) 

ａ 大成建設株式会社
ｂ 株式会社東京建物テクノ

ビルド(注４) 

芝公園ビル 大成建設株式会社 大成建設株式会社

神田錦町三丁目ビルディング
(注５) 

株式会社日建設計 株式会社竹中工務店

ファーレイーストビル 住宅・都市整備公団
フジタ・日本国土建設工事共
同企業体 

日鉄本町ビル 野村建設工業株式会社
鴻池組・新日本製鐵・野村建
設工業 共同企業体 

大阪市

相模原ショッピングセンター
(王子ガーデンセンター) 

株式会社石本建築事務所

鹿島建設株式会社 相模原市

相模原ショッピングセンター
(デニーズ相模原王子ＳＣ店) 

株式会社美坂建築設計事務所

相模原ショッピングセンター
(イトーヨーカドー古淵店) 

株式会社石本建築事務所

相模原ショッピングセンター
(立体駐車場) 

株式会社石本建築事務所

イトーヨーカドー東習志野店
株式会社東急設計コンサルタ
ント 

日本国土・新日鐵・三井・京
成建設共同企業体 

千葉県

武蔵浦和ショッピングスクエ
ア 

安井・地域計画研究所設計共
同企業体 

熊谷・奥村特定建設工事共同
企業体 財団法人日本

建築センター 
深沢ハウスＨＩ棟 

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 

エコロジー豊洲プロセンチュ
リー 

南海辰村建設株式会社 南海辰村建設株式会社
日本ERI
株式会社 

ＯＡＫ ＰＬＡＺＡ 
(オークプラザ) 

ａ 株式会社日本設計
ｂ 株式会社日本設計(注６) 

ａ 三井住友建設株式会社、
新日本製鐵株式会社 

ｂ 株式会社シミズ・ビルラ
イフケア(注６) 

東京都

─ 108 ─



(注６) ａは当初建築時点における業者、ｂは平成19年３月に終了したコンバージョン(改修工事)における業者を記載

しています。 

  

(チ)資本的支出の状況 

ａ 資本的支出の予定について 

保有資産に関し、平成22年10月31日現在計画している改修工事等に伴う資本的支出のうち主な

ものは以下の通りです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれ

ています。 

  

不動産等の名称 所在地 目的 予定期間 

工事予定金額（百万円） 

総額 
当期 

支払額 

既支払 

総額 

日本電気本社ビル 東京都港区 

外壁シーリング 
更新 

自：平成22年5月 
至：平成23年3月 60 － － 

ブラインド更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年1月 22 － － 

蓄電池他更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年1月 46 － － 

照明器具更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年3月 11 － － 

外灯更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年2月 20 － － 

駐車場管制設備 
更新 

自：平成22年5月 
至：平成23年2月 14 － － 

冷凍機更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年3月 49 － － 

蒸気ドレン管更新 
自：平成22年5月 
至：平成22年12月 25 － － 

熱源ポンプ更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年2月 18 － － 

中央監視装置更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年3月 75 － － 

ゴンドラ更新 
自：平成22年5月 
至：平成23年2月 10 － － 

晴海アイランド 
トリトンスクエア 
オフィスタワーＹ 

東京都中央区 

非常電話設備更新 
自：平成23年3月 
至：平成23年3月 26 － － 

パーティション 
新設工事 

自：平成22年10月 
至：平成22年11月 22 － － 
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ｂ 期中に行った資本的支出について 

保有資産において、当期に行った資本的支出に該当する主な工事の概要は以下の通りです。当

期の資本的支出は83百万円であり、当期費用に区分された修繕費104百万円と合わせ、187百万円

の工事を実施しています。 

  

  

ｃ 長期修繕計画のために積立てた金銭(修繕積立金) 

  

  

  

不動産等の名称 所在地 目的 期間 支出金額 (百万円) 

日本電気本社ビル 東京都港区 
屋上レールカバー塗
装・防水補修 

自：平成22年5月
至：平成22年10月 23 

その他 機能更新 
自：平成22年5月
至：平成22年10月 59 

合計 83 

項目 

第１期 
自：平成17年
  11月２日
至：平成18年
  10月31日

第２期
自：平成18年
  11月１日
至：平成19年
  ４月30日

第３期
自：平成19年
  ５月１日
至：平成19年
  10月31日

第４期 
自：平成19年 
  11月１日 
至：平成20年 
  ４月30日 

第５期 
自：平成20年
  ５月１日
至：平成20年
  10月31日

前期末積立金残高   (百万円) ― 355 540 693 554 

当期積立額      (百万円) 355 184 185 186 189 

当期積立金取崩額   (百万円) ― ― 32 325 110 

次期繰越額      (百万円) 355 540 693 554 633 

項目 

第６期 
自：平成20年
  11月１日
至：平成21年
  ４月30日

第７期
自：平成21年
  ５月１日
至：平成21年
  10月31日

第８期
自：平成21年
  11月１日
至：平成22年
  ４月30日

第９期 
自：平成22年 
  ５月１日 
至：平成22年 
  10月31日 

前期末積立金残高   (百万円) 633 461 647 346 

当期積立額      (百万円) 190 188 195 197 

当期積立金取崩額   (百万円) 363 2 496 13 

次期繰越額      (百万円) 461 647 346 530 
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(3) 【運用実績】 

① 【純資産等の推移】 

下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額の推移は以

下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額について、期中では正確に把

握できないため、各月末における推移は記載していません。 

  

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。 

  

本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売

買高の推移は以下の通りです。 

  

  

(注１) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。 

(注２) 本投資証券は、平成18年３月１日に東京証券取引所に上場しました。 

  

年月日 
総資産額
(千円) 

純資産総額
(千円) 

１口当たりの純資産額
(円)(注) 

第４期計算期間末 
(平成20年４月30日) 

175,226,770 
(173,424,750) 

84,037,085 
(82,195,065) 

542,175 
(530,291)

第５期計算期間末 
(平成20年10月31日) 

173,241,793 
(171,248,028) 

84,141,129 
(82,147,364) 

542,846 
(529,983)

第６期計算期間末 
(平成21年４月30日) 

172,850,925 
(170,803,995) 

84,208,405 
(82,161,475) 

543,280 
(530,074)

第７期計算期間末 
(平成21年10月31日) 

172,884,923 
(170,923,553) 

84,140,509 
(82,179,139) 

542,842 
(530,188)

第８期計算期間末 
(平成22年４月30日) 

186,296,235 
(184,206,215) 

84,289,793 
(82,199,773) 

543,805 
(530,321)

第９期計算期間末 
(平成22年10月31日) 

186,459,832 
(184,255,732) 

84,438,984 
(82,234,884) 

544,768
(530,548)

計算期間別最
高・最 低 投 資
口価格(円) 

期別 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 
平成20年 
４月 

平成20年
10月 

平成21年
４月 

平成21年
10月 

平成22年 
４月 

平成22年
10月 

最高 567,000 423,000 402,000 436,000 494,500 489,000 

最低 360,000 208,000 219,000 326,000 358,000 388,000 

月 別 最 高・最
低投資口価格
(円)及び本投
資証券売買高
(口) 

月別 
平成22年 
１月 

平成22年
２月 

平成22年
３月 

平成22年
４月 

平成22年 
５月 

平成22年
６月 

最高 424,000 406,000 425,000 494,500 447,000 430,000 

最低 393,000 385,000 397,500 422,500 408,500 388,000 

売買高 6,206 3,717 6,581 10,032 5,264 5,740 

月別 
平成22年 
７月 

平成22年
８月 

平成22年
９月 

平成22年
10月 

平成22年 
11月 

平成22年
12月 

最高 459,000 469,000 472,000 489,000 503,000 567,000 

最低 388,000 412,000 434,500 447,500 448,500 515,000 

売買高 6,961 4,581 3,793 6,931 10,033 11,183 
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② 【分配の推移】 

  

  

③ 【自己資本利益率(収益率)の推移】 

  

(注) 自己資本利益率＝当期純利益／｛(期首純資産額＋期末純資産額)÷２｝×100 

( )内の数値は、各期の実質的な運用日数(第４期：182日、第５期：184日、第６期：181日、第７期：184日、

第８期：181日、第９期：184日)により年換算値を算出しています。 

計算期間 
分配総額
(千円) 

１口当たり分配金
(円) 

第４期(自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日) 1,842,020 11,884 

第５期(自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日) 1,993,765 12,863 

第６期(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 2,046,930 13,206 

第７期(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日) 1,961,370 12,654 

第８期(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 2,090,020 13,484 

第９期(自 平成22年５月１日 至 平成22年10月31日) 2,204,100 14,220 

計算期間 自己資本利益率 (年換算値)

第４期(自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日) 2.2％ (4.4％)

第５期(自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日) 2.4％ (4.7％)

第６期(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 2.4％ (4.9％)

第７期(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日) 2.3％ (4.6％)

第８期(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 2.5％ (5.0％)

第９期(自 平成22年５月１日 至 平成22年10月31日) 2.6％ (5.2％)

─ 112 ─



第二部 【投資法人の詳細情報】

第１ 【投資法人の追加情報】 

１ 【投資法人の沿革】 

  

２ 【役員の状況】 

(本書の日付現在) 

  

平成17年10月24日 設立企画人(トップリート・アセットマネジメント株式会社)による投信法第69

条第１項に基づく本投資法人の設立に係る届出 

平成17年11月２日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 

平成17年11月４日 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 

平成17年11月21日 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号

関東財務局長 第47号) 

平成18年１月13日 規約の一部変更 

平成18年２月28日 日本国内における公募による新投資口発行 

平成18年３月１日 東京証券取引所に上場、資産運用の開始 

平成18年３月23日 第三者割当による新投資口発行 

平成19年９月21日 規約の一部変更 

平成21年７月29日 規約の一部変更 

役職名 氏名 主要略歴
所有投
資口数
(口) 

執行役員 天 野 弘 明 昭和45年４月 住友信託銀行株式会社 入社 0 

    平成６年６月 同社 山口防府支店長   

    平成７年６月 同社 証券代行部長   

    平成９年６月 同社 福岡支店長   

    平成10年６月 同社 取締役 福岡支店長   

    平成11年６月 同社 取締役 本店営業第一部長   

    平成11年６月 同社 執行役員 本店営業第一部長   

    平成13年６月 若築建設株式会社 常務執行役員   

    平成17年６月 同社 取締役兼常務執行役員   

    平成21年７月 トップリート・アセットマネジメント株式会社 顧問   

    平成21年８月 トップリート投資法人執行役員就任（現任）   
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３ 【その他】 

(1) 役員の変更 

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第20条第１項

本文)。 

執行役員及び監督役員の任期は、選任後２年です(規約第20条第２項)。ただし、補欠として又は増員

のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします(規約

第20条第２項ただし書)。 

執行役員及び監督役員の解任は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した

当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行います(投信法第106条)。執行役員又は監督役員の職務の

執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該執

行役員又は監督役員を解任する旨の議案が投資主総会で否決された場合等には、発行済投資口の100分の

３以上の議決権を６か月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に、訴えを

もって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます(投信法第104条第３項、会社法第854

条第１項)。 

なお、平成21年７月29日開催の第３回投資主総会において、執行役員に天野弘明氏、監督役員に栗林

康幸氏及び常山邦雄氏が選任され、平成21年８月１日付で就任しました。その任期は、いずれも平成23

年７月31日までです。また、執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、同投資主総会

において補欠執行役員として本投資法人の資産運用会社であるトップリート・アセットマネジメント株

式会社代表取締役社長遠藤晋民氏及び取締役村田耕治氏が選任されました。 

  

 

役職名 氏名 主要略歴
所有投
資口数
(口) 

監督役員 栗 林 康 幸 平成４年４月 弁護士登録(東京弁護士会) 

由本・高後・森法律事務所所属弁護士 

0 

    平成９年６月 米国ニューヨーク市クデール・ブラザーズ法律事務所アソ

シエイト弁護士 

  

    平成９年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現在まで)   

    平成11年６月 栗林法律事務所(米国クデール・ブラザーズ法律事務所と

の特定共同事業)弁護士 

  

    平成12年12月 田中・高橋法律事務所所属弁護士   

    平成13年５月 ユーワパートナーズ法律事務所パートナー弁護士   

    平成15年２月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現任)   

    平成17年10月 トップリート投資法人監督役員就任(現任)   

監督役員 常 山 邦 雄 昭和48年10月 辻監査法人(合併して、旧みすず監査法人)勤務 0 

    昭和55年９月 武蔵監査法人(合併して、現新日本有限責任監査法人)勤務   

    昭和57年３月 常山公認会計士事務所開業 

常山公認会計士事務所所長(現任) 

  

    昭和63年４月 常山邦雄税理士事務所開業 

常山邦雄税理士事務所所長(現任) 

  

    平成17年10月 トップリート投資法人監督役員就任(現任)   
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(2) 役員の賠償責任の免除 

執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負い

ますが（投信法第115条の６第１項）、本投資法人は、かかる責任について、投信法の規定（投信法第

115条の６第７項）に基づき、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務

の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の

決議によって免除することができるものとしています。（規約第22条） 

なお、規約の定めにかかわらず、本投資法人の発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口

を有する投資主が、投信法に定める一定期間内に異議を述べたときは、本投資法人は上記記載の執行役

員又は監督役員の責任を免除することはできないものとされています。(投信法第115条の６第10項) 

  

(3) 規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 規約等の重要事項の変更 

後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (5)その他 (ハ)規約の変更に関する手続」を
ご参照下さい。 

② 事業譲渡又は事業譲受 

該当事項はありません。 

③ 出資の状況その他の重要事項 

該当事項はありません。 

  

(4) 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありませ
ん。 
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第２ 【手続等】 

１ 【申込(販売)手続等】 

該当事項はありません。 
なお、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、本投資証券を東京証券取引所を通じて購入す

ることが可能です。また、金融商品取引所外で本投資証券を購入することも可能です。 

  

２ 【買戻し手続等】 

本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません。 
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、本投資証券を東京証券取引所を通じて売却すること

が可能です。また、金融商品取引所外で本投資証券を売却することも可能です。 
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第３ 【管理及び運営】 

１ 【資産管理等の概要】 

(1) 【資産の評価】 

(イ)本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」に記載の決算期毎

に、以下の算式にて算出します。 

１口当たり純資産額＝(総資産の資産評価額－負債総額)÷発行済投資口総数 

  

(ロ)本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47

号。その後の改正を含みます。）、社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人

に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従

い、次の通り投資対象資産の種類毎に定めます(規約別紙２「資産評価の方法、基準及び基準日」第１

項)。 

ａ 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権 

取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等について

の減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事

由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断することがで

きる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。 

ｂ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権 

信託財産が上記ａに掲げる資産の場合は、上記ａに従った評価を行い、金融資産の場合は一般に

公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を

控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。 

ｃ 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権 

信託財産の構成資産が上記ａに掲げる資産の場合は、上記ａに従った評価を行い、金融資産の場

合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から

負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。 

ｄ 不動産に関する匿名組合出資持分 

匿名組合出資持分の構成資産が上記ａ乃至ｃに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従

った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行

った上で、これら合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額に

より評価します。 

ｅ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的と

する金銭の信託の受益権 

信託財産である匿名組合出資持分について上記ｄに従った評価を行い、金融資産については一般

に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額

を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。 

ｆ 有価証券 

当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場

合には、合理的に算定された価額により評価します。 

ｇ 金銭債権 

取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額

より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の

調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額に

より評価します。 
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ｈ デリバティブ取引に係る権利 

ⅰ 取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 

当該取引所の 終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の 安値又は買い気

配の 高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額によ

り評価します。 

ⅱ 取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務 

市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、公正な評価額を算定

することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。 

ⅲ 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ取引と認めら

れるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとします。 

ｉ 金銭の信託の受益権 

投資運用する資産の種類に応じて、上記ａ乃至ｈ及び下記ｊに定める当該投資資産の評価方法に

従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行

った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該金銭の信託の受益権の持分相当額を算定し

た価額により評価します。 

ｊ その他 

上記に定めがない場合は、投信法、社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価

額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額により評価します。 

  

(ハ)資産運用報告等に価格を記載する目的で、次の各号に掲げる投資対象資産について、上記(ロ)と異

なる方法で評価する場合には、それぞれ当該各号に掲げる方法により評価するものとします(規約別紙

２「資産評価の方法、基準及び基準日」第２項)。 

ａ 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権 

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。 

ｂ 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組

合出資持分 

信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が上記ａに掲げる資産については上記ａに従った評価

を、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、

これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当

額を算定した価額により評価します。 

  

(ニ)本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年４月末日及び10月末日)とします。ただし、前記

(ロ)ｄ乃至ｉに定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価することができる資産について

は、毎月末とします(規約別紙２「資産評価の方法、基準及び基準日」第３項)。 

  

(ホ)１口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています

(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第

129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済

みの計算書類等が投資主に提供されます(投信法第131条第２項乃至第５項、投資法人計算規則第81

条)。また、金商法に基づいて、決算期後３か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記

載され、投資主及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は金商法に基づく有価証券報告書等の

開示書類に関する電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)において、これを閲覧することができます。 
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投資主は、純資産額の情報について、本投資法人の一般事務受託者（住友信託銀行株式会社）の本

支店で入手することができ、また、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧すること

ができます。 

上記資産の評価については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び

税金 (4) その他の手数料等」に記載の照会先までお問い合わせ下さい。 

  

(2) 【保管】 

本振替投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。 

  

(3) 【存続期間】 

本投資法人には存続期間の定めはありません。 

  

(4) 【計算期間】 

本投資法人の営業期間は、毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌年４月末日まで(以

下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)の各６か月間とします。 

  

(5) 【その他】 

(イ)増減資に関する制限 

ａ 低純資産額 

本投資法人の 低純資産額は、5,000万円です(規約第７条)。 

ｂ 新投資口の発行 

本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口

総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行う

ことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り

当てる投資口をいいます。)１口当たりの払込金額は、募集ごとに均等に定めるものとし、本投資法

人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認した金額とし

ます(規約第５条第１項及び第３項)。 

ｃ 国内における募集 

本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価

額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第５条第２項)。 

  

(ロ)解散条件 

本投資法人における解散事由は、以下の通りです(投信法第143条)。 

ａ 投資主総会の決議 

ｂ 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。) 

ｃ 破産手続開始の決定 

ｄ 解散を命ずる裁判 

ｅ 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し 

  

(ハ)規約の変更に関する手続 

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会におい

て、出席した当該投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投

信法第140条、第93条の２第２項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資

主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記

「３ 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権 ②」をご参照下さい。 
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投資主総会において規約の変更が決議された場合には、有価証券上場規程に従ってその旨が開示さ

れるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更

に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。変更後の

規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。ま

た、かかる規約の変更により、投信法第188条第１項第１号に規定される事項に変更があった場合に

は、その旨は内閣総理大臣に届け出られ、投資法人登録簿に登録されます(投信法第191条)。 

  

(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続 

本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変

更等に関する規定は、以下の通りです。 

ａ 本資産運用会社：トップリート・アセットマネジメント株式会社 

資産運用委託契約 

  

(注) 本書の日付現在の資産運用委託契約の期間満了日は平成23年11月20日です。 

  

期間 資産運用委託契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じるものとし、契約期

間は効力発生日から３年間とします。(注) 

更新 契約期間満了の６か月前までに本投資法人又は本資産運用会社のいずれか一方から文書による申出がな

されなかったときは、同契約は従前と同一の条件にて自動的に３年間延長されるものとし、以後も同様

とします。 

解約 ⅰ 本投資法人は、本資産運用会社が金商法第67条の２第２項による許可を受けた投資信託協会の会員

でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による

通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。 

ⅱ 本投資法人又は本資産運用会社は、相手方当事者に対し、６か月前に書面による通知を行い、本投

資法人は投資主総会の決議を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、同契約を

解約することができます。ただし、本投資法人の同意は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許

可を得たものでなければなりません。 

ⅲ 本投資法人は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、役員会の決議により、直ちに同契約を解

約することができます。 

(ⅰ)本資産運用会社が同契約の規定に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能な

ものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30

営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) 

(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会

社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生

した場合 

(ⅲ)上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由が

ある場合 

ⅳ 本投資法人は、本資産運用会社が投信法第207条第１項各号のいずれかに該当する場合、同契約を解

約します。 

変更等 資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手

続に従って変更することができます。 
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ｂ 一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理人：住友信託銀行株式会

社 

一般事務委託契約 

  

(注) 本書の日付現在の一般事務委託契約の期間満了日は平成23年11月１日です。 

  

資産保管委託契約 

  

(注) 本書の日付現在の資産保管委託契約の期間満了日は平成23年11月20日です。 

  

期間 一般事務委託契約は、本投資法人成立日に効力を生じるものとし、契約期間は効力発生日から向こう２

年間とします。(注) 

更新 有効期間満了の６か月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による別段の申

し出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に２年間延長するものとし、その後も同様

とします。 

解約 一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたとき、その効力を失います。 

ⅰ 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合

には同契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 

ⅱ 当事者のいずれか一方が同契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の

通知があった場合、文書で指定された日をもって同契約は失効するものとします。ただし、本投資

法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託会社は同契約

失効後においても同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 

変更等 一般事務委託契約は、本投資法人が役員会の承認を得た上で、本投資法人と一般事務受託会社の合意に

より、変更することができます。変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規

則等を遵守するものとします。 

期間 資産保管委託契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日に効力を生じるものとし、契約期間

は効力発生日から向こう２年間とします。(注) 

更新 有効期間満了の６か月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による別段の申し

出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に２年間延長するものとし、その後も同様と

します。 

解約 資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたとき、その効力を失います。 

ⅰ 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合

には同契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 

ⅱ 当事者のいずれか一方が同契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の

通知があった場合、文書で指定された日をもって同契約は失効するものとします。ただし、本投資

法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は同契約失効

後においても同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 

変更等 資産保管委託契約は、本投資法人が役員会の承認を得た上で、本投資法人と資産保管会社の合意によ

り、変更することができます。変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則

等を遵守するものとします。 
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一般事務業務委託契約 

  

(注) 本書の日付現在の一般事務業務委託契約の期間満了日は平成25年１月４日です。 

  

特別口座の管理に関する契約 

  

(注) 本書の日付現在の特別口座の管理に関する契約の期間満了日は平成25年１月４日です。 

  

ｃ 投資法人債に関する一般事務受託者：住友信託銀行株式会社 

第１回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）財務及び発行・支払代理契約 

  

  

期間 一般事務業務委託契約は、平成21年１月５日から２年間とします。(注) 

更新 有効期間満了の３か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも文書による別段の申

出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に２年間延長し、その後も同様とします。 

解約 一般事務業務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

ⅰ 当事者間の文書による解約の合意。この場合には同契約は、両当事者の合意によって指定したとき

から失効します。 

ⅱ 当事者のいずれか一方が同契約に違反があり催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解

除の通知があった場合、文書で指定された日をもって同契約は失効します。ただし、本投資法人及

び投資主名簿等管理人は同契約失効後においても同契約に基づく残存債権を相互に請求することを

妨げません。 

ⅲ 同契約を終了するときは、その原因が専ら投資主名簿等管理人のみの責に帰すべき場合を除いて本

投資法人は投資主名簿等管理人に対して解約手数料を支払います。その金額は、本投資法人及び投

資主名簿等管理人協議のうえ決定します。 

変更等 一般事務業務委託契約は、本投資法人と投資主名簿等管理人の合意により、変更することができます。

変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 

期間 特別口座の管理に関する契約は、平成21年１月５日から２年間とします。(注) 

更新 有効期間満了の３か月前までに本投資法人及び特別口座管理人のいずれからも文書による別段の申出が

なされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に２年間延長し、その後も同様とします。 

解約 特別口座の管理に関する契約は、次に掲げる事由が生じた場合、その効力を失います。 

ⅰ 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は速やかにすべての特別口座の廃止手

続を行い、その手続が完了した時。 

ⅱ 新振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取

扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続

が完了した時。 

ⅲ 当事者のいずれか一方が同契約に違反し、かつ引続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認め

られたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から２週間経過後若

しくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日。 

ⅳ 本投資法人及び特別口座管理人の間に一般事務業務委託契約が締結されており、当該契約について

契約の終了事由若しくは当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生したときに、当事者の一方

が特別口座の管理に関する契約の解約を他方当事者に文書で通知した場合。上記ⅲ後段の規定を準

用します。 

ⅴ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正になったにもかかわらず、本

投資法人及び特別口座管理人で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管

理人が同契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。上記ⅲ後段の規定を準用します。 

変更等 特別口座の管理に関する契約は、法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変

更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ、速やかに変更します。 

期間 契約期間の定めはありません。 

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 

解約 該当事項はありません。 

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び住友信託銀行株式

会社は相互にこれに関する協定をします。 
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ｄ 会計監査人：有限責任あずさ監査法人 

本投資法人は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人とします。 

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第27条)。会計監査人の任期は、就任

後１年経過後に 初に迎える決算期後に開催される 初の投資主総会の終結の時までとします。会

計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会にお

いて再任されたものとみなします(規約第28条)。 

  

(ホ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される

場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若

しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報

告書により開示されます。 

  

(ヘ)公告の方法 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第４条)。 
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２ 【利害関係人との取引制限】 

(1) 法令に基づく制限 

① 利益相反取引の制限 

資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下の通りその親法人等又は子法人等が関与する行

為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項、投信法

施行令第130条第２項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数

を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政

令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の４第３項)、「子法人等」とは、金融商品取引業

者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有

する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の４第４項)。 

(イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品

取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象

資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の３第１項第１号、投信法第223条の３第３項、

投信法施行令第130条第２項)。 

(ロ)当該金融商品取引業者との間で金商法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結するこ

とを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りなが

ら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の３第１項第２号、投信法第223条の

３第３項)。 

(ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関し

て取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言

を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らし

て不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の３第１項第３号、投信法第

223条の３第３項)。 

(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与す

る行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為(金商法第44条の３第１

項第４号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みま

す。)第153条、投信法第223条の３第３項、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年

総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第267条)。 

ａ 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資

産の売買その他の取引を行うこと。 

ｂ 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義される「金融商品取引契

約」をいいます。以下同じです。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその

顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを

知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。 
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② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を

行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に

定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じです。)の売買

その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該

取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種

の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければ

なりません(投信法第203条第２項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行

令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定

資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得

て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第４項、

第５条第２項)。 

  

③ 資産の運用の制限 

登録投資法人は、(イ)当該投資法人の執行役員又は監督役員、(ロ)資産運用会社、(ハ)当該投資法

人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)資産

運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みま

す。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為等

(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きま

す。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。 

ａ 有価証券の取得又は譲渡 

ｂ 有価証券の貸借 

ｃ 不動産の取得又は譲渡 

ｄ 不動産の貸借 

ｅ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認め

られています。) 

  

④ 特定資産の価格等の調査 

投信法第201条及びこれに関する法令並びに金融庁事務ガイドラインにより定められた特定資産(指

定資産を除きます。)について取得及び譲渡等の取引が行われた場合は、資産運用会社の利害関係人等

及びその資産保管会社を除く外部の所定の第三者により価格等の調査を受けるものとします。 

ここで、外部の所定の第三者とは、以下のもの(投信法施行令に定める者を除きます。)をいいま

す。 

ａ 弁護士又は弁護士法人 

ｂ 公認会計士又は監査法人 

ｃ 不動産鑑定士 

なお、調査の対象である資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をい

います。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査します。 

また、ここで規定する価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた場合に

も、実施しなければならないことに留意します。 
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(2) 利益相反取引規程 

本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係る規程

を大要以下の通り定めています。 

  

① 法令等の遵守 

本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引

を行ってはなりません。利害関係者と取引を行う場合は、投信法、投信法施行令、投信法施行規則及

び利益相反取引規程の定めを遵守するものとします。 

  

② 利害関係者 

利害関係者とは次の者をいいます。 

(イ)投信法第201条第１項及び投信法施行令第123条に定義される、本資産運用会社の「利害関係人

等」に該当する者 

  

(ロ)本資産運用会社の発行済み株式の100分の５超を保有している株主並びに当該株主の関係会社(財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みま

す。)第８条第８項に定義される意味を有します。当該株主が同規則に定める財務諸表提出会社であ

るか否かにかかわらず、財務諸表提出会社とみなして関係会社を判断するものとします。) 

  

(ハ)上記(イ)若しくは(ロ)の該当会社が不動産に関する資産運用委託契約を締結する、又は上記(イ)

若しくは(ロ)の該当会社の役員及び従業員が役員の過半数を占める等、その意思決定に関して上記

(イ)又は(ロ)の該当会社が重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社(資産の流動化に関す

る法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)第２条第３項に規定する特定目的会社を

含みます。以下同じです。) 

  

(ニ)上記(イ)又は(ロ)の該当会社が、その保有していた資産を証券化した際に設立した特別目的会社 

  

③ 利害関係者との取引 

利益相反取引規程における取引は以下に規定するものをいい、取引条件の検証にあたっては、法令

や諸規則に定める基準を遵守した上で、通常の同様の取引と比較して本投資法人に不利益となること

のないよう、リスク・コンプライアンス委員会において十分な検証を行うこととします。 

(イ)運用資産の取得 

ａ 本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者から不動産、不動産の

賃借権、地上権、地役権及び不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託受益権

を取得する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含みます。以下同じです。)から不動

産鑑定評価書を取得することを要し、原則として当該不動産鑑定評価書に記載される鑑定評価額

を超えて取得してはなりません。なお、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、取得

費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額

等を含まないものとします。 

ｂ 本資産運用会社からスポンサー企業への依頼に基づくウェアハウジング機能の提供等により、

利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担

した費用が存する場合、前項にかかわらず、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができ

るものとします。 
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ｃ 利害関係者からその他の運用資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価とし、それ

以外は前２項に準ずるものとします。 

  

(ロ)運用資産の譲渡 

ａ 本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者に対し不動産、不動産

の賃借権、地上権、地役権及び不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する不動産信

託受益権を譲渡する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士から不動産鑑定評価書を取得するこ

とを要し、原則として当該不動産鑑定評価書に記載される鑑定評価額未満で譲渡してはなりませ

ん。なお、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費

用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとしま

す。 

ｂ 利害関係者へその他の運用資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価とし、それ以

外は前項に準ずるものとします。 

  

(ハ)運用資産の賃貸 

本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者へ運用資産を賃貸する場

合は、利害関係者でない第三者作成のマーケットデータ又は意見書等により市場水準を調査の上、

当該マーケットデータ等の調査内容、個別特性等を勘案し、適正な条件で賃貸します。 

  

(ニ)不動産管理業務等委託 

ａ 本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者へ不動産管理業務等を

委託する場合は、実績、会社信用度等を調査の上、当該不動産の個別特性等を勘案の上妥当性を

検証するものとし、委託料については、委託条件に係わる客観的な資料に基づき当該不動産の個

別特性等を勘案の上、妥当性を比較検証し、適正な条件で委託します。 

ｂ 取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不

動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、委託料の決定については前項に準

じます。 

  

(ホ)運用資産の売買及び賃貸の媒介委託 

ａ 本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者へ運用資産の売買の媒

介を委託する場合は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。以下

「宅建業法」といいます。)に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、提供業務の内容等を

勘案して決定します。 

ｂ 利害関係者へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料水

準、提供業務の内容等を勘案して決定します。 

  

(へ)工事等発注 

本資産運用会社が、資産の運用を行う本投資法人について、利害関係者へ工事等を発注する場合

は、原則として、利害関係者でない第三者より見積書又は意見書等の検証資料を取得の上、当該内

容、個別特性等を勘案し、適正と判断される条件で工事の発注を行うものとします。 
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④ 利害関係者との取引に関する手続 

本投資法人が利害関係者との間で、運用資産の取得、運用資産の譲渡、運用資産の賃貸又は運用資

産に関する不動産管理業務等の委託に係る取引(以下「利害関係者との重要な取引」と総称します。)

を行う場合は、下記の方法によるものとします。 

(イ)利害関係者との重要な取引を含む議案について、コンプライアンス室において法令、社団法人投

資信託協会の定める規則、本投資法人規約及び社内規程等に照らし、特に利害関係者との売買取引

を含む議案については、取引の経緯や交渉内容、取引内容等も併せて総合的に勘案し、審査した上

で問題ないと判断した場合、リスク・コンプライアンス委員会にて利害関係者との重要な取引につ

いて審議及び決議を行います。なお、当該取引の決議に際しては同委員会の出席委員全員の合意を

必要とします。 

  

(ロ)リスク・コンプライアンス委員会にて決議した後、投資運用委員会にて当該利害関係者との重要

な取引について審議及び決議を行います。なお、リスク・コンプライアンス委員会で承認された条

件より利害関係者に有利な条件で決議することはできません。 

  

(ハ)投資運用委員会にて決議した後、取締役会において当該利害関係者との重要な取引について審議

の上決議します。ただし、当該利害関係者にて職務を有する取締役は決議に参加することはできま

せん。 

  

⑤ 本投資法人への報告 

本投資法人が本資産運用会社若しくはその取締役、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法

人、本資産運用会社が利害関係人等との間において特定資産の売買その他投信法施行令で定める取引

を行ったときは、投信法及び投信法施行規則の定めに従い、当該取引に係る事項を記載した書面を、

本投資法人、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、その他投信法施行令で定める者に対

して交付するものとします。 

  

(3) 利害関係人等及び主要株主との取引状況 

① 取引状況 

該当事項はありません。 
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② 支払手数料等の金額 

当期における利害関係人等及び主要株主への支払手数料等は以下の通りです。 
(単位：千円) 

(注１) 利害関係人等及び主要株主とは、投信法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結し

ている資産運用会社の利害関係人等並びに金商法第29条の４第２項に定義される資産運用会社の主要株主を意

味しますが、上表には本資産運用会社の社内規程で定めた利害関係者(利害関係人等が資産運用の委託を受け

ている特別目的会社等を含みます。)との取引を加えています。なお、当期において支払実績のあった者は、

住友信託銀行株式会社、株式会社新日鉄都市開発、株式会社日鉄コミュニティ及び王子不動産株式会社です。

(注２) 上記記載の支払手数料等以外に、当期に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下の通りです。なお

当該支払額には、工事監理に係る報酬も含まれています。 

王子不動産株式会社    42,213千円 

株式会社新日鉄都市開発  55,993千円 

  

区分 
支払手数料等総額 

(Ａ) 
(注２) 

利害関係人等及び主要株主との取引内訳(注１) 
総額に対する割合

Ｂ／Ａ(％) 
支払先

支払金額
(Ｂ) 

管理業務費 389,311 

株式会社新日鉄都市開発 47,871 12.3 

王子不動産株式会社 34,277 8.8 

株式会社日鉄コミュニティ 15,985 4.1 

住友信託銀行株式会社 1,250 0.3 

信託報酬 20,650 住友信託銀行株式会社 17,750 86.0 

資産保管手数料 8,367 住友信託銀行株式会社 8,367 100.0 

一般事務委託手数料 63,093 住友信託銀行株式会社 63,093 100.0 

その他支払手数料 19,421 

住友信託銀行株式会社 1,370 7.1 

株式会社新日鉄都市開発 33 0.2 

王子不動産株式会社 7 0.0 

融資関連費用 108,153 住友信託銀行株式会社 37,861 35.0 

投資法人債関連費用 4,645 住友信託銀行株式会社 519 11.2 

その他営業外費用 3,092 住友信託銀行株式会社 342 11.1 

その他賃貸事業費用 13,146 王子不動産株式会社 488 3.7 
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３ 【投資主・投資法人債権者の権利】 

(1) 投資主の権利 

① 投資主総会における議決権 

(イ)本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投

信法第77条第２項第３号、第94条第１項、会社法第308条第１項本文)。投資主総会において決議さ

れる事項は、以下の通りです。 

ａ 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の

選任を除きます。)及び解任(投信法第96条、第104条、第106条) 

ｂ 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意(投信法第198条第２項、第

205条、第206条第１項) 

ｃ 投資口の併合(投信法第81条の２第２項、会社法第180条第２項) 

ｄ 投資法人の解散(投信法第143条第３号) 

ｅ 規約の変更(投信法第140条) 

ｆ その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項(投信法第89条) 

(ロ)投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。 

ａ 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権

の過半数をもって行います(投信法第93条の２第１項、規約第11条)。 

ｂ 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主１名を代理人として、その議決権を行使す

ることができます(規約第12条第１項)。ただし、投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代

理権を証する書面を本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第１項、会社法第310

条第１項、規約第12条第２項)。 

ｃ 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。書面によ

る議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」といいま

す。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載した議決権行使書面を本投資法人に

提出して行います。(投信法第90条の２第２項、第92条第１項、規約第13条) 

ｄ 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。(投信法第92

条第２項、規約第13条第２項) 

ｅ 本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議

決権を行使することができる旨を定めることができます。電磁的方法による議決権の行使は、法

令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記

載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います。(投信法第92条の２第１項、

規約第14条第１項)。 

ｆ 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法

第92の２条第３項、規約第14条第２項)。 

ｇ 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資

主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の

議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信

法第93条第１項、規約第15条第１項)。 

ｈ 上記ｇの定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した

投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第３項、規約第15条第２項)。 

ｉ 決算期から３か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人

は、直前の決算期の 終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、その招集に係

る投資主総会において権利を行使することのできる者とします(投信法第77条の３第２項、規約第

16条第１項)。 
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ｊ 上記ｉのほか、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し

て、一定の日における 終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者

をもって、その権利を行使すべき者とすることができます(規約第16条第２項)。 

  

② その他の共益権 

(イ)代表訴訟提起権(投信法第204条第３項、第116条、第119条第３項、会社法第847条) 

  ６か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、本資産運用会

社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人、執行役員、監督役員又は会計監査人

の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを

提起しないときは、本投資法人のために訴えを提起することができます。 

(ロ)投資主総会決議取消訴権等(投信法第94条第２項、会社法第830条、第831条) 

  投資主は、投資主総会の招集の手続若しくは決議の方法が法令若しくは規約に違反している若し

くは著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関

係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決

議の日から３か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。ま

た、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資

主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を、訴えをもって請求することができま

す。 

(ハ)執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第

１項) 

  執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又は

これらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することがで

きない損害が生ずるおそれがあるときは、６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役

員に対し、その行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合

には清算執行人に対しても同様です。 

(ニ)新投資口発行無効訴権(投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号) 

  投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効

力が生じた日から６か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することがで

きます。 

(ホ)合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号) 

  投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた

日から６か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。 

(ヘ)投資主提案権(投信法第94条第１項、会社法303条第２項、第305条第１項本文) 

  発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員

に対し、投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求するこ

とができ、また、投資主総会の目的である事項につき当該投資主の提出しようとする議案の要領を

投資主総会の招集通知に記載し、又は記録することを請求することができます。 

(ト)投資主総会招集権(投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項) 

  発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員

に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求すること

ができ、遅滞なく投資主総会招集の手続が行われない場合又は請求があった日から８週間以内の日

を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場合には、招集の請求をした投資

主は、内閣総理大臣の許可を得て、投資主総会を招集することができます。 
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(チ)検査役選任請求権(投信法第94条第１項、会社法第306条第１項、投信法第110条) 

  発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、投資主総

会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に

対し、検査役の選任の申立てをすることができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の

投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違

反する重大な事実があることを疑うべき事由があるときに本投資法人の業務及び財産の状況を調査

させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。 

(リ)執行役員等解任請求権(投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号) 

  執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議により解任することができます。また、発行済投資

口の100分の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役員

の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわら

ず当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、当該投資主総会の日から

30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。 

(ヌ)解散請求権(投信法第143条の３) 

  発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行におい

て著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれ

があるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくする

ときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することが

できます。 

  

③ 分配金請求権(投信法第77条第２項第１号、第137条、規約第34条) 

投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基

づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。 

なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替

投資口について行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めること

ができません。この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等

に対する損害賠償請求権を取得します(振替法第228条、第149条)。 

  

④ 残余財産分配請求権(投信法第77条第２項第２号、第158条) 

本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余財産

の分配を受ける権利を有しています。 

  

⑤ 払戻請求権(規約第８条) 

投資主は、投資口の払戻請求権は有していません。 
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⑥ 投資口の処分権(投信法第78条第１項、第３項) 

投資主は、投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。 

本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から

譲受人の口座に本振替投資口の振替(譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいま

す。以下同じです。)が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます(振替法第228

条、第140条)。ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所

を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条

第１項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(振替機関が、本投資法人に対して行

う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。以下同じです。)により行わ

れます(振替法第228条、第152条第１項)。また、投資主が、特別口座に記載又は記録されている本振

替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口座への振替を行った上で、譲受人の口座に

振り替える必要があります。 

  

⑦ 投資証券交付請求権及び不所持請求権(投信法第85条第１項、第３項、会社法第217条) 

投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができま

す。また、投資主は、投資証券の不所持を申出ることもできます。 

本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません(振替法第227条第

１項)。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効

力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振

替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求すること

ができます(振替法第227条第２項)。 

  

⑧ 帳簿閲覧請求権(投信法第128条の３第１項) 

投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写

を請求することができます。ただし、この請求は、理由を明らかにしてしなければなりません。 

  

⑨ 少数投資主権の行使手続(振替法第228条、第154条) 

振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口

座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとす

る投資主は、振替機関が個別投資主通知(振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名

称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。)を行うよう、投資主の口座を開設している口

座管理機関に対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対し

て行われた後４週間が経過する日までに限り、少数投資主権を行使することができます。 

  

(2）投資法人債権者の権利 

① 元利金支払請求権 

投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。 

② 投資法人債の処分権（投信法第139条の７、会社法第687条、第688条第２項、第３項） 

投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び

投資法人債券を交付することにより行われます。このうち、取得者が、記名式の投資法人債の譲渡を

第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、本投資法人に対抗するため

には、取得者の氏名及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です。これに対し、取

得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び本投資法人に対抗するためには、投資法人債券を

交付することが必要です。 
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ただし、本振替投資法人債については、投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行

い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資法人債の振替（譲受人の口座における保有欄の金額

を増額させることをいいます。以下同じです。）が行われることにより、本振替投資法人債の譲渡を

行うことができます（振替法第115条、第73条）。 

なお、本振替投資法人債については、本投資法人は、投資法人債券を発行することができません

（振替法第115条、第67条第１項）。ただし、投資法人債権者は、保管振替機構が振替機関の指定を取

り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が

存しない場合、又は本振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人

に対して、投資法人債券の発行を請求することができます（振替法第115条、第67条第２項）。 

③ 投資法人債権者集会における議決権 

投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するため

に、投信法の規定に基づき、投資法人債権者集会が設置されます。 

(イ)投資法人債権者集会における決議事項は、法定事項及び投資法人債権者の利害に関する事項に限

られます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。投資法人債権者集会の決議は、裁判所の

認可を受けなければ、その効力を生じません（投信法第139条の10第２項、会社法第734条第１

項）。 

(ロ)投資法人債権者の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。 

ａ 投資法人債権者は、投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債

の金額の合計額（償還済みの額を除きます。）に応じて議決権を有します（投信法第139条の10第

２項、会社法第723条第１項）。投資法人債権者は、書面又は電磁的方法によって議決権を行使す

ることができ、かかる方法で行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入され

ます（投信法第139条の10第２項、会社法第726条、第727条）。 

ｂ 投資法人債権者集会において決議をする事項を可決するには、法令及び投資法人債の要項に別

段の定めがある場合のほか、原則として、出席した議決権者の議決権の総額の２分の１を超える

議決権を有する者の同意をもって行われますが、一定の重要な事項については、議決権者の議決

権の総額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を

有する者の同意がなければなりません（投信法第139条の10第２項、会社法第724条第１項、第２

項）。 

ｃ 投資法人債権者集会は、必要がある場合には、いつでも招集することができ、原則として、本

投資法人又は投資法人債管理者が招集します（投信法第139条の10第２項、会社法第717条第１

項、第２項）。ただし、投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上に当た

る投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人又は投資法人債管理者に対して、投資法人

債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求するこ

とができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１項）。かかる請求がなされた後遅

滞なく投資法人債権者集会の招集手続が行われない場合等には、かかる請求を行った投資法人債

権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会を招集することができます（投信法第139条の10

第２項、会社法第718条第３項）。 

ｄ 投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲

覧又は謄写の請求をすることができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。 

④ 投資法人債管理者（投信法第139条の８） 

本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のため

に、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。た

だし、各投資法人債の金額が１億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがな

いものとして投信法施行規則で定める場合は、この限りではありません。 
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第４ 【関係法人の状況】 

１ 【資産運用会社の概況】 

(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】 

ａ 名称 

トップリート・アセットマネジメント株式会社 

ｂ 資本金の額 

本書の日付現在  300百万円 

ｃ 事業の内容 

ⅰ 投資運用業 

ⅱ 前号に直接関連する宅地建物取引業 

ⅲ 不動産の管理業務 

ⅳ 前各号に付帯関連する一切の業務 

① 会社の沿革 

  

  

② 株式の総数及び資本金の額の増減 

(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在) 

24,000株 

(ロ)発行済株式総数(本書の日付現在) 

6,000株 

(ハ) 近５年間における資本金の額の増減 

該当事項はありません。 

  

年月日 事項

平成16年10月22日 トップリート・アセットマネジメント株式会社設立

平成16年12月10日 
宅地建物取引業の免許取得
(免許証番号 東京都知事(2)第83904号 平成21年12月10日更新) 

平成17年５月10日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
(認可番号 国土交通大臣認可第35号) 

平成17年６月28日 
投信法上の投資信託委託業者の認可取得
(認可番号 内閣総理大臣第47号) 

平成17年11月２日 トップリート投資法人と資産運用委託契約を締結

平成19年９月30日 
金融商品取引業(投資運用業)みなし登録
(登録番号 関東財務局長(金商)第365号) 
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③ その他 

(イ)役員の変更 

本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の過半数を有する株主

が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積

投票によりません。取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として就任した取締役

の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は前任

者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場

合には、２週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第１項、第29条の２第１項第３号)。ま

た、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であると

きは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計

参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含み

ます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の４第１項)。 

(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが

予想される事実はありません。 

  

④ 関係業務の概要 

本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次の通りです。 

(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務 

(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務 

(ハ)本投資法人への報告業務 

(ニ)その他本投資法人が随時委託する上記に関連し又は付随する業務 

  

(2) 【運用体制】 

① 投資法人の運用体制 

本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １

投資法人の概況 (4) 投資法人の機構」をご参照下さい。 

  

(3) 【大株主の状況】 

(本書の日付現在) 

(注) 比率とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。 

  

名称 住所
所有株式数 

(株) 

比率
(％) 
(注) 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 2,280 38 

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,860 31 

王子不動産株式会社 東京都中央区銀座五丁目12番８号 1,860 31 
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(4) 【役員の状況】 

(本書の日付現在) 

  

役職名 氏名 主要略歴
所有株
式数 
(株) 

代表取締役 遠 藤 晋 民 昭和53年４月 住友信託銀行株式会社入社 0 

社長   平成13年10月 同 不動産営業部次長   

    平成14年６月 同 不動産情報開発部副部長   

    平成16年４月 同 不動産管理部長   

    平成18年４月 同 不動産情報開発部長   

    平成19年６月 トップリート・アセットマネジメント株式会社出向  

取締役 

  

    平成19年７月 同 代表取締役社長(現任)   

取締役 村 田 耕 治 昭和57年４月 神崎製紙株式会社入社 0 

(常勤)   平成７年６月 新王子製紙株式会社 財務部調査役(平成５年10月１日

王子製紙株式会社と合併) 

  

    平成８年10月 王子製紙株式会社 総務部管財室(平成８年10月１日に

本州製紙株式会社と合併) 

  

    平成12年６月 同 総務部グループマネジャー   

    平成16年６月 同 経営管理本部財務部グループマネジャー   

    平成19年６月 王子不動産株式会社出向 

トップリート・アセットマネジメント株式会社出向  

財務部長 

  

    平成19年７月 同 取締役財務部長(現任)   

取締役 谷 山 喜 彦 平成３年４月 新日本製鐵株式会社入社 0 

(常勤)   平成11年９月 同 都市開発事業部 住宅部事業第三グループ マネ

ジャー 

  

    平成13年４月 株式会社新日鉄都市開発出向   

    平成15年４月 同 首都圏住宅事業部 企画調整グループリーダー   

    平成17年４月 同 住宅事業部 都市創造ユニット長   

    平成20年７月 トップリート・アセットマネジメント株式会社出向  

不動産投資部長 

  

    平成21年４月 同 取締役不動産投資部長（現任）   

取締役 淺 野 悌 宏 昭和62年４月 住友信託銀行株式会社入社 0 

(常勤)   平成17年６月 同 不動産管理部 土地信託グループマネージャー   

    平成17年10月 同 不動産投資顧問部 主任調査役   

    平成18年１月 住信不動産投資顧問株式会社出向 運用部長   

    平成21年10月 同 取締役アセットマネジメント部長   

    平成22年10月 トップリート・アセットマネジメント株式会社出向  

企画・管理部長 

  

    平成22年10月 同 取締役企画・管理部長(現任)   

─ 137 ─



(注１) 本書の日付現在、本資産運用会社の従業員数は、26名(使用人兼務取締役を含みます。契約社員を含みます。)

です。 

(注２) 取締役林弘幸の平成22年10月５日付退任に伴い、新たに同年10月６日付で取締役淺野悌宏が就任しています。

  

 

役職名 氏名 主要略歴
所有株
式数 
(株) 

取締役 後 藤 智 之 昭和60年４月 住友信託銀行株式会社入社 0 

(非常勤)   平成12年４月 同 不動産投資顧問部 投資顧問チームリーダー   

    平成15年４月 同 不動産業務部 企画グループマネージャー   

    平成17年６月 同 不動産投資顧問部 次長   

    平成18年10月 住信不動産投資顧問株式会社出向 常務取締役   

    平成21年５月 住友信託銀行株式会社 不動産投資事業部長(現任)   

    平成21年６月 トップリート・アセットマネジメント株式会社   

      取締役(非常勤)(現任)   

取締役 北 口 善 裕 昭和52年４月 新日本製鐵株式会社入社 0 

(非常勤)   平成10年７月 同 都市開発事業部 企画調整部 経理グループリーダー   

    平成13年４月 同 都市開発事業部 企画調整部 関連会社管理グループ

リーダー 

  

    平成14年４月 株式会社新日鉄都市開発 マネジメントサポート本部  

財務部長 

  

    平成19年６月 同 取締役 マネジメントサポート本部 財務部長(現任)   

    平成20年７月 トップリート・アセットマネジメント株式会社  

取締役(非常勤)(現任) 

  

取締役 櫻 井 友 志 昭和58年４月 王子不動産株式会社入社 0 

(非常勤)   平成８年７月 同 業務部 調査役   

    平成13年７月 同 不動産管理部 ビル管理グループ マネージャー   

    平成16年４月 同 業務部 管理グループ マネージャー   

    平成17年６月 同 業務部 管理グループ グループマネージャー   

    平成19年６月 同 管理部長   

    平成21年６月 同 総務部長兼管理部長   

    平成21年６月 トップリート・アセットマネジメント株式会社  

取締役(非常勤)（現任） 

  

    平成22年４月 王子不動産株式会社 業務部長（現任）   

監査役 宮 川 美 則 昭和49年４月 本州ビルディング株式会社入社 0 

(非常勤)   平成11年10月 合併により王子不動産株式会社に改称 

同 富士営業所 担当部長 

  

    平成13年７月 同 北海道支店 建設部長   

    平成15年７月 株式会社本州リビングセンター出向   

    平成17年６月 王子不動産株式会社 執行役員 建設部長   

    平成18年６月 同 執行役員 富士支店長   

    平成20年４月 同 執行役員 富士ショッピングセンターパピー・パピー

テニスクラブ担当 

  

    平成20年６月 同 監査役(現任) 

王子製紙保険サービス株式会社 監査役(非常勤) 

  

    平成20年７月 トップリート・アセットマネジメント株式会社  

監査役(非常勤)(現任) 
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(5) 【事業の内容及び営業の概況】 

① 事業の内容 

本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として投資運用業を行っています。 

  

② 営業の概況 

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。 

  

③ 関係業務の概況 

(イ)資産運用業務 

本資産運用会社は、投信法及び規約の規定に従い、本投資法人の資産の運用業務を行います。ま

た、資産の運用業務に関し第三者より苦情を申し立てられた場合における当該苦情の処理その他必

要な行為、及びその他本投資法人の資産の運用に関連し又は付随する業務を行います。 

(ロ)資金調達業務 

本資産運用会社は、本投資法人が行う、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入れ若し

くは借換え、又はこれらに類似する資金調達行為に関し、本投資法人に代わり業務を行います。 

(ハ)報告業務 

本資産運用会社は、投信法に従った報告書の作成及び交付、その他本投資法人の要求に基づき委

託業務に関する報告を行います。 

(ニ)その他上記に付随する業務を行います。 

  

④ 資本関係 

本書の日付現在、本投資法人と本資産運用会社との間に資本関係はありません。 
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２ 【その他の関係法人の概況】 

Ａ 一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般

事務受託者(投信法第117条第２号、第３号、第４号、第５号及び第６号並びに第208条関係。) 

(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】 

ａ 名称 

住友信託銀行株式会社 

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

ｂ 資本金の額 

平成22年９月30日現在  342,037百万円 

ｃ 事業の内容 

銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき

銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改

正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。 

  

(2) 【関係業務の概要】 

ａ 一般事務受託者としての業務 

ⅰ 本投資法人の計算に関する事務 

ⅱ 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務 

ⅲ 本投資法人の納税に関する事務 

ⅳ 本投資法人の役員会、投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書

の受理、集計に関する事務を除きます。) 

ⅴ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関

連するものに限ります。) 

ｂ 資産保管会社としての業務 

ⅰ 資産保管に係る業務 

ⅱ 金銭出納管理業務 

ｃ 投資主名簿等管理人としての業務 

ⅰ 総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振

替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務 

ⅱ 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の者の常任代理人の住所及び

氏名又は仮住所の登録又はその変更事項の記録に関する事務 

ⅲ 投資口に関する諸届出の受理に関する事務 

ⅳ 投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証

明書の交付に関する事務 

ⅴ 投資主総会関連書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務 

ⅵ 分配金の計算及び支払に関する事務(分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金

の確定及びその支払に関する事務を含みます。) 

ⅶ 個別投資主通知に関する事務 

ⅷ 新規記録通知に関する事務 

ⅸ 情報提供請求に関する事務 

ⅹ 投資口に関する照会に対する応答に関する事務 

xⅰ 事故届出の受理に関する事務 
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xⅱ 投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成に

関する事務 

xⅲ 投資口の追加発行、 低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨

時事務 

xⅳ 投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務 

xⅴ 投資主の権利行使に関する請求、その他投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関

連するものに限ります。) 

xⅵ 前各号に掲げる事項に付随する事務 

ｄ 特別口座管理人としての業務 

ⅰ 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 

ⅱ 投資主報告に関する事務 

ⅲ 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 

ⅳ 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する

情報提供請求に関する事務 

ⅴ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る

記載又は記録に関する事務 

ⅵ 特別口座の開設及び廃止に関する事務 

ⅶ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出

に関する事務 

ⅷ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 

ⅸ 新振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務 

ⅹ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務 

xⅰ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務 

xⅱ 前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、登録投資口質権者及びこれら

の法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事務 

xⅲ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受

理に関する事務 

xⅳ 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 

xⅴ 投資口の併合又は分割に関する事務 

xⅵ 投資法人の合併に関する事務 

xⅶ 前各号に掲げる事務に付随する事務 

xⅷ 前各号に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人及び特別口座管理人協

議の上定める事項 

ｅ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務 

ⅰ 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付 

ⅱ 投資法人債原簿の作成 

ⅲ 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項（以下「銘柄情報」といいま

す。）の保管振替機構への通知 

ⅳ ＩＳＩＮコード（国際標準化機構が定めた規格ＩＳ０６１６６に基づく証券系コードで、証券コ

ード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。）の保管振替機構からの

取得並びに銘柄情報に関する登録内容の保管振替機構からの取得及びその内容の確認 
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ⅴ 保管振替機構に対する本投資法人債要項の提出 

ⅵ 新規記録情報（以下に定めます。）その他業務規程等に定める情報の保管振替機構への通知 

ⅰ） ＤＶＰ決済の場合 

(a) 本投資法人債の払込を行う加入者（以下「払込加入者」といいます。）と投資法人債に関

する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合 

払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項

（以下「新規記録情報」といいます。）の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申

込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の保管振替機構へ

の通知 

(b) 上記（a）以外の場合 

上記（a）に加え、ＤＶＰ決済を指定する旨その他ＤＶＰ決済に係る業務規程等に定める情

報（以下「新規記録ＤＶＰ決済情報」といいます。）の保管振替機構への通知 

ⅱ） 非ＤＶＰ決済の場合 

上記ⅰ）(a)に加え、払込加入者からの新規記録にあたり保管振替機構において増額すべき口

座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うにあたり必要となる情報（以下「払込決済条件

情報」といいます。）の取得及び払込決済条件情報の保管振替機構への通知 

ⅶ 保管振替機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内

容、並びに新規記録ＤＶＰ決済情報の内容及びＤＶＰ決済を行うために保管振替機構が付した決

済番号（ＤＶＰ決済の場合に限ります。）の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認 

ⅷ 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領 

ⅸ 本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の保管振替機構への通知 

ⅹ 保管振替機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の保管振替機構からの取得及

びその内容の確認 

xⅰ 保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務 

xⅱ その他業務規程等に定める発行代理人の事務 

xⅲ 投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務 

xⅳ 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付 

xⅴ 買入消却に係る事務 

xⅵ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付及び本投資法

人への取次ぎ 

xⅶ 本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等

がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知 

xⅷ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の

保管振替機構からの取得及びその内容の確認 

xⅸ 元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報（以下

「決済予定額情報」といいます。）の保管振替機構からの取得 

xx 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はそ

の旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知 
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xxⅰ買入消却申請情報（買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で

定める事項をいいます。）及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得及びそ

の内容の確認 

xxⅱ元利金支払取りまとめ事務 

xxⅲその他業務規程等に定める支払代理人の事務 

xxⅳその他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務 

  

(3) 【資本関係】 

平成22年10月31日現在、住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口のうち3,176口(発行済投資口

総数の2.05％)を所有しています。 
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第５ 【投資法人の経理状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

59号。その後の改正を含みます。以下「財務諸表等規則」といいます。)及び同規則第２条の規定により、

「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)に基づいて作成

しております。 

  

２ 監査証明について 

本投資法人は、金商法第193条の２第１項の規定に基づき第８期計算期間(平成21年11月１日から平成22

年４月30日まで)及び第９期計算期間(平成22年５月１日から平成22年10月31日まで)の財務諸表について

は、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

第８期 
(平成22年４月30日現在) 

第９期 
(平成22年10月31日現在) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,184,999 7,343,741

信託現金及び信託預金 4,701,262 4,769,415

営業未収入金 36,742 42,947

前払費用 246,767 250,570

繰延税金資産 39,187 16,379

未収還付法人税等 530 511

未収消費税等 17,430 －

その他 1,979 2,859

流動資産合計 11,228,898 12,426,425

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,116,573 1,116,573

減価償却累計額 △89,700 △110,360

建物（純額） 1,026,872 1,006,212

構築物 4,452 4,452

減価償却累計額 △1,876 △2,283

構築物（純額） 2,575 2,168

機械及び装置 11,436 11,436

減価償却累計額 △6,594 △8,116

機械及び装置（純額） 4,842 3,320

工具、器具及び備品 1,004 1,004

減価償却累計額 △343 △448

工具、器具及び備品（純額） 660 555

土地 4,888,525 4,888,525

信託建物 ※1  57,653,042 ※1  57,717,230

減価償却累計額 △7,926,071 △8,942,395

信託建物（純額） 49,726,970 48,774,834

信託構築物 ※1  656,108 ※1  657,339

減価償却累計額 △159,651 △179,227

信託構築物（純額） 496,456 478,112

信託機械及び装置 208,528 212,861

減価償却累計額 △60,504 △71,141

信託機械及び装置（純額） 148,023 141,720

信託工具、器具及び備品 144,174 156,580

減価償却累計額 △54,832 △67,501

信託工具、器具及び備品（純額） 89,341 89,079

信託土地 ※1  118,234,009 ※1  118,234,009

有形固定資産合計 174,618,279 173,618,539
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(単位：千円)

第８期 
(平成22年４月30日現在) 

第９期 
(平成22年10月31日現在) 

無形固定資産   

その他 233 212

無形固定資産合計 233 212

投資その他の資産   

差入敷金及び保証金 10,000 10,000

長期前払費用 300,759 198,549

その他 132,394 154,660

投資その他の資産合計 443,154 363,210

固定資産合計 175,061,667 173,981,962

繰延資産   

創立費 5,670 －

投資法人債発行費 － 51,444

繰延資産合計 5,670 51,444

資産合計 186,296,235 186,459,832

負債の部   

流動負債   

営業未払金 116,903 187,056

短期借入金 6,700,000 6,700,000

1年内返済予定の長期借入金 25,335,000 16,835,000

未払金 296,129 271,228

未払費用 228,365 239,784

未払法人税等 441 445

未払消費税等 － 134,143

前受金 909,119 810,715

デリバティブ債務 120,135 62,972

その他 2,438 2,670

流動負債合計 33,708,533 25,244,017

固定負債   

投資法人債 － 8,500,000

長期借入金 62,205,000 62,137,500

預り敷金及び保証金 147,894 146,592

信託預り敷金及び保証金 ※1  5,945,013 ※1  5,992,614

長期前受金 － 122

固定負債合計 68,297,908 76,776,829

負債合計 102,006,441 102,020,847
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(単位：千円)

第８期 
(平成22年４月30日現在) 

第９期 
(平成22年10月31日現在) 

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 82,260,100 82,260,100

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,090,112 2,204,126

剰余金合計 2,090,112 2,204,126

投資主資本合計 84,350,212 84,464,226

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △60,419 △25,241

評価・換算差額等合計 △60,419 △25,241

純資産合計 ※2  84,289,793 ※2  84,438,984

負債純資産合計 186,296,235 186,459,832
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

第８期 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

第９期 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業収益   

賃貸事業収入 ※1  5,797,208 ※1  6,047,097

その他賃貸事業収入 ※1  17,007 ※1  13,728

営業収益合計 5,814,215 6,060,826

営業費用   

賃貸事業費用 ※1  2,405,910 ※1  2,451,121

資産運用報酬 436,159 455,280

資産保管手数料 8,062 8,367

一般事務委託手数料 61,108 63,093

役員報酬 6,900 6,900

会計監査人報酬 10,000 10,000

その他営業費用 36,280 46,613

営業費用合計 2,964,421 3,041,377

営業利益 2,849,794 3,019,449

営業外収益   

受取利息 5,366 6,225

未払分配金戻入 1,061 728

その他 826 678

営業外収益合計 7,254 7,633

営業外費用   

支払利息 671,063 665,835

投資法人債利息 － 34,698

投資法人債発行費償却 － 4,593

融資関連費用 － 108,153

創立費償却 5,670 5,670

その他 89,284 3,144

営業外費用合計 766,018 822,095

経常利益 2,091,030 2,204,986

税引前当期純利益 2,091,030 2,204,986

法人税、住民税及び事業税 1,011 950

法人税等調整額 △9 2

法人税等合計 1,002 953

当期純利益 2,090,028 2,204,033

前期繰越利益 84 92

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,090,112 2,204,126
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(3)【投資主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

第８期 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

第９期 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

投資主資本   

出資総額   

前期末残高 82,260,100 82,260,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 ※1  82,260,100 ※1  82,260,100

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）   

前期末残高 1,961,454 2,090,112

当期変動額   

剰余金の配当 △1,961,370 △2,090,020

当期純利益 2,090,028 2,204,033

当期変動額合計 128,658 114,013

当期末残高 2,090,112 2,204,126

剰余金合計   

前期末残高 1,961,454 2,090,112

当期変動額   

剰余金の配当 △1,961,370 △2,090,020

当期純利益 2,090,028 2,204,033

当期変動額合計 128,658 114,013

当期末残高 2,090,112 2,204,126

投資主資本合計   

前期末残高 84,221,554 84,350,212

当期変動額   

剰余金の配当 △1,961,370 △2,090,020

当期純利益 2,090,028 2,204,033

当期変動額合計 128,658 114,013

当期末残高 84,350,212 84,464,226

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △81,044 △60,419

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

20,625 35,177

当期変動額合計 20,625 35,177

当期末残高 △60,419 △25,241

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △81,044 △60,419

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

20,625 35,177

当期変動額合計 20,625 35,177

当期末残高 △60,419 △25,241
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(単位：千円)

第８期 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

第９期 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

純資産合計   

前期末残高 84,140,509 84,289,793

当期変動額   

剰余金の配当 △1,961,370 △2,090,020

当期純利益 2,090,028 2,204,033

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,625 35,177

当期変動額合計 149,284 149,190

当期末残高 84,289,793 84,438,984
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(4) 【金銭の分配に係る計算書】 

  

  

区分 

第８期
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

金額(円) 金額(円) 

Ⅰ 当期未処分利益 2,090,112,982 2,204,126,387 

Ⅱ 分配金の額 2,090,020,000 2,204,100,000 

(投資口１口当たりの分配金の額) (13,484) (14,220）

Ⅲ 次期繰越利益 92,982 26,387 

      

分配金の額の算出方法 本投資法人規約第34条の(1)に定める

「金銭の分配の方針」に基づき、分

配金の額は利益の金額を限度とし、

「租税特別措置法第67条の15に規定

されている本投資法人の配当可能利

益の金額の100分の90に相当する金額

を超えて分配する」旨の方針に従

い、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口数155,000口の整数倍の

最大値となる2,090,020,000円を利益

分配金として分配することといたし

ました。なお、本投資法人規約第34

条の(2)に定める利益を超えた金銭の

分配は行いません。 

本投資法人規約第34条の(1)に定める

「金銭の分配の方針」に基づき、分

配金の額は利益の金額を限度とし、

「租税特別措置法第67条の15に規定

されている本投資法人の配当可能利

益の金額の100分の90に相当する金額

を超えて分配する」旨の方針に従

い、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口数155,000口の整数倍の

最大値となる2,204,100,000円を利益

分配金として分配することといたし

ました。なお、本投資法人規約第34

条の(2)に定める利益を超えた金銭の

分配は行いません。 
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(5)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

第８期 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

第９期 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,091,030 2,204,986

減価償却費 1,127,065 1,081,984

創立費償却 5,670 5,670

商標権償却 21 21

投資法人債発行費償却 － 4,593

受取利息及び有価証券利息 △5,366 △6,225

支払利息 671,063 700,534

営業未収入金の増減額（△は増加） 3,921 △6,205

未収法人税等の増減額（△は増加） 178 19

未収消費税等の増減額（△は増加） △17,430 17,430

前払費用の増減額（△は増加） △127,986 △3,803

その他の流動資産の増減額（△は増加） 613 96

営業未払金の増減額（△は減少） △38,118 35,191

未払金の増減額（△は減少） 8,665 17,047

未払消費税等の増減額（△は減少） △74,301 134,143

前受金の増減額（△は減少） 154,318 △98,403

長期前払費用の増減額（△は増加） △217,522 102,210

その他 10,544 △23,850

小計 3,592,366 4,165,440

利息の受取額 5,869 5,391

利息の支払額 △616,201 △688,296

法人税等の支払額 △945 △945

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,981,089 3,481,589

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △525,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 890,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △1,191 △196

信託有形固定資産の取得による支出 △13,503,884 △87,610

預り敷金及び保証金の受入による収入 18,586 －

預り敷金及び保証金の返還による支出 － △1,301

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 761,941 82,322

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △65,489 △34,721

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,425,037 △141,507
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(単位：千円)

第８期 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

第９期 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 6,700,000 －

短期借入金の返済による支出 △13,278,000 －

長期借入れによる収入 28,078,000 －

長期借入金の返済による支出 △9,000,000 △8,567,500

投資法人債の発行による収入 － 8,500,000

投資法人債発行費の支出 － △55,667

分配金の支払額 △1,961,370 △2,090,020

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,538,630 △2,213,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,094,682 1,126,894

現金及び現金同等物の期首残高 9,791,579 10,886,261

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  10,886,261 ※1  12,013,156
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(6) 【注記表】 

〔継続企業の前提に関する注記〕 

  

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

該当事項はありません。 同左 

区分 
第８期 

自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

１．固定資産の

減価償却の

方法 

(1）有形固定資産（信託財産を含む） 

定額法を採用しております。 

(1）有形固定資産（信託財産を含む） 

同左 

なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以

下のとおりです。 

  

  建物         ２～59年 

構築物        ２～54年 

機械及び装置     ２～15年 

工具、器具及び備品  ２～12年 

  

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

２．繰延資産の

処理方法 

(1）創立費 

５年間の均等償却をしております。 

(1）創立費 

同左 

(2)投資法人債発行費 

償還までの期間にわたり定額法により償却

しております。 

３．収益及び費

用の計上基

準 

固定資産税等の処理方法 

保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画

税及び償却資産税等については、賦課決定され

た税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用

として費用処理する方法を採用しております。 

  

固定資産税等の処理方法 

同左 
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区分 
第８期 

自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

４．リース取引

の処理方法 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に

開始する計算期間に属するものについては、通

常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており

ます。 

（借主側） 

 同左 

  

  

  

５．キャッシュ 

・フロー計

算書におけ

る資金の範

囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、

随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。 

  

同左 

６．ヘッジ会計

の方法 

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。 

但し、金利スワップの特例処理の要件を満

たすものにつきましては、特例処理を採用

しております。 

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 借入金金利 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

本投資法人は、財務方針に基づき投資法人

規約に規定するリスクをヘッジする目的で

デリバティブ取引を行っています。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、両者の変動額の比率を

検証することにより、ヘッジの有効性を評

価しています。 

  

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

─ 155 ─



  

〔会計方針の変更に関する注記〕 

  

区分 
第８期 

自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

７．その他財務

諸表作成の

ための基本

となる重要

な事項 

  

(1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関

する会計処理方法 

保有する不動産等を信託財産とする信託受

益権につきましては、信託財産内全ての資

産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全

ての収益及び費用勘定について、貸借対照

表及び損益計算書の該当勘定科目に計上し

ております。 

(1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関

する会計処理方法 

同左 

  なお、該当勘定科目に計上した信託財産の

うち重要性がある下記の科目については、

貸借対照表において区分掲記することとし

ております。 

  

  ① 信託現金及び信託預金 

② 信託建物、信託構築物、信託機械及

び装置、信託工具、器具及び備品、

信託その他有形固定資産、信託土地 

③ 信託借地権 

④ 信託差入敷金及び保証金 

⑤ 信託預り敷金及び保証金 

  

  (2）消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。 

なお、資産の取得に係る控除対象外消費税

等は、各資産の取得原価に算入しておりま

す。 

(2）消費税等の処理方法 

同左 

      

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

― （資産除去債務に関する会計基準） 
当期より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年3月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 
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〔表示方法の変更に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

― （損益計算書） 
前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました融資にかかる長期前払費用償却額（前期71,770千

円）が、営業外費用の100分の10を超えたため、当期より

「融資関連費用」として区分掲記しております。 

なお、上記変更に伴い、前期まで営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました融資に係る手数料（前

期10,427千円）についても両科目の類似性に鑑み、当期

より「融資関連費用」 に統合して表示しております。 
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〔貸借対照表に関する注記〕 

  

第８期 
（平成22年４月30日現在） 

第９期 
（平成22年10月31日現在） 

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務 ※１．担保に供している資産及び担保を付している債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 担保に供している資産は次のとおりです。 
  

  

  （単位：千円）

信託建物 2,600,127 

信託構築物 94,268 

信託土地 8,892,092 

合計 11,586,487 

 

 

  （単位：千円）

信託建物 2,549,706 

信託構築物 91,561 

信託土地 8,892,092 

合計 11,533,359 

担保を付している債務は次のとおりです。 担保を付している債務は次のとおりです。 
  

  

  （単位：千円）

信託預り敷金及び保証金 719,800 

合計 719,800 

 

 

  （単位：千円）

信託預り敷金及び保証金 719,800 

合計 719,800 

※２．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項

に規定する 低純資産額 

※２．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項

に規定する 低純資産額 

50,000千円 50,000千円 
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〔損益計算書に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 ※１．不動産賃貸事業損益の内訳 
  

  

  （単位：千円）

  

Ａ．不動産賃貸事業収益 
  

賃貸事業収入   

賃料及び駐車場使用料収入 5,428,469 

その他賃貸収入 369,178 

その他賃貸事業収入 15,207 

解約違約金 1,359 

不動産賃貸事業収益合計 5,814,215 

    

Ｂ．不動産賃貸事業費用   

賃貸事業費用   

管理業務費 400,457 

水道光熱費 189,828 

公租公課 567,071 

損害保険料 9,902 

修繕費 79,340 

減価償却費 1,127,065 

その他の諸経費 32,244 

   不動産賃貸事業費用合計 2,405,910 

    

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 3,408,304 

 

  

  （単位：千円）

  

Ａ．不動産賃貸事業収益 
  

賃貸事業収入   

賃料及び駐車場使用料収入 5,618,304 

その他賃貸収入 428,793 

その他賃貸事業収入 12,678 

解約違約金 1,050 

不動産賃貸事業収益合計 6,060,826 

    

Ｂ．不動産賃貸事業費用   

賃貸事業費用   

管理業務費 389,311 

水道光熱費 245,410 

公租公課 586,088 

損害保険料 9,025 

修繕費 104,507 

減価償却費 1,081,984 

その他の諸経費 34,791 

   不動産賃貸事業費用合計 2,451,121 

    

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 3,609,705 
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〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕 

  

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

※１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口数 ※１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口数 
  

  

発行可能投資口総口数 2,000,000口

発行済投資口数 155,000口

 

 

発行可能投資口総口数 2,000,000口

発行済投資口数 155,000口

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

（平成22年４月30日現在） 

（単位：千円）

現金及び預金 6,184,999 

信託現金及び信託預金 4,701,262 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 10,886,261 

（平成22年10月31日現在） 

（単位：千円）

現金及び預金 7,343,741 

信託現金及び信託預金 4,769,415 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,000 

現金及び現金同等物 12,013,156 
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〔リース取引に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  

    （単位：千円）

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

機械及び

装置 
4,950 3,241 1,708 

合計 4,950 3,241 1,708 

 

 

    （単位：千円）

  
取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

機械及び

装置 
4,950 3,594 1,355 

合計 4,950 3,594 1,355 

（注）本投資法人の持分にて記載しております。千

円未満の端数は、切り捨てて記載しておりま

す。 

（注）本投資法人の持分にて記載しております。千

円未満の端数は、切り捨てて記載しておりま

す。 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

  

    （単位：千円）

１年内     742 

１年超     1,093 

合計     1,836 

 

 

    （単位：千円）

１年内     754 

１年超     713 

合計     1,467 

（注）本投資法人の持分にて記載しております。千

円未満の端数は、切り捨てて記載しておりま

す。 

（注）本投資法人の持分にて記載しております。千

円未満の端数は、切り捨てて記載しておりま

す。 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
  

  

  （単位：千円）

支払リース料 395 

減価償却費相当額 353 

支払利息相当額 32 
 

  （単位：千円）

支払リース料 395 

減価償却費相当額 353 

支払利息相当額 27 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

・リース料総額とリース資産計上額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法については利息法

によっております。 

  

２.オペレーティング・リース取引（貸主側） 

  （単位：千円）

未経過リース料   

１年内 4,195,602 

１年超 9,588,474 

合計 13,784,076 

同左 

  

  

  

  

  

２.オペレーティング・リース取引（貸主側） 

  （単位：千円）

未経過リース料   

１年内 3,653,059 

１年超 7,988,004 

合計 11,641,063 
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〔金融商品に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

（追加情報） 

当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

19号 平成20年3月10日）を適用しております。 

  

1．金融商品の状況に関する事項 

  

（1）金融商品に対する取組方針 

  

本投資法人は、資産運用会社が定める財務方針に則っ

て、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運

用の安定性に資するため、銀行借入、投資法人債の発

行、投資口の発行により必要な資金を調達します。 

金融商品による余資運用は、投資法人規約に定める投

資制限に従い、有価証券および金銭債権等を対象とし

ておりますが、原則として預金にて運用しておりま

す。 

また、デリバティブ取引については、同投資制限に従

い、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすること

を目的としたものに限るものとしております。 

  

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

  

本投資法人は、資産運用会社によりリスク管理体制の

適切性・有効性について定期的に検証し、高度化を図

っております。各種リスクについては、定期的に検証

を行い、リスク管理計画や運用計画に反映させる体制

を採っております。また、各種取引時においても適

時、リスクを検証し、意思決定に反映させています。

個別の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管

理については、資産運用会社の定める社内諸規則に基

づき下記のとおり行っています。 

①預金及びデリバティブ取引にかかる信用リスク 

投資法人の余資を大口定期等で運用する預金について

は、預入金融機関の破綻などの信用リスクが存在しま

すが、預入期間を短期に限定し、預入対象金融機関の

信用格付の基準を定めるとともに金額の上限ルールを

定める等により、リスクを極小化しています。また、

デリバティブ取引相手先についても、取引金融機関に

ついて信用格付の基準を設けており、また取引内容、

各取引の時価評価額並びに取引相手先信用状況を検証

する体制を採り、信用リスクを限定しております。 

  

― 

  

  

  

  

  

1．金融商品の状況に関する事項 

  

（1）金融商品に対する取組方針 

  

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

  

同左 
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第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

②借入金にかかる市場リスク 

借入金・投資法人債の資金使途は、主に物件取得ある

いは既存の借入金・投資法人債のリファイナンスで

す。借入金のうち、変動金利借入は市場リスクに晒さ

れておりますが、金利上昇リスクに対するヘッジを目

的とした金利スワップ取引による金利の固定化や、固

定金利比率の目処を設定する等により、金利上昇リス

クを管理しております。また、新規借入時及び借換時

には、金利上昇リスクを検証し、リスクを 小限にす

る借入方法の検討を行います。ヘッジ会計に関するヘ

ッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性

の評価方法等については、前記の「重要な会計方針に

係る事項に関する注記」に記載されている「ヘッジ会

計の方法」 をご覧ください。 

  

③借入金等及び預り敷金等にかかる流動性リスク 

借入金の返済期限到来時、投資法人債の償還時及び賃

借人からの預り敷金等の返還時には流動性リスクが存

在しますが、これに対しては、毎月の資金繰管理に加

えて、期中に返済期限が到来する借入金等及び預り敷

金等総額に予想分配金を加えた想定支払総額を算出

し、保有不動産等運用資産の流動性を加味して手元流

動性との比較検証を行い、定期的にまた各種取引時に

流動性リスクを判定する管理体制を整えています。 

  

  

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因

を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。ま

た、後記「2．金融商品の時価等に関する事項」におけ

るデリバティブ取引に関する契約額等については、そ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示

すものではありません。 

  

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

  

同左 
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第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

2．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年4月30日における貸借対照表計上額、時価 

及びこれらの差額については以下のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる 

ものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。 

（単位：千円）

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務

は、債権から債務を差し引きした純額にて表示してお

り、合計で正味の債務となる項目については、△で示し

ています。 

  

  
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）現金及び預金 6,184,999 6,184,999 －

（2）信託現金及び 

信託預金 
4,701,262 4,701,262 －

資産計 10,886,261 10,886,261 －

（3）短期借入金 6,700,000 6,700,000 －

（4）1年内返済予定の 

長期借入金 
25,335,000 25,336,062 1,062

（5）長期借入金 62,205,000 62,844,511 639,511

（6）信託預り敷金 

及び保証金 
474,000 474,000 －

負債計 94,714,000 95,354,574 640,574

デリバティブ取引 

（※１) 
     

ヘッジ会計が適用 

されているもの 
△120,135 △120,135 －

デリバティブ取引計 △120,135 △120,135 －

2．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年10月31日における貸借対照表計上額、時価 

及びこれらの差額については以下のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる

ものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。 

（単位：千円）

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務

は、債権から債務を差し引きした純額にて表示してお

り、合計で正味の債務となる項目については、△で示し

ています。 

  

  
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）現金及び預金 7,343,741 7,343,741 －

（2）信託現金及び 

信託預金 
4,769,415 4,769,415 －

資産計 12,113,156 12,113,156 －

（3）短期借入金 6,700,000 6,700,000 －

（4）1年内返済予定の 

長期借入金 
16,835,000 16,836,372 1,372

（5）投資法人債 8,500,000 8,537,400 37,400

（6）長期借入金 62,137,500 62,772,234 634,734

（7）信託預り敷金 

及び保証金 
474,000 474,000 －

負債計 94,646,500 95,320,007 673,507

デリバティブ取引 

（※１） 
     

ヘッジ会計が適用 

されているもの 
△62,972 △62,972 －

デリバティブ取引計 △62,972 △62,972 －

（注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取

引に関する事項 

 資 産 

（1）現金及び預金及び（2）信託現金及び信託預金 

  これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

  

負 債 

（3）短期借入金及び（6）信託預り敷金及び保証金 

  これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取

引に関する事項 

 資 産 

（1）現金及び預金及び（2）信託現金及び信託預金 

  これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

  
負 債 

（3）短期借入金及び（7）信託預り敷金及び保証金 

  これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 
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第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

（4）1年内返済予定の長期借入金及び（5）長期借入金 

長期借入金のうち変動金利によるものは短期間で

市場金利を反映しており、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額によっ

ております。固定金利によるものは、一定の期間

ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額

を同様の借入金において想定される利率で割り引

いて現在価値を算定しております。なお、金利ス

ワップの特例処理の対象とされた長期借入金（後

記「デリバティブ取引」参照）については、当該

金利スワップにより計算される金利と一体の元利

金の合計額を同様の借入金において想定される利

率で割り引いて現在価値を算定しております。 

  

  

  

  

  

  

デリバティブ取引 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引に

ついて、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契

約額又は契約において定められた元本相当額等は、

次のとおりです。 

（単位：千円）

  

（※２）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対

象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載

しています（前記（注１）（5）参照）。 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 

原則的処理方法 
金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 

金利スワップ 

の特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 

合計 

契約額等 
時価 

当該時価の算

定方法   内1年超 

11,500,000 － △120,135 

取引先金融機

関から提示さ

れた価格等に

よっている。 

25,300,000 16,800,000 （※２） － 

36,800,000 16,800,000 △120,135 － 

（4）1年内返済予定の長期借入金及び（6）長期借入金 

長期借入金のうち変動金利によるものは短期間で

市場金利を反映しており、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額によっ

ております。固定金利によるものは、一定の期間

ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額

を同様の借入金において想定される利率で割り引

いて現在価値を算定しております。なお、金利ス

ワップの特例処理の対象とされた長期借入金（後

記「デリバティブ取引」参照）については、当該

金利スワップにより計算される金利と一体の元利

金の合計額を同様の借入金において想定される利

率で割り引いて現在価値を算定しております。 

  

（5）投資法人債 

本投資法人の発行する投資法人債の時価について

は、日本証券業協会による売買参考統計値によっ

ております。 

  

デリバティブ取引 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引に

ついて、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契

約額又は契約において定められた元本相当額等は、

次のとおりです。 

（単位：千円）

  

（※２）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対

象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載

しています（前記（注１）（6）参照）。 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ取引 

の種類等 
主なヘッジ対象 

原則的処理方法 
金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 

金利スワップ 

の特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 

合計 

契約額等 
時価 

当該時価の算

定方法   内1年超 

11,500,000 － △62,972 

取引先金融機

関から提示さ

れた価格等に

よっている。 

16,800,000 16,800,000 （※２） － 

28,300,000 16,800,000 △62,972 － 
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〔有価証券に関する注記〕 

  

 

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金

融商品は次のとおりです。 

（単位：千円）

（※３）信託預り敷金及び保証金は、賃貸借契約の期間の

定めによらず中途解約や更新・再契約の可能性があるこ

とから、その返還時期となる契約終了時期を合理的に想

定することが難しく、将来キャッシュ・フローを見積も

ることが困難です。よって、時価を把握することが極め

て困難であり、時価開示の対象とはしておりません。 

  

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円）

  

（注４）長期借入金の決算日後の返済予定額 

（単位：千円）

  

区分 貸借対照表計上額 

信託預り敷金及び保証金（※３) 5,471,013 

合計 5,471,013 

  １年以内 

現金及び預金 6,184,999 

信託現金及び信託預金 4,701,262 

合計 10,886,261 

  1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

長期借入金 25,335,000 19,175,000 36,735,000 

合計 25,335,000 19,175,000 36,735,000 

  3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

長期借入金 135,000 4,135,000 2,025,000 

合計 135,000 4,135,000 2,025,000 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金

融商品は次のとおりです。 

（単位：千円）

（※３）信託預り敷金及び保証金は、賃貸借契約の期間の定

めによらず中途解約や更新・再契約の可能性があること

から、その返還時期となる契約終了時期を合理的に想定

することが難しく、将来キャッシュ・フローを見積もる

ことが困難です。よって、時価を把握することが極めて

困難であり、時価開示の対象とはしておりません。 

  

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円）

  

（注４）投資法人債、長期借入金の決算日後の返済予定額 

（単位：千円）

  

区分 貸借対照表計上額 

信託預り敷金及び保証金（※３) 5,518,614 

合計 5,518,614 

  １年以内 

現金及び預金 7,343,741 

信託現金及び信託預金 4,769,415 

合計 12,113,156 

  1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

投資法人債 - - - 

長期借入金 16,835,000 36,675,000 19,235,000 

合計 16,835,000 36,675,000 19,235,000 

  3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

投資法人債 - 8,500,000 - 

長期借入金 4,135,000 135,000 1,957,500 

合計 4,135,000 8,635,000 1,957,500 

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

 該当事項はありません。 同左
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〔デリバティブ取引に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

本投資法人の利用しているデリバティブ取引は、金

利関連では金利スワップ取引です。 

(2）取引に関する取組方針 

本投資法人のデリバティブ取引は、将来の金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取

引は行わない方針です。 

１．ヘッジ会計が適用されていないもの： 

該当事項はありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているもの： 

前記「〔金融商品に関する注記〕 ２.金融商品の時

価等に関する事項 （注１）金融商品の時価の算定

方法並びにデリバティブ取引に関する事項 デリバ

ティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの」を

ご参照ください。  

(3）取引の利用目的 

本投資法人のデリバティブ取引は、金利関連では借

入金利等の将来の金利市場における金利上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しています。 

なお、デリバティブ取引を利用しているヘッジ会計

を行っています。 

  

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。 

但し、金利スワップの特例処理の要件を満たす

ものにつきましては、特例処理を採用しており

ます。 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 借入金金利 

  

③ ヘッジ方針 

本投資法人は、財務方針に基づき投資法人規約

に規定するリスクをヘッジする目的でデリバテ

ィブ取引を行っています。 

  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と

を比較し、両者の変動額の比率を検証すること

により、ヘッジの有効性を評価しています。 

  

(4）取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しています。 

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ています。 

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

資産運用会社の運用管理手続きに基づき、リスク管

理を行っています。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

 全てヘッジ会計が適用されているため、注記を省略

しています。 
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〔退職給付に関する注記〕 

  

〔税効果会計に関する注記〕 

  

〔持分法損益等に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

 該当事項はありません。 同左

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
  

  

  （単位：千円）

未払事業税損金不算入額 19 

繰延ヘッジ損益 39,167 

繰延税金資産計 39,187 

（繰延税金資産の純額） 39,187 
 

  （単位：千円）

未払事業税損金不算入額 16 

繰延ヘッジ損益 16,363 

繰延税金資産計 16,379 

（繰延税金資産の純額） 16,379 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
  

  

  （単位：％）

法定実効税率 39.33 

（調整）   

支払分配金の損金算入額 △39.31 

その他 0.03 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
0.05 

 

  （単位：％）

法定実効税率 39.33 

（調整）   

支払分配金の損金算入額 △39.31 

その他 0.03 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
0.04 

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

 該当事項はありません。 同左

─ 168 ─



〔関連当事者との取引に関する注記〕 

  

〔セグメント情報等に関する注記〕 

当期（自 平成22年5月1日 至 平成22年10月31日） 

  

（セグメント情報） 

  

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（関連情報） 

  

1. 製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

  

2. 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

  

3. 主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

     （注）その他の主要な顧客は「住友金属工業株式会社」「株式会社大林組」です。 

  

（追加情報） 

 当期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグ

メント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用して

おります。 

 なお、本投資法人は不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、当該会計基準等に準拠した場合の前期のセグメ

ント情報については、記載を省略しております。 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

１．親会社及び法人主要投資主等 

  該当事項はありません。 

２．関連会社等 

  該当事項はありません。 

３．兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

４．役員及び個人主要投資主等 

  該当事項はありません。 

１．親会社及び法人主要投資主等 

  同左 

２．関連会社等 

  同左 

３．兄弟会社等 

  同左 

４．役員及び個人主要投資主等 

  同左 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

日本電気株式会社 1,370,896 不動産賃貸事業 

株式会社イトーヨーカ堂 637,373 不動産賃貸事業 
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〔資産除去債務に関する注記〕 

 当期（自 平成22年5月1日 至 平成22年10月31日） 

    該当事項はありません。 

  

〔賃貸等不動産に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

（追加情報） 

当期より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計

基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28

日）を適用しております。 

  

本投資法人は、東京都及びその他の地域において、賃貸

用オフィスビル等（土地を含む）を有しております。賃

貸等不動産の貸借対照表計上額及び当期における主な変

動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は

以下のとおりであります。 

（単位：千円）

（注１）該当する賃貸等不動産の概要は前記「５ 運用状

況」をご覧ください。 

（注２）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計

額を控除した金額です。 

（注３）当期増減額のうち主な増加理由は住友商事錦町ビ

ルの取得によるもの（12,943,223千円）であり、

減少理由は減価償却費によるものです。 

（注４）当期末の時価については、社外の不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を記載しております。 

  

なお、平成22年4月期における賃貸等不動産に係る損益に

つきましては、「（６）注記表〔損益計算書に関する注

記〕」をご覧ください。 

貸借対照表計上額 当期末の 

時価 前期末残高 当期増減額 当期末残高 

162,237,504 12,380,774 174,618,279 177,146,000

― 

  

  

  

  

  

  

本投資法人は、東京都及びその他の地域において、賃貸

用オフィスビル等（土地を含む）を有しております。賃

貸等不動産の貸借対照表計上額及び当期における主な変

動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は

以下のとおりであります。 

（単位：千円）

（注１）該当する賃貸等不動産の概要は前記「５ 運用状

況」をご覧ください。 

（注２）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計

額を控除した金額です。 

（注３）当期増減額のうち主な減少理由は減価償却費によ

るものです。 

  

（注４）当期末の時価については、社外の不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を記載しております。 

  

なお、平成22年10月期における賃貸等不動産に係る損益

につきましては、「（６）注記表〔損益計算書に関する

注記〕」をご覧ください。 

 

 

 

貸借対照表計上額 当期末の 

時価 前期末残高 当期増減額 当期末残高 

174,618,279 △999,739 173,618,539 175,351,000
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〔１口当たり情報に関する注記〕 

（注）記載された１口当たりの金額は、円未満の数値を四捨五入しております。 

  

（注）１口当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

  

  

１口当たり純資産額 543,805円 

１口当たり当期純利益 13,484円 
 

１口当たり純資産額 544,768円 

１口当たり当期純利益 14,220円 

 潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜 

在投資口がないため記載しておりません。 

同左 

  
第８期

自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

当期純利益（千円） 2,090,028 2,204,033 

普通投資主に帰属しない金額（千円） － － 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 2,090,028 2,204,033 

期中平均投資口数（口） 155,000 155,000 
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〔重要な後発事象に関する注記〕 

  

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

投資法人債の発行 

平成22年5月12日に開催した本投資法人役員会における

「募集投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、下記

条件にて投資法人債を発行し、平成22年6月4日に払い込み

が完了しています。なお、投資法人債発行によって調達し

た資金は同年６月30日付で返済期日が到来した長期借入金

85億円の返済原資に充当しました。 

  

トップリート投資法人第1回無担保投資法人債 

名称：トップリート投資法人第1回無担保投資法人債 

（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

①発行総額： 85億円 

②払込金額： 各投資法人債の金額100円につき100円 

③利率： 年1.00パーセント 

④担保・保証： 無担保・無保証 

⑤償還期限： 平成27年6月4日に本投資法人債の総額を

償還（銀行休業日にあたるときは、前銀

行営業日に繰り上げる）。買入消却は、

払込期日の翌日以降、振替機関が別途定

める場合を除き、いつでもこれを行うこ

とができる。 

⑥利払日： 毎年6月4日および12月4日（銀行休業日

にあたるときは、前銀行営業日に繰り上

げる） 

⑦資金使途： 借入金の返済 

該当事項はありません。 
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(7) 【附属明細表】 

① 有価証券明細表 

該当事項はありません。 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

平成22年10月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時

価の状況は以下の通りです。 

  

(注１) 千円未満の金額は切り捨てて記載しています。 

(注２) スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。 

(注３) 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価しています。 

  

区分 種類 
契約額等(千円)(注１) (注２)

時価(千円)
(注１) (注３) 

  うち１年超

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 
 受取変動・支払固定 28,300,000 16,800,000 △438,943

  合計 28,300,000 16,800,000 △438,943
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③ 不動産等明細表のうち総括表 

  

  

  

④ その他特定資産の明細表 

該当事項はありません。 

  

⑤ 投資法人債明細表 

（単位：千円) 

（注１）特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額

(千円) 
当期減少額

(千円) 
当期末残高

(千円) 

減価償却累計

額又は償却累

計額 
(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末

残高 
(千円) 

摘要

有形固定資産                

建物 1,116,573 ― ― 1,116,573 110,360 20,660 1,006,212 ―

構築物 4,452 ― ― 4,452 2,283 406 2,168 ―

機械及び装置 11,436 ― ― 11,436 8,116 1,521 3,320 ―

工具、器具及び備品 1,004 ― ― 1,004 448 105 555 ―

土地 4,888,525 ― ― 4,888,525 ― ― 4,888,525 ―

信託建物 57,653,042 65,129 942 57,717,230 8,942,395 1,016,409 48,774,834 ―

信託構築物 656,108 1,231 ― 657,339 179,227 19,575 478,112 ―

信託機械及び装置 208,528 4,333 ― 212,861 71,141 10,637 141,720 ―

信託工具、器具及び備品 144,174 12,406 ― 156,580 67,501 12,668 89,079 ―

信託土地 118,234,009 ― ― 118,234,009 ― ― 118,234,009 ―

小計 182,917,855 83,100 942 183,000,014 9,381,475 1,081,984 173,618,539 ―

無形固定資産                

商標権 425 ― ― 425 212 21 212 ―

小計 425 ― ― 425 212 21 212 ―

総計 182,918,280 83,100 942 183,000,439 9,381,687 1,082,005 173,618,751 ―

銘柄 発行年月日 前期末残高 当期減少額 当期末残高 利率 償還期限 使途 担保 

第1回無担保 

投資法人債 

(注１) 

平成22年 

６月４日 
― ― 8,500,000 1.00％ 

平成27年 

６月４日 

（注２） 

借入金の 

返済 
無 
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（注２）投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額 

（単位：千円） 

  

  １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

投資法人債 ― ― ― ― 8,500,000 
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⑥ 借入金明細表 

  区    分 前期末 

残  高 

(千円) 

当  期 

増加額 

(千円) 

当  期 

減少額 

(千円) 

当期末 

残  高 

(千円) 

平  均 
利  率 
(%)(注1) 

返  済 
期  限 

使 途 摘 要 
  借入先 

短 
期 
借 
入 
金 

住友信託銀行株式会社 6,700,000 ― ― 6,700,000 0.91 
平成23年 

2月28日 
(注2) 

無担保 

無保証 

小計 6,700,000 ― ― 6,700,000         

１ 
年 
内 
返 
済 
予 
定 
の 
長 
期 
借 
入 
金 

住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

中央三井信託銀行株式会社 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

8,500,000 ― 8,500,000 ― 1.60 
平成22年 

6月30日 
(注2) 

無担保 

無保証 

住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

中央三井信託銀行株式会社 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

5,200,000 ― ― 5,200,000 0.84 

平成23年 

3月3日 
(注3) 

無担保 

無保証 
5,500,000 ― ― 5,500,000

1.92 
6,000,000 ― ― 6,000,000

株式会社日本政策投資銀行 135,000 67,500 67,500 135,000 2.42 (注4) (注3) 
無担保 

無保証 

小計 25,335,000 67,500 8,567,500 16,835,000         

短期借入金合計 32,035,000 67,500 8,567,500 23,535,000         

長 
期 
借 
入 
金 

住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

中央三井信託銀行株式会社 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

8,500,000 ― ― 8,500,000 1.95 
平成24年 

6月29日 
(注2) 

無担保 

無保証 

住友信託銀行株式会社 2,000,000 ― ― 2,000,000 2.27 

平成26年 
6月30日 

(注2) 
無担保 
無保証 

株式会社日本政策投資銀行 1,000,000 ― ― 1,000,000 2.40 

第一生命保険株式会社 1,000,000 ― ― 1,000,000 2.40 

住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

6,300,000 ― ― 6,300,000 1.48 
平成25年 
3月27日 

(注3) 
無担保 
無保証 

株式会社日本政策投資銀行 3,000,000 ― ― 3,000,000 1.53 

住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

11,189,000 ― ― 11,189,000 1.29 
平成23年 

11月30日 
(注5) 

無担保 

無保証 

住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
1,273,000 ― ― 1,273,000 1.29 

平成23年 

11月30日 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 
4,908,000 ― ― 4,908,000 1.29 

平成23年 

11月30日 
(注2) 

無担保 

無保証 

住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
株式会社りそな銀行 

9,800,000 ― ― 9,800,000 1.29 
平成24年 

11月30日 
(注3) 

無担保 

無保証 

株式会社日本政策投資銀行 2,565,000 ― 67,500 2,497,500 2.42 (注4) (注3) 
無担保 

無保証 

中央三井信託銀行株式会社 1,670,000 ― ― 1,670,000 1.29 
平成23年 

11月30日 
(注2) 

無担保 

無保証 
住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

9,000,000 ― ― 9,000,000 1.28 
平成24年 

6月29日 
(注5) 

無担保 

無保証 

長期借入金合計(注6) 62,205,000 ― 67,500 62,137,500         
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(注１)  平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)の小数点第３位を四捨五入して表示しておりま

す。 

  また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果

を勘案した加重平均利率を記載しております。 

(注２)  資金使途は、短期借入金の返済資金です。 

（注３） 資金使途は、不動産信託受益権の購入資金等です。 

（注４） 平成22年6月30日を初回とし、以降6月及び12月の末日に67,500千円を返済し、 終弁済日である平成28年11

月30日に1,822,500千円を返済します。 

（注５） 資金使途は、長期借入金の返済資金です。 

（注６） 長期借入金（１年内返済予定のものを除く。）の貸借対照表日以後５年以内における１年ごとの返済予定額

は次のとおりです。 

  
(単位：千円) 

  

区分 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 36,675,000 19,235,000 4,135,000 135,000 
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２ 【投資法人の現況】 

【純資産額計算書】 

(平成22年10月31日現在) 

(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。 

  

Ⅰ 資産総額 186,459,832千円

Ⅱ 負債総額 102,020,847千円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 84,438,984千円

Ⅳ 発行済数量 155,000口

Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 544,768円
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第６ 【販売及び買戻しの実績】 

  

(注１) 本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。 

(注２) 本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 

  

計算期間 発行日 発行口数(口) 発行済口数(口)

第４期 
自 平成19年11月１日 
至 平成20年４月30日 

― ― 155,000 

第５期 
自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日 

― ― 155,000 

第６期 
自 平成20年11月１日 
至 平成21年４月30日 

― ― 155,000 

第７期 
自 平成21年５月１日 
至 平成21年10月31日 

― ― 155,000 

第８期 
自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日 

― ― 155,000 

第９期 
自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日 

― ― 155,000 
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第７ 【参考情報】 

第９期計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に以下の書類を提出しました。 

平成22年５月12日 発行登録書 

平成22年５月28日 発行登録追補書類 

平成22年７月29日 有価証券報告書 

            (第８期：自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

平成22年７月29日 訂正発行登録書 
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独立監査人の監査報告書 

  

平成22年７月28日

トップリート投資法人 

役員会 御中 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人

の経理状況」に掲げられているトップリート投資法人の平成21年11月１日から平成22年４月30日までの

第８期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分

配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、トップリート投資法人の平成22年４月30日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算

期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は投資法人債の発行を

行っている。 

  

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

                                以  上

  

  
  

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 白 川  芳 樹 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 内 田  正 美 

（注)１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は本投資法人が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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独立監査人の監査報告書 

  

平成23年１月27日

トップリート投資法人 

役員会 御中 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人

の経理状況」に掲げられているトップリート投資法人の平成22年５月１日から平成22年10月31日までの

第９期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分

配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、トップリート投資法人の平成22年10月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算

期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上

  

  
  

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 白川 芳樹 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 深井 康治 ㊞ 

（注)１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は本投資法人が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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